
 

令和５年度（令和４年度実績） 

「藤沢市教育委員会の点検・評価」

報  告  書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    藤沢市教育委員会 



 

 
目   次 

 

 

Ⅰ はじめに 
１ 趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １ 

２ 点検・評価の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １ 

３ 藤沢市教育振興基本計画（第３期）について ・・・・・・・    ２ 

 

 

Ⅱ 藤沢市教育委員会の点検・評価 
１ 実施事業の自己評価集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

２ 藤沢市教育振興基本計画（第３期）事業実績報告書 ・・・・    ７ 

３ 藤沢市教育振興基本計画評価委員会について ・・・・・・・ １１３ 

４ 基本方針ごとの評価委員会委員からの講評 ・・・・・・・・ １１４ 

５ 重点事業に対する評価委員会委員からの講評  

１４５   学習支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ １２４ 

２３１   特別支援教育整備事業 ・・・・・・・・・・・ １２６ 

５３１－１ いじめ防止啓発関連事業 ・・・・・・・・・・ １２８ 

６ 評価委員会委員からの総括的講評 ・・・・・・・・・・・・ １３０ 

 

 

Ⅲ 教育委員会の概要  
１ 教育委員会について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３２ 

２ 令和４年度の教育委員の活動実績 ・・・・・・・・・・・・ １３２ 

 

 

参考資料 
藤沢市教育振興基本計画評価委員会設置要綱 ・・・・・・・・・ １３４ 

 

 



Ⅰ はじめに 

 

1 趣旨 

教育委員会の点検・評価については、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」第２６条において「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。」とされており、

また、点検・評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図るもの、とされています。 

この報告書は、同法の規定に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとと

もに、市民への説明責任を果たしていくため、本市教育委員会が行った主な施

策・事業の取組状況をまとめたものとなります。 

 

 

2 点検・評価の方法 

 点検・評価を実施する事業については、教育振興に関する施策の総合的・計

画的な推進を図るために策定された「藤沢市教育振興基本計画」（以下「計画」）

に位置付けられた事業を対象としております。 

点検・評価と計画の進行管理を兼ねることで、教育施策の進捗を体系的に捉

え、教育行政事務の効果的な執行を目的とした、一体的な点検・評価としてお

ります。 

点検・評価にあたっては、まず、事業主管課による自己評価方式での点検・

評価を実施したあと、学識経験者等による「藤沢市教育振興基本計画評価委員

会」による外部評価を実施いたします。 

評価委員会による点検・評価については、計画における５つの基本方針ごと

の講評や、重点事業として選定された事業に対する講評を受けることで、課題

や問題点などを明らかにし、今後に向けた取組の見直しを図ります。 
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3  藤沢市教育振興基本計画（第 3期）について 

  本計画は、本市の教育行政に関する基本的な計画であり、教育委員会が所管する市立小学校、

中学校、特別支援学校の学校教育及び生涯学習全般等を対象としています。 

 対象期間は、2020年度（令和２年度）から２０２４年度（令和６年度）までの５年間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

基本方針１ ともに学び，多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します 

施策の柱 実施事業 

１ 確かな学力の向上 1 教育課程推進事業  2 外国語教育関係事業  3 教育 ICT 推進事業  

２ 豊かな心を育む教育の推進 

1 人権教育推進事業 2 いじめ暴力防止対策事業  3 環境教育推進事業   

4 八ヶ岳野外体験教室事業 5 平和教育推進事業   6 学校図書館運営事業 

7 中学校部活動関係事業 

３ 健やかな体を育む教育の推進 
1 学校給食をとおしての食育推進事業 2 子どもの体力向上対策事業 

3 中学校部活動関係事業（再掲） 

４ 
一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た教育の推進 

1 特別支援教育推進事業  2 学校教育相談センター事業  

3 不登校児童生徒対策支援事業  ４ 児童生徒指導支援体制充実事業  

5 学習支援事業  ６ 新入生サポート事業  

7 幼稚園・保育所・小学校・中学校・特別支援学校連携推進事業  

8 子ども発達支援事業 

５ 熱意と指導力のある教員の育成 

1 各教科研究研修関係事業  2 学校訪問事業   

3 教育文化センター学校人材育成事業 4 教育文化センター研究事業   

5 教育文化センター文化事業 

 

基本方針２ 安全・安心で，学びを支える学校づくりを進めます  

施策の柱 実施事業 

１ 命を守る教育の推進 1 防災教育推進事業   2 防犯教育推進事業   3 救命普及啓発推進事業 

２ 
安全・安心で快適な学校施設等の

整備 

1 学校安全対策事業   2 通学路安全対策推進事業   

3 防災資機材等の整備事業   4 学校施設環境整備事業（空調設備整備）   

5 学校施設環境整備事業（グラウンド等整備）  

6 学校施設環境整備事業（トイレ改修整備）  7 学校施設維持保全事業  

8 学校施設再整備事業 

３ 
学びを支える質の高い教育環境の

整備 

1 特別支援教育整備事業   2 学校ＩＣＴ環境整備事業   

3 教職員の働き方改革推進事業  4 中学校給食運営管理事業  5 学校適正配置研究事業 

＜基本理念＞ 

未来を拓く「学びの環」ふじさわ 

～ 学びを通して人と地域がつながる生涯学習社会，ふじさわをめざす ～ 

＜３つの目標＞ 

１  一人ひとりの夢を育み，未来を拓く子ども（藤沢っ子）を育成する 

２  多様な学びをつなげる生涯学習ネットワークを構築する 

３  学校・家庭・地域・行政が連携、協働する子育て，教育支援体制を推進する  
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基本方針３ 子どもたちの健やかな成長を支えるため，学校・家庭・地域の連携・協働を進めます 

施策の柱 実施事業 

１ 家庭教育の支援 
1 子育てふれあいコーナー事業  2 地域子育て支援センター事業   3 つどいの広場事業 

4 放課後児童健全育成事業 5 地域の縁側事業 ６ ＰＴＡ育成支援事業 

２ 
学校・家庭・地域等の連携・協働

の推進 

1 学校・家庭・地域連携協力体制推進事業  2 地産地消の充実事業  

3 地域における防犯対策事業（こども 110 番・地域安全マップ） 4 男女共同参画事業   

5 非行防止推進活動事業   ６ 放課後子ども教室推進事業 ７ 思春期健康教育事業  

 

基本方針４ 人生１００年時代を見据えた生涯学習社会をめざします 

施策の柱 実施事業 

１ 
人生１００年時代を見据えた，生

涯学習の充実 
1 生涯学習推進事業   2 公民館運営事業   

２ 
多様な学びを支援する図書館活

動の推進 

1 総合市民図書館運営管理事業   2 総合市民図書館整備事業   

3 図書館情報ネットワーク事業   4 子ども読書活動推進事業   

5 点字図書館事業  

３ 
健康で豊かなスポーツライフの

推進 

1 オリンピック・パラリンピック関連事業  2 健康づくり推進事業 

3 生涯スポーツ活動推進事業   4 競技スポーツ推進事業  5 地域特性活性化推進事業  

6 スポーツ施設整備事業   7 インクルーシブスポーツ事業 

8 スポーツサポート事業 

４ 
藤沢の文化財や歴史資料の保存・

継承と活用 

1 歴史遺産保存整備活用事業  2 文化財保護事業  3 文化財収蔵庫整備事業 

4 歴史的建造物維持活用事業  5 歴史資料公開活用事業  

6 ふじさわ宿交流館運営事業   7 藤澤浮世絵館運営事業 

５ 文化芸術活動の支援 
1 市民ギャラリー運営事業  2 芸術文化振興事業  3 次世代育成事業 

4 アートスペース運営事業 

基本方針５ すべての子ども・若者への学びのセーフティネットを構築します 

施策の柱 実施事業 

１ 教育の機会均等 

1 要保護準要保護児童・生徒援助事業   2 奨学金給付事業   3 教育応援基金事業  

4 子どもの学習・生活支援事業  5 幼児教育振興助成事業   

6 幼稚園利用者に対する保育料軽減事業  7 幼児教育施設保育料補助事業 

8 幼稚園等預かり保育推進事業 

２ 
子ども・若者の社会的自立を支援

する教育の推進 

1 不登校児童生徒支援事業   2 技能職体験事業   3 障がい者就労支援事業   

4 若年者就労支援事業   5 自立支援推進事業   6 自立支援推進事業（就労支援） 

３ 

互いの違いを認め合う共生社会

をめざし，多様なニーズに応じる

学習機会の提供 

1 いじめ防止啓発関連事業  2 国際理解教育事業  

3 日本語を母語としない児童生徒への支援事業  4 多文化共生推進事業 

5 外国籍児童生徒就学支援事業 
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No
事業

コード
実施事業 担当課 教育部

1 111 教育課程推進事業 教育指導課 〇
2 112 外国語教育関係事業 教育指導課 〇
3 113 教育ICT推進事業 教育総務課 〇

121-1 教育指導課 〇

121-2 人権男女共同平和国際課
5 122 いじめ暴力防止対策事業 教育指導課 〇

123-1 教育指導課 〇

123-2 環境事業センター
7 124 八ヶ岳野外体験教室事業 教育総務課 〇

125-1 教育指導課 〇

125-2 人権男女共同平和国際課
9 126 学校図書館運営事業 教育指導課 〇
10 127 中学校部活動関係事業 教育指導課・教育総務課 〇
11 131 学校給食をとおしての食育推進事業 学校給食課・教育指導課 〇
12 132 子どもの体力向上対策事業 教育指導課 〇
13 133 中学校部活動関係事業（再掲） 教育指導課・教育総務課 〇
14 141 特別支援教育推進事業 教育指導課 〇
15 142 学校教育相談センター事業 教育指導課 〇
16 143 不登校児童生徒対策支援事業 教育指導課 〇
17 144 児童生徒指導支援体制充実事業 教育指導課・学務保健課 〇
18 145 学習支援事業 教育指導課 〇
19 146 新入生サポート事業 学務保健課 〇
20 147 幼稚園・保育所・小学校・中学校・特別支援学校連携推進事業 教育指導課 〇
21 148 子ども発達支援事業 子ども家庭課
22 151 各教科研究研修関係事業 教育指導課 〇
23 152 学校訪問事業 教育指導課 〇
24 153 教育文化センター学校人材育成事業 教育指導課 〇
25 154 教育文化センター研究事業 教育指導課 〇
26 155 教育文化センター文化事業 教育指導課 〇

211-1 教育指導課 〇

211-2 危機管理課
28 212 防犯教育推進事業 教育指導課・防犯交通安全課 〇

213-1 教育指導課 〇

213-2 救急救命課
30 221 学校安全対策事業 教育指導課 〇
31 222 通学路安全対策推進事業 学務保健課・防犯交通安全課・道路整備課・道路維持課 〇

32 223 防災資機材等の整備事業 教育総務課・防災政策課 〇

33 224 学校施設環境整備事業（空調設備整備） 学校施設課 〇

34 225 学校施設環境整備事業（グラウンド等整備） 学校施設課 〇

35 226 学校施設環境整備事業（トイレ改修整備） 学校施設課 〇

36 227 学校施設維持保全事業 学校施設課 〇

37 228 学校施設再整備事業 学校施設課 〇
38 231 特別支援教育整備事業 教育指導課 〇
39 232 学校ＩＣＴ環境整備事業 教育総務課 〇
40 233 教職員の働き方改革推進事業 教育総務課・教育指導課・学務保健課 〇
41 234 中学校給食運営管理事業 学校給食課 〇
42 235 学校適正配置研究事業 教育総務課 〇

43 311 子育てふれあいコーナー事業 子育て企画課
44 312 地域子育て支援センター事業 子育て企画課
45 313 つどいの広場事業 子育て企画課
46 314 放課後児童健全育成事業 青少年課
47 315 地域の縁側事業 地域共生社会推進室
48 316 ＰＴＡ育成支援事業 教育総務課 〇

【基本方針３】　子どもたちの健やかな成長を支えるため，

                   学校・家庭・地域の連携・協働を進めます

救命普及啓発推進事業

藤沢市教育振興基本計画（第3期）実施事業一覧

環境教育推進事業

人権教育推進事業

平和教育推進事業

防災教育推進事業

4

6

8

27

29

【基本方針１】　ともに学び，多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します

【基本方針２】　安全・安心で，学びを支える学校づくりを進めます
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No
事業

コード
実施事業 担当課 教育部

49 321 学校・家庭・地域連携協力体制推進事業 教育総務課 〇
50 322 地産地消の充実事業 学校給食課 〇
51 323 地域における防犯対策事業（こども110番・地域安全マップ） 教育指導課・防犯交通安全課 〇
52 324 男女共同参画事業 人権男女共同平和国際課
53 325 非行防止推進活動事業 青少年課
54 326 放課後子ども教室推進事業 青少年課
55 327 思春期健康教育事業 健康づくり課

56 411 生涯学習推進事業 生涯学習総務課
57 412 公民館運営事業 生涯学習総務課
58 421 総合市民図書館運営管理事業 総合市民図書館
59 422 総合市民図書館整備事業 総合市民図書館
60 423 図書館情報ネットワーク事業 総合市民図書館
61 424 子ども読書活動推進事業 総合市民図書館
62 425 点字図書館事業 総合市民図書館

63 431 オリンピック・パラリンピック関連事業 生涯学習総務課
（東京オリンピック・パラリンピック開催準備室）

64 432 健康づくり推進事業 健康づくり課
65 433 生涯スポーツ活動推進事業 スポーツ推進課
66 434 競技スポーツ推進事業 スポーツ推進課
67 435 地域特性活性化推進事業 スポーツ推進課
68 436 スポーツ施設整備事業 スポーツ推進課
69 437 インクルーシブスポーツ事業 スポーツ推進課
70 438 スポーツサポート事業 スポーツ推進課
71 441 歴史遺産保存整備活用事業 郷土歴史課
72 442 文化財保護事業 郷土歴史課
73 443 文化財収蔵庫整備事業 郷土歴史課
74 444 歴史的建造物維持活用事業 郷土歴史課
75 445 歴史資料公開活用事業 郷土歴史課
76 446 ふじさわ宿交流館運営事業 郷土歴史課
77 447 藤澤浮世絵館運営事業 郷土歴史課
78 451 市民ギャラリー運営事業 文化芸術課
79 452 芸術文化振興事業 文化芸術課・（公財）藤沢市みらい創造財団

80 453 次世代育成事業 文化芸術課
81 454 アートスペース運営事業 文化芸術課

82 511 要保護準要保護児童・生徒援助事業 学務保健課 〇
83 512 奨学金給付事業 教育総務課 〇
84 513 教育応援基金事業 教育総務課 〇
85 514 子どもの学習・生活支援事業 地域共生社会推進室
86 515 幼児教育振興助成事業 保育課
87 516 幼稚園利用者に対する保育料軽減事業 保育課
88 517 幼児教育施設保育料補助事業 保育課
89 518 幼稚園等預かり保育推進事業 保育課
90 521 不登校児童生徒支援事業 教育指導課 〇
91 522 技能職体験事業 産業労働課
92 523 障がい者就労支援事業 産業労働課
93 524 若年者就労支援事業 産業労働課
94 525 自立支援推進事業 生活援護課
95 526 自立支援推進事業（就労支援） 生活援護課

531-1 教育指導課 〇

531-2 人権男女共同平和国際課
97 532 国際理解教育事業 教育指導課 〇
98 533 日本語を母語としない児童生徒への支援事業 教育指導課 〇
99 534 多文化共生推進事業 人権男女共同平和国際課
100 535 外国籍児童生徒就学支援事業 学務保健課 〇

96 いじめ防止啓発関連事業

【基本方針４】　人生１００年時代を見据えた生涯学習社会をめざします

【基本方針５】　すべての子ども・若者への学びのセーフティネットを構築します
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１　実施事業の自己評価集計表

A B C その他

目標を上回った 概ね目標達成した
目標を達成できな

かった
事業統合・終了・

廃止

1 確かな学力の向上 3 3

2
豊かな心を育む教育の
推進 10 1 9

3
健やかな体を育む教育
の推進 3 3

4
一人ひとりの教育的
ニーズに応じた教育の
推進

8 8

5
熱意と指導力のある教
員の育成 5 5

1 命を守る教育の推進 5 5

2
安全・安心で快適な学
校施設等の整備 8 8

3
学びを支える質の高い
教育環境の整備 5 5

1 家庭教育の支援 6 6

2
学校・家庭・地域等の
連携・協働の推進 7 1 5 1

1
人生１００年時代を見
据えた、生涯学習の充
実

2 2

2
多様な学びを支援する
図書館活動の推進 5 5

3
健康で豊かなスポーツ
ライフの推進 8 7 1

4
藤沢の文化財や歴史資
料の保存・継承と活用 7 4 3

5 文化芸術活動の支援 4 4

1 教育の機会均等 8 8

2
子ども・若者の社会的
自立を支援する教育の
推進

6 5 1

3

互いの違いを認め合う
共生社会をめざし、多
様なニーズに応じる学
習機会の提供

6 6

106 2 98 5 1

方
針
1

ともに学び、多くの
人とかかわり合いな
がら自立する子ども

を育成します

安全・安心で、学び
を支える学校づくり

を進めます

方
針
５

すべての子ども・若
者への学びのセーフ
ティネットを構築し

ます

子どもたちの健やか
な成長を支えるた

め、学校・家庭・地
域の連携・協働を進

めます

方
針
３

方
針
２

人生１００年時代を
見据えた生涯学習社

会をめざします

方
針
４

Ⅱ 藤沢市教育委員会の点検・評価

基本方針（５） 施策の柱（１８） 事業数

評価

  本市教育委員会の点検・評価にあたっては、「藤沢市教育振興基本計画」に位置付けられた
各事業について、事業主管課が毎年度、「事業実績報告書」を作成し、自己点検を行ってい
ます（次頁以降参照）。また、自己評価については、自己点検を踏まえたＡからＣの３段階
評価を実施しています。

Ａ：目標を上回った（十分成果が上がっている）
Ｂ：概ね目標達成した（成果が上がっているが成果向上の余地がある）
Ｃ：目標を達成できなかった（一部成果が上がっているが成果向上の余地が大いにある）
その他：事業統合・終了・廃止
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２　藤沢市教育振興基本計画（第３期）　事業実績報告書

基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

111 担当課 計画
掲載頁

32

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

確かな学力の向上

教育課程推進事業 教育指導課

・学習指導要領に則り、各学校において、学校や地域の実態を踏まえた創意工夫ある教
育課程実施のため、特色ある教育課程を編成する。
・「学校教育ふじさわビジョン」の理念に沿った学校教育目標の具現化を図ることによ
り、実りある教育の実践を行うことができる。

・各教科等における実りある教育実践への支援を行う。
・「学校教育ふじさわビジョン」の理念に沿った学校教育目標の具現化への支援を行
う。
・学校の教育活動について学校評価を行う。

・指導主事の学校訪問や研修等により、各教科等における指導方法の工夫改善と指導の
充実を図る。
・学校評価が次年度の教育計画に生かせるよう、必要に応じて支援を行う。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・各学校の創意
工夫ある教育課
程実施のための
支援
・学校評価の実
施

B

研究委託事業は、
学校間での連携が
深まる貴重な機会
となっているため

取組計画
（目標値）

・各学校の創意工
夫ある教育課程実
施のための支援
・学校評価の実施

・各学校の創意工
夫ある教育課程実
施のための支援
・学校評価の実施

・各学校の創意工
夫ある教育課程実
施のための支援
・学校評価の実施

・各学校の創意
工夫ある教育課
程実施のための
支援
・学校評価の実
施

取組実績

・新学習指導要領
に則った教育課程
の実施のため指導
主事が各学校の
ニーズに応じた研
修や指導・助言を
行った
・かながわ学びづ
くり推進地域研究
委託事業による授
業研究や研修会の
ための指導助言を
行った（小・中学
校各1校）

・新学習指導要領
に則り、指導主事
が各学校のニーズ
に応じた研修や指
導・助言を行った
・学校教育ふじさ
わビジョンの改定
・かながわ学びづ
くり推進地域研究
委託事業による授
業研究や研修会で
の指導助言（小学
校４校・中学校２
校）

・「主体的・対話
的で深い学び」の
実現に向けて指導
主事が助言すると
ともに、各学校の
ニーズに応じた研
修や指導・助言を
行った
・かながわ学びづ
くり推進地域研究
委託事業による授
業研究や研修会で
の指導助言（小学
校３校・中学校１
校）

学校教育ふじさわ
ビジョンの改定を
行うことができた
ため

研究委託事業は、
学校間での連携が
深まる貴重な機会
となっているため

課題を踏まえた
今後の取組

藤沢市教育振興基
本計画（第3期）
の策定や新学習指
導要領の完全実施
もあり、これまで
の取組を総括し、
学校教育の新たな
指針を示すために
「学校教育ふじさ
わビジョン」の改
定に着手し事業の
継続を行う

各学校におい
て、３月に改定
した「学校教育
ふじさわビジョ
ン」を踏まえ、
創意工夫ある教
育課程の実施が
できるよう周知
するとともに、
各学校の取組を
支援する

各学校におい
て、「学校教育
ふじさわビジョ
ン」を踏まえ、
創意工夫ある教
育課程の実施が
できるよう周知
するとともに、
各学校の取組が
児童生徒の深い
学びにつながる
よう支援する

かながわ学びづく
り推進地域研究委
託事業による授業
研究等を市内の学
校に周知する

かながわ学びづく
り推進地域研究委
託事業による授業
研究等を、小中学
校の学びの接続を
意識した取組とす
る

かながわ学びづく
り推進地域研究委
託事業による授業
研究等を、小中学
校の学びの接続を
意識した取組とな
るよう連携を図る
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

112 担当課 計画
掲載頁

32

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

確かな学力の向上

外国語教育関係事業 教育指導課

・広く国際的な視野に立って物事を考え、行動できる児童生徒の育成
・外国語教育・外国語活動の指導充実

・「藤沢市立学校国際教育運営指針」に基づき、外国語教室の充実を図る。
・業務委託により外国語指導講師（FLT）を小・中学校に派遣し、外国語活動や外国語
（英語）の授業や、生きた英語に触れる体験を通して、児童生徒の異文化への理解やコ
ミュニケーションに対する興味・関心を高め、外国語教育を推進する。
・外国語教育担当者会を実施し、小・中学校の外国語教育について、指導方法等に関す
る研修を進め、各学校の指導の充実に向けた支援をするとともに小・中学校の連携を図
る。

・小・中・特別支援学校における外国語活動及び外国語の授業の充実を図る。
・外国語指導講師（FLT）を効果的に配置し、外国語教育の充実を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・ＦＬＴの派遣
（小・中学校）
・外国語教育担当
者会等の実施

B

問題点を明確に
し、改善策を練っ
た上で具体で形に
することができて
いるため

取組計画
（目標値）

・ＦＬＴの派遣
（小・中学校）
・外国語教育担当
者会等の実施

・ＦＬＴの派遣
（小・中学校）
・外国語教育担当
者会等の実施

・ＦＬＴの派遣
（小・中学校）
・外国語教育担当
者会等の実施

・ＦＬＴの派遣
（小・中学校）
・外国語教育担当
者会等の実施

取組実績

・派遣契約につい
て業者と再確認し
たうえで、FLTの
活用方法を外国語
教育担当者会で周
知し、積極的な活
用につながった
・小学校英語専科
担当教員連絡会を
実施し、英語指導
充実のため研修・
情報交換を行った

・外国語教育担当
者会において、
FLT活用事例等提
示することで、活
用の推進を図った
・小学校英語専科
担当教員連絡会を
実施し、英語指導
充実のため研修・
情報交換を行った

・外国語教育担当
者会において、
FLTの活用方法を
周知し、積極的な
活用の推進を図っ
た。
・小学校英語専科
担当教員連絡会を
実施し、英語指導
充実のため研修・
情報交換を行った

問題点を明確に
し、改善策を練っ
た上で具体で形に
することができて
いるため

問題点を明確に
し、改善策を練っ
た上で具体で形に
することができて
いるため

課題を踏まえた
今後の取組

小学校外国語活
動・小学校外国
語・中学校外国語
の授業における、
教員の指導力向上
のための研修内容
の検討

小学校外国語活
動・小学校外国
語・中学校外国語
の授業における、
ＦＬＴの活用を含
めた教員の指導力
向上のための研修
内容の検討

小学校外国語活
動・小学校外国
語・中学校外国語
の授業における、
FLTの効果的な活
用方法の検討、教
員の指導力向上の
ための研修内容の
検討

小学校外国語活
動・小学校外国
語・中学校外国語
の授業における、
教員の指導力向上
のための研修の充
実

小学校外国語活
動・小学校外国
語・中学校外国語
の授業における、
ＦＬＴの効果的な
活用促進について
の発信および周知

小学校外国語活
動・小学校外国
語・中学校外国語
の授業における、
ＦＬＴの効果的な
活用促進、及び教
員の指導力向上の
ための研修の充実
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

113 担当課 計画
掲載頁

32

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

確かな学力の向上

教育ICT推進事業 教育総務課

・ICTを活用し、学習の基盤となる資質・能力の1つである情報活用能力を育む。

・ICTを活用し「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報社会に参画す
る態度」を学べる環境を整える。

・ICT機器等の基本的な操作の習得、プログラミング的思考の理解、情報モラル教育な
どのコンテンツの充実を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ B

社会課題解決に
向けた能力の育
成

B

1人1台の端末
整備が予定どお
り完了したため

取組計画
（目標値）

ＩＣＴ環境整備 学習習慣・情報
モラルの強化

ＩＣＴ操作スキ
ル習得の強化

情報活用スキ
ル、考えるため
の技法の習得の
強化

取組実績

市立小・中・特
別支援学校全て
の児童・生徒に
対して、1人1
台、端末を整備
した

・外部講師によ
る情報モラル研
修の実施
・ICT支援員の
派遣回数の増加
・教職員向け研
修の実施

・ICT支援員の派
遣回数の増加に
伴う授業支援
・教職員向け研
修の実施

情報モラル研修
が各校で定着し
てきているため

端末を活用した
授業が定着し始
めているため

課題を踏まえた
今後の取組

各校の教育環境
に差が生じない
よう、教職員へ
の情報活用能力
に関する意識啓
発や研修を実施
する

多岐にわたる情
報モラル教育の
コンテンツへの
対応や社会状況
の変化に応じた
啓発や研修を継
続していく

・オンラインや
オンデマンド型
研修の実施
・ICT支援員によ
る定期的な研修
の実施
・端末の取り扱
いについての手
引きの更新及び
周知

教職員が、教育
現場における情
報活用能力の必
要性を理解する
必要がある

社会状況の変化
に合った情報モ
ラル教育のコン
テンツを用意す
る必要がある

・教職員間のICT
スキルの格差
・１人１台端末
の故障及び破損
への対応
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

121-1 担当課 計画
掲載頁

33

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

人権教育推進事業 教育指導課

・人権尊重の理念を身につけ、それを態度や行動にあらわすことができるよう児童生徒
の育成を図る。

・各学校における人権教育の推進を図る事業を実施する。
　-人権・環境・平和教育担当者会の開催
　-人権移動教室の実施
　-子どもの権利条約リーフレット及びスクール・セクシュアル・ハラスメント等防止
　　リーフレットの作成・配付
　-各学校の取組をまとめた「実践・活動の記録集」の作成・配付

・各学校の人権教育の充実を目指し、持続可能な社会の創り手となるために必要な資
質・能力の育成を図る。その際、ＳＤＧｓの視点を踏まえる。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施
・リーフレット配
付

B

担当者会を通して
人権意識を高める
ことができたため

取組計画
（目標値）

・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施
・リーフレット配
付

・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施
・リーフレット配
付

・人権・環境・平和
教育担当者会の実施
・リーフレット配付

・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施
・リーフレット配
付

取組実績

・人権・環境・平
和教育担当者会を
実施（2回）
・セクハラ等防止
リーフレットの配
付（55校）
・子どもの権利条
約啓発リーフレッ
トの配付（55校）
・人権教育移動教
室を実施(1校)

・人権・環境・平
和教育担当者会を
オンラインで開催
（2回）
・セクハラ等防止
リーフレットや子
どもの権利条約啓
発リーフレットの
電子化・ホーム
ページへの掲載・
データ配付（55
校）
・人権教育移動教
室を実施(1校)

・人権・環境・平和
教育担当者会をオン
ラインで開催（2
回）
・セクハラ等防止
リーフレットや子ど
もの権利条約啓発
リーフレットの電子
化・ホームページへ
の掲載・データ配付
（55校）
・人権教育移動教室
を実施(1校)

担当者会を通して
人権意識を高める
ことができ、リー
フレットを電子化
し、広く周知でき
たため

担当者会を通して人
権意識を高めること
ができ、リーフレッ
トを電子化し、広く
周知できたため

課題を踏まえた
今後の取組

今後SDGsの視点も
含めた内容の検討
を行い、次年度も
引き続き企画する
ことと、ＬＧＢＴ
Ｑをはじめ多様性
を認め合える土壌
づくりを推進する
ために、人権・環
境・平和教育担当
者会で伝えていく

・今後、学校にお
いてSDGsの視点を
含めた実践・活動
が広まるようにす
るため、報告書の
形式を工夫する
・様々な人権課題
を知るだけでな
く、より教育活動
に生かせるような
内容を検討してい
く

・今後、学校におい
てSDGsの視点を含
めた実践・活動が広
まるようにするた
め、報告書の形式を
工夫する
・様々な人権課題を
知るだけでなく、よ
り教育活動に生かせ
るような内容を検討
していく

リーフレット、実
践・活動記録につ
いては、学校でさ
らに活用がなされ
るよう、人権・環
境・平和教育担当
者会などを通して
啓発活動を行う必
要がある

・SDGsの視点を
持った実践や活動
の推進
・伝えたい内容が
幅広く、人権・環
境・平和教育担当
者会が様々な人権
課題を伝える状況
である

・SDGsの視点を
持った実践や活動の
推進
・伝えたい内容が幅
広く、人権・環境・
平和教育担当者会が
様々な人権課題を伝
える状況である
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

121-2 担当課 計画
掲載頁

33

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

人権教育推進事業 人権男女共同平和国際課

・「藤沢市人権施策推進指針」の基本理念に基づき、人権尊重の精神が社会や生活の
中に定着し、豊かな心が育まれるよう啓発活動の推進を図る。

・教育委員会や他課と連携し、人権意識を高める講演会等の啓発事業を実施する。
・人権擁護委員会と連携し、自分や他の人を大切にする心が育まれるよう「人権の花
運動」、「中学生人権作文コンテスト」、「人権教室出前授業」等を実施する。

・様々な機関と連携し、更なる人権意識啓発事業を推進し、自立する子どもの育成を
図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・人権啓発講演会
等啓発事業の実施
・人権擁護委員会
との連携による各
種啓発事業等の実
施

B

コロナ禍による影
響で中止した事業
もあったが、手法
の見直しや検討を
行い、実施に努め
たため

取組計画
（目標値）

・人権啓発講演会
等啓発事業の実施
・人権擁護委員会
との連携による各
種啓発事業等の実
施

・人権啓発講演会
等啓発事業の実施
・人権擁護委員会
との連携による各
種啓発事業等の実
施

・人権啓発講演会
等啓発事業の実施
・人権擁護委員会
との連携による各
種啓発事業等の実
施

・人権啓発講演会
等啓発事業の実施
・人権擁護委員会
との連携による各
種啓発事業等の実
施

取組実績

・「第35回藤沢市
人権啓発講演会
周りの人や社会へ
の思いやり～国や
人種が違っても
～」の実施（動画
配信）
・「人権の花運
動」を小学校8校で
実施
・新型コロナウイ
ルス感染症拡大防
止のため、「中学
生人権作文コンテ
スト」「人権教室
出前授業」は中止

・「第36回藤沢市
人権啓発講演会
コロナに脅かされ
る私たちの人権～
不安を差別につな
げないために～」
の実施（動画配
信）
・「みんなが自分
らしく輝くために
～子どもたちと多
様な性～」の実施
(動画配信)
・「中学生人権作
文コンテスト」の
実施
・「人権の花運
動」を小学校8校で
実施

・「人権のつどい
2022 in ふじさわ／
第37回藤沢市人権啓
発講演会　みんなで
考える、人権のカタ
チ～目に見えないけ
ど大切なもの～」の
実施（動画配信）
・「令和4年度市民
講演会　精神障がい
者の人権～地域共生
社会をめざして～」
（動画配信）
・「中学生人権作文
コンテスト」の実施
・「人権の花運動」
を小学校8校で実施
・「人権教室出前授
業」を市立小学校1
校で実施

コロナ禍による影
響で実施内容を変
更した事業もあっ
たが、手法の見直
しや検討を行い、
実施に努めたため

コロナ禍の影響を
受けにくい動画配
信を中心に事業を
実施した

課題を踏まえた
今後の取組

・動画配信等、コ
ロナ禍でも影響を
受けにくく、かつ
効果的な手法での
実施を検討する
・「ふじさわ人権
協議会」や人権擁
護委員との連携を
通じ、対応を図る

・動画配信等、コ
ロナ禍でも影響を
受けにくく、かつ
効果的な手法での
実施を検討する
・「ふじさわ人権
協議会」や人権擁
護委員との連携を
通じ、対応を図る

・これまでの実施
手法を検証し、今
後の実施手法を検
討する
・「ふじさわ人権
協議会」や人権擁
護委員との連携を
通じ、対応を図る

・コロナ禍での周
知啓発活動の実施
手法の検討
・新たな人権課題
への対応

・コロナ禍での周
知啓発活動の実施
手法の検討
・新たな人権課題
への対応

・コロナ禍の影響
が薄れてくる中で
の事業実施手法の
検討
・新たな人権課題
への対応
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

122 担当課 計画
掲載頁

33

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

いじめ暴力防止対策事業 教育指導課

・いじめや暴力の未然防止、早期発見・早期対応や相談体制の充実を図り、具体的な施
策を推進する。

・いじめ問題対策連絡協議会の設置及び運営
・藤沢市いじめ問題調査委員会の設置
・いじめ問題に早期対応するための「いじめ防止対策担当スクールカウンセラー」の配
置
・いじめ相談ホットライン、いじめ相談メールの運営
・いじめ防止教室の提供
・学校生活アンケートの実施
・中学生いじめ防止対策報告会「Stopいじめ！中学生の集い in ふじさわ」の開催
・体罰調査の実施

・上記事業内容が児童生徒にとってより実効性のあるものになるよう見直しを行い、い
じめや暴力の防止対策の具体的な施策を実施する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・いじめ防止教
室・いじめ防止SC
による研修実施
・いじめ相談ホッ
トライン等の運営
・体罰調査の実施

B

感染症の影響で
事業の数が減少
したため

取組計画
（目標値）

・いじめ防止教
室・いじめ防止SC
による研修実施
・いじめ相談ホッ
トライン等の運営
・体罰調査の実施

・いじめ防止教
室・いじめ防止SC
による研修実施
・いじめ相談ホッ
トライン等の運営
・体罰調査の実施

・いじめ防止教室・
いじめ防止SCによる
研修実施
・いじめ相談ホット
ライン等の運営
・体罰調査の実施

・いじめ防止教
室・いじめ防止SC
による研修実施
・いじめ相談ホッ
トライン等の運営
・体罰調査の実施

取組実績

・いじめ防止教室
（小学校5校6回、
中学校5校7回実
施）
・いじめ防止SCに
よる研修（15回実
施）
・いじめ相談ホッ
トライン、いじめ
相談メールの運営
・体罰調査１月実
施

・いじめ防止教室
（小10校・中4
校）
・いじめ防止SC、
スクールロイヤー
による研修（小17
校・中4校・教文1
回）
・いじめ相談ホッ
トラインや藤沢市
子ども相談フォー
ム等の運営
・体罰調査実施

・いじめ防止教室
（小15校・中３校）
・いじめ防止SC、ス
クールロイヤーによ
る研修（小19校・中
4校・教文１回）
・いじめ相談ホット
ライン、藤沢市相談
メール、藤沢市子ど
も相談フォーム等の
運営
・学校生活アンケー
ト
・体罰調査の実施

「藤沢市子ども相
談フォーム」を実
施できたため

学校生活アンケー
ト、体罰調査の電子
化を進めたため

課題を踏まえた
今後の取組

・児童生徒向け
の、いじめ防止対
策事業は他の機関
が実施するものも
取り入れる方向で
検討する
・いじめ相談体制
について、タブ
レットの活用も含
め検討する
・体罰調査の電子
化について検討す
る

・「藤沢市子ども
相談フォーム」を
活用した好事例を
各学校と共有し、
相談体制の充実を
図る
・児童生徒、教職
員に対するいじめ
防止の研修を充実
させる
・電子化による利
便性・即時性を生
かした体罰調査を
継続する

・学校生活アンケー
トを活用した、いじ
めの早期発見・早期
対応に努めるととも
に、支援を必要とす
る児童生徒の声を拾
い上げるしくみの構
築に努める
・子どもの人権を尊
重した、支援・指導
となるよう啓発に努
める

・いじめ防止教
室の内容の検討
・いじめ相談体
制の充実
・体罰及び不適
切な指導の根絶

・「藤沢市子ども
相談フォーム」の
円滑な実施
・いじめ防止研修
の充実
・体罰及び不適切
な指導の根絶

・相談体制の工夫
　（藤沢市子ども相
談フォーム、学校生
活アンケートの活
用）
・体罰及び不適切な
指導の根絶
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

123-1 担当課 計画
掲載頁

34

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

環境教育推進事業 教育指導課

・環境に対する人々の責任と役割を理解し、環境保全に参加する態度及び環境問題を解
決するための能力の育成を図るため、環境教育を推進する。

・各学校における環境教育の推進を図る事業を実施する。
　－人権・環境・平和教育担当者会の開催
　－小学校におけるモビリティ・マネジメント教育の推進
　－各学校の取組をまとめた「実践・活動の記録集」の作成・配付

・各学校の環境教育の充実を目指し、持続可能な社会の創り手となるために必要な資
質・能力の育成を図る。その際、ＳＤＧｓの視点を踏まえる。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・環境教育の推進
・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施

Ｂ

アプローチを変え
て、健康面から環
境について考える
ことができたため

取組計画
（目標値）

・環境教育の推進
・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施

・環境教育の推進
・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施

・環境教育の推進
・人権・環境・平和
教育担当者会の実施

・環境教育の推進
・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施

取組実績

・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施（２回）
・担当者会におい
て出前授業、モビ
リティ・マネジメ
ント教育（MM教
育）の紹介等を
行った
・出前授業でＭＭ
教育を行った（小
学校２校）

・人権・環境・平
和教育担当者会を
オンライン開催
（２回）
・担当者会におい
て出前授業、MM教
育の紹介等を行っ
た
・出前授業でMM教
育を小学校１校で
実施。公共交通や
様々な移動方法に
ついて学習した

・人権・環境・平和
教育担当者会を年2
回開催し、出前授業
やMM教育等の最新
の動向や市の事業に
ついて情報提供を
行った
・出前授業でMM教
育を小学校１校で実
施した

MM教育の推進を図
るため、都市計画
課と連携し、バス
の乗り方体験教室
など新しい企画を
紹介できたため

MM教育の推進を図
るため、都市計画課
と連携し、バスの乗
り方体験教室などの
企画を実施すること
ができたため

課題を踏まえた
今後の取組

・実践・活動の記
録集においては、
一層の活用がなさ
れるよう書式等の
検討を引き続き行
う
・MM教育を小学校
で実践していく
・各分野の教育に
SDGsの視点を取り
入れていく

・コロナ禍でも実
践できるような実
施形態の検討や、
SDGｓの視点を入
れた体験的な企画
を実際に実施でき
るようにする
・MM教育の情報を
定期的に小学校に
発信し、啓発して
いく

・各学校の実情や教
育目標に合致した
SDGｓの視点を取り
入れた取組ができる
よう、各学校の実
践・活動の記録か
ら、好事例を発信す
る
・研修などを通じ
て、MM教育のこれ
までの知見や最新の
情報を発信できるよ
うに努めていく

日々の学校での活
動が、環境教育に
つながっているこ
とを担当者会を通
じて発信していく
必要がある

・コロナ禍におい
ても体験的な活動
が実施できるよ
う、工夫が必要で
ある
・啓発のためにも
環境教育につなが
る情報を定期的に
発信していく必要
がある

・環境教育につなが
る最新の情報を定期
的に発信し啓発を図
る必要がある
・実証事業をもと
に、より効果的で、
実践的なMM教育の
普及啓発を図る必要
がある
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

123-2 担当課 計画
掲載頁

34

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

環境教育推進事業 環境事業センター

・保育園・幼稚園児の幼年期や小学校４年生の学童期から環境教育を実施することによ
り、循環型社会に対する意識の向上を図る。

・ごみの排出抑制や減量、再使用、再生利用の推進を図るため、小学校４年生や保育
園・幼稚園児を対象としたごみの減量・資源化のため、実際に塵芥収集車を持込み啓発
教育事業を行う。

・小学校3６校（私立小学校１校を含む）、保育園・幼稚園等に対し、ごみの減量・資
源化の重要性や食品ロス、マイクロプラスチック問題など、わかりやすく親しみやすい
学習会を開催する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C Ｂ

市内小学校３６
校、保育園、幼
稚園で学習会開
催。

A

計画どおり実施
できなかったた
め。

取組計画
（目標値）

市内小学校３６
校、保育園、幼
稚園で学習会開
催。

市内小学校３６
校、保育園、幼
稚園で学習会開
催。

市内小学校３６
校、保育園、幼
稚園で学習会開
催。

市内小学校３６
校、保育園、幼
稚園で学習会開
催。

取組実績

例年４月・５月
に開催していた
が、緊急事態宣
言が発令された
ため、9月・10
月に延期し市内
小学校25校で
開催した。保育
園、幼稚園は中
止。

５月・6月を予
定していたが、
まん延防止等重
点措置により、
一部で延期とな
り、7月まで
行った。延期し
た一部の学校で
は中止。また、
保育園・幼稚園
は中止。

コロナ禍であった
が、感染予防対策
を徹底し、市内小
学校3６校(内、私
立小学校1校)、保
育園・幼稚園(22
園)にて、体験学習
会を開催。また、
新たに白浜養護学
校から依頼を受け
て開催。

一部の学校にお
いて中止となっ
たため。

概ね、計画どおり
実施できたため。

課題を踏まえた
今後の取組

新型コロナウイ
ルス感染対策を
考慮した学習会
の進め方につい
て検討する。

コロナ禍におけ
る学習会のあり
方や環境問題全
般に対応できる
学習会について
検討する。

職員の地球温暖化
に関する知識を高
める。また、使用
した絵や写真を貼
りつけたパネルを
再度見直し、児
童・園児に分かり
やすく説明ができ
るよう取り組む。

新型コロナウイ
ルス感染予防を
考慮した、3密
を避け時短での
学習会を実施。

学習会開催時期
の長期化。コロ
ナ禍を考慮した
学習会の検討や
様々な環境問題
に対応できる学
習会の実施。

小学校、保育園・
幼稚園にて、新た
に地球温暖化を学
習会に取り入れた
が、児童・園児に
は理解が難しいた
め工夫が必要。
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

124 担当課 計画
掲載頁

34

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

八ヶ岳野外体験教室事業 教育総務課

・自然に恵まれた八ヶ岳周辺で行う体験活動を通じて、児童生徒の豊かな人格を育む。

・八ヶ岳の大自然のなか、多くの児童生徒が野外体験をできるよう、学校施設としての
充実を図る。（施設の維持管理、指定管理者による施設の管理運営、学校利用に係る公
費負担の支出）
・市民団体等の野外体験施設としての利用に供する。

・様々な体験学習や宿泊による共同生活を通して、児童生徒の社会性を培い、人間性を
育む機会を提供する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・体験活動を行う
ことにより心豊か
な児童生徒の育成
を図る
・市民等に自然環
境に触れられる場
を提供する

B
感染症対策を施す
など創意工夫によ
り、学校利用、市
民等の受入れがで
きたため

取組計画
（目標値）

・体験活動を行う
ことにより心豊か
な児童生徒の育成
を図る
・市民等に自然環
境に触れられる場
を提供する

・体験活動を行う
ことにより心豊か
な児童生徒の育成
を図る
・市民等に自然環
境に触れられる場
を提供する

・体験活動を行うこ
とにより心豊かな児
童生徒の育成を図る
・市民等に自然環境
に触れられる場を提
供する

・体験活動を行う
ことにより心豊か
な児童生徒の育成
を図る
・市民等に自然環
境に触れられる場
を提供する

取組実績

・コロナ禍にあ
り、臨時休館の期
間もあったが、指
定管理者と連携し
ながら、一部の学
校利用、市民等の
利用を進めること
ができた
・施設管理の面で
は、宿泊棟２棟の
凍結防止工事を行
い、全８棟が冬季
利用可能となった

・新型コロナウイ
ルス感染症対策に
ついて資料を作成
し、感染症対策を
講じながら、一部
学校の利用を進め
ることができた
・臨時休館の際は
施設のメンテナン
スを行い、利便性
だけでなく、気持
ちよく利用してい
ただけるよう工夫
した

・新型コロナウイル
ス感染症対策につい
て資料を作成し、感
染症対策を講じなが
ら、すべての学校の
利用を進めることが
できた
・臨時休館の際は施
設のメンテナンスを
行い、利便性だけで
なく、気持ちよく利
用していただけるよ
う工夫した

感染症対策をしな
がら、学校利用、
市民等の利用がで
きたため
　また、休館も有
効活用できたため

感染症対策を施すな
ど創意工夫により、
学校利用、市民等の
受入れができたため

課題を踏まえた
今後の取組

・中長期を見据え
た修繕工事計画を
たて、施設の延命
化を図っていく
・SNSの活用によ
る幅広い層への周
知のほか、学校経
由で案内チラシを
配布することによ
るファミリー層へ
の周知をするな
ど、積極的な情報
発信をしていく

・公共建築課と連
携し、修繕する箇
所の優先順位をつ
けて、施設の延命
化を図る
・学校だけではな
く、チラシを配架
している市民セン
ターにポスターを
掲示し、市民等の
利用を推進してい
く

・公共建築課と連携
し、修繕する箇所の
優先順位をつけて、
施設の延命化を図る
・学校だけではな
く、チラシを配架し
ている市民センター
にポスターを掲示
し、市民等の利用を
推進していく
・Wi-Fi設置やキャッ
シュレス決済導入を
検討する

・開設から約３０
年が経過し、施設
の老朽化への対応
が必要である
・市民等の利用拡
大へ向けた更なる
取組が必要である

・老朽化した施設
の対応
・市民等の利用拡
大のための取組を
充実させる

・老朽化した施設の
対応
・市民等の利用拡大
のため、利便性向上
などの取組を充実さ
せる
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

125-1 担当課 計画
掲載頁

34

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

平和教育推進事業 教育指導課

・児童生徒が、平和的な国家及び社会の形成者としての資質を育成できるよう、平和教
育を推進する。

・児童生徒及び教職員を対象に、平和教育の啓発と研修を行う。
　－人権・環境・平和教育担当者会の開催
　－各学校の取組をまとめた「実践・活動の記録集」の作成・配付

・各学校の平和教育の充実を目指し、平和的な国家及び持続可能な社会の創り手となる
ために必要な資質・能力の育成を図る。その際、ＳＤＧｓの視点を踏まえる。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・平和教育の推進
・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施

Ｂ

実践活動の記録集
を作成し、各校の
取組を紹介するこ
とができたため

取組計画
（目標値）

・平和教育の推進
・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施

・平和教育の推進
・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施

・平和教育の推進
・人権・環境・平和
教育担当者会の実施

・平和教育の推進
・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施

取組実績

・人権・環境・平
和教育担当者会の
実施（2回）
・中学校19校に、
平和教育推進のた
め、寄贈本「８：
１５」ヒロシマで
生きぬいて許す心
を配付
・実践・活動の記
録集冊子作成

・人権・環境・平
和教育担当者会を
オンライン開催（2
回）
・国立長崎原爆死
没者追悼平和祈念
館が提供する、オ
ンライン平和学習
プログラム「ピー
スネット」の情報
提供（４校で実
施）

・人権・環境・平和
教育担当者会をオン
ライン及び講師を招
いて集合研修を開催
（２回）
・国立長崎原爆死没
者追悼平和祈念館が
提供する、オンライ
ン平和学習プログラ
ム「ピースネット」
を情報提供し、小学
校３校、中学校２校
で実施した

担当者会を通し
て、SDGsと絡め
て、改めて平和教
育について考えて
もらうことができ
たため

担当者会を通して情
報提供したことによ
り、「ピースネッ
ト」の参加校が増え
たため

課題を踏まえた
今後の取組

担当者会を通し
て、各校の取組に
ついて、実践・活
動記録等を活用で
きるように紹介を
する

SDGsの視点を絡め
ることで、SDGsの
実現には平和教育
が重要であること
を担当者会で伝
え、平和教育につ
いて考えてもらえ
るような内容を検
討する

教育指導課の様々な
事業において、
SDGsの視点を絡め
た啓発活動を行うこ
とで、SDGsの理念
や平和教育の重要性
が伝わっていくよう
に周知の仕方や内容
の検討に努めていく

実践・活動記録に
ついては、学校で
更に活用がなされ
るよう、人権・環
境・平和教育担当
者会などを通して
啓発活動を行う必
要がある

人権・環境・平和
教育担当者会にお
いて、今以上に平
和教育について啓
発活動を行い、学
校において取組ん
でいく必要がある

人権・環境・平和教
育担当者会のみなら
ず、様々な通知や情
報提供を通じて、平
和教育についての啓
発活動を積極的に行
い、学校における取
組を広げていく必要
がある
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

125-2 担当課 計画
掲載頁

35

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

平和教育推進事業 人権男女共同平和国際課

・「藤沢市核兵器廃絶平和都市宣言」及び「藤沢市核兵器廃絶平和推進の基本に関す
る条例」の趣旨に基づき、核兵器や戦争の悲惨さを伝え、平和や、命の大切さを学ぶ
ための平和学習事業を推進する。

・小学生と保護者6組12人を広島へ派遣する親子記者・広島派遣事業の実施
・小学5年～高校生40人を長崎へ派遣する平和学習・長崎派遣事業の実施
・市内小中学校12校を巡回する被爆体験講話会の実施

・小学生と保護者6組12人を広島へ派遣する親子記者・広島派遣事業の実施
・小学5年～高校生40人を長崎へ派遣する平和学習・長崎派遣事業の実施
・市内小中学校12校を巡回する被爆体験講話会の実施

・親子記者・広島派遣事業の派遣人数を４組８人とする。
・平和学習・長崎派遣事業の派遣人数を１５人とする。
・オンライン平和学習プログラム「ピースネット」の実施
・絵を通じて平和について学ぶ「平和の輪をひろげるワークショップ」の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・被爆の実相を
学ぶ被爆体験講
話会（ピース
ネット）の実施
・核兵器の恐ろ
しさを現地で学
ぶ平和学習広
島・長崎派遣事
業の実施

B

コロナ禍による影
響で中止した事業
もあったが、手法
の見直しや検討を
行い、実施に努め
たため

取組計画
（目標値）

・被爆の実相を
学ぶ被爆体験講
話会（ピース
ネット）の実施
・核兵器の恐ろ
しさを現地で学
ぶ平和学習広
島・長崎派遣事
業の実施

・被爆の実相を
学ぶ被爆体験講
話会（ピース
ネット）の実施
・核兵器の恐ろ
しさを現地で学
ぶ平和学習広
島・長崎派遣事
業の実施

・被爆の実相を
学ぶ被爆体験講
話会（ピース
ネット）の実施
・核兵器の恐ろ
しさを現地で学
ぶ平和学習広
島・長崎派遣事
業の実施

・被爆の実相を
学ぶ被爆体験講
話会（ピース
ネット）の実施
・核兵器の恐ろ
しさを現地で学
ぶ平和学習広
島・長崎派遣事
業の実施

取組実績

・オンライン平和
学習プログラム
「ピースネット」
を市内中学校２校
で実施
・「平和の輪をひ
ろげるかるた」の
作成
・「平和展」の実
施
・新型コロナウイ
ルス感染症拡大防
止のため、「平和
学習広島・長崎派
遣事業」は中止

・オンライン平和
学習プログラム
「ピースネット」
を市内小中学校4
校で実施
・「平和展」の実
施
・長崎市が主催す
る「青少年ピース
フォーラム」にオ
ンライン参加し、
長崎市他複数自治
体の青少年と交流
を図った

・オンライン平和
学習プログラム
「ピースネット」
を市内小中学校５
校で実施
・「平和展」の実
施
・親子記者・広島
派遣事業及び平和
学習・長崎派遣事
業を実施
・「平和の輪をひ
ろげるワーク
ショップ」を実施

オンライン化を含
む実施手法の実施

核兵器廃絶平和
都市宣言40周
年を踏まえ新規
事業を実施する
とともに、通年
で事業を再開し
たため

課題を踏まえた
今後の取組

オンライン形式で
の平和学習プログ
ラム等、コロナ禍
でも影響を受けに
くく、かつ効果的
な手法での実施を
検討する

新たな事業の実施
手法として、コロ
ナ対策だけでなく
オンラインを積極
的に取り入れるこ
と等を検討する

青少年向け事業
の拡充・再編を
進める

コロナ禍での平和
啓発活動の実施手
法の検討

アフターコロナを
見据えた事業の再
構築

時代に即した事
業の再構築
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

126 担当課 計画
掲載頁

35

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

学校図書館運営事業 教育指導課

・児童生徒の読書活動の充実と学校図書館の活性化を図る。
・公立図書館との連携を図ることにより、児童生徒がより多くの本と出会う機会を増や
す。

・学校図書館運営指針に基づき、学校図書館機能の充実を図る。
・市立小中学校の学校図書館に、「学校図書館専門員」を置き、学校図書館業務の円滑
な運営を推進する。

・「本がある　人がいる　行ってみたくなる学校図書館」の実現を目指して、どの学校
でも同じように司書教諭と学校図書館専門員と図書ボランティアが協働して学校図書館
運営を行うことができるように連絡会や研修会を企画する。
・連絡会や研修会の内容を公立図書館の職員と共有し、さらなる連携を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B Ｂ

・蔵書管理の電
子化
・児童生徒のタ
ブレットの活用

B

予定していた研
修すべき内容を
網羅できたため

取組計画
（目標値）

司書教諭と学校
図書館専門員の
連携充実

・司書教諭と学校
図書館専門員の連
携充実
・蔵書管理の電子
化

・蔵書管理の電
子化
・児童生徒のタ
ブレットの活用

・蔵書管理の電
子化
・児童生徒のタ
ブレットの活用

取組実績

・学校図書館専
門員研修会を４
回（うち２回書
面開催）実施
・学校図書館専
門員へのGmail
アドレスの配布

・学校図書館専門
員研修会を４回実
施（うち２回は司
書教諭、学校図書
館担当者と合同で
実施）
・中学校配置の学
校図書館専門員に
電子による蔵書管
理の演習を実施

・学校図書館専
門員研修会を４
回実施（うち２
回は司書教諭、
学校図書館担当
者と合同で実
施）

予定していた研修
すべき内容をほぼ
網羅したため

予定していた研
修すべき内容を
ほぼ網羅したた
め

課題を踏まえた
今後の取組

・司書教諭と学
校図書館専門員
との連携や役割
分担について研
修等を通して発
信し、学校図書
館運営が円滑に
なることを目指
す
・Gsuiteの活用
の充実を図る

・司書教諭をはじ
め、学校図書館担
当者と学校図書館
専門員の業務につ
いて、理解し連携
する仕組みを研修
を通して周知する
・蔵書管理の電子
化について、学校
の実態を把握し、
導入を進める

・司書教諭をはじ
め、学校図書館担
当者と学校図書館
専門員の業務につ
いて、理解し連携
する仕組みを研修
を通して周知する
・蔵書管理の電子
化について、学校
の実態にあわせた
具体的な導入を進
める

司書教諭と学校
図書館専門員と
の連携に関する
取り組みが不十
分となっている

・司書教諭と学校
図書館専門員の業
務の住み分けが不
十分となっている
・蔵書管理の情報
が十分周知できて
いない

・司書教諭と学校図
書館専門員の業務の
すみ分けが不十分と
なっている
・蔵書管理の情報に
関して、周知内容の
共通理解が足りない
部分があった
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

127 担当課 計画
掲載頁

35

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

豊かな心を育む教育の推進

中学校部活動関係事業
教育指導課・教育総務

課

・生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、生徒一人ひとりの個
性の伸長や健全な心身の育成、責任感や連帯感の涵養等を図る。

・「藤沢市の部活動の在り方に関する方針」に基づき、生徒にとって望ましい部活動
の実施環境を整え、部活動が各中学校において適切に実施されるための支援を行う。
　-部活動指導員及び外部指導者の配置
　-吹奏楽用楽器の整備
　-課外活動補助金の交付

・「藤沢市の部活動の在り方に関する方針」に基づき、部活動指導員等の配置や補助
金の交付等を行い、各中学校における部活動の適切な実施を推進する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｃ C

・部活動指導員・
外部指導者の配置
・吹奏楽用楽器の
整備
・部活動検討委員
会の運営

B

部活動指導員を全
１９校１名ずつの
配置を目指してい
たため

取組計画
（目標値）

・部活動指導員・
外部指導者の配置
・吹奏楽用楽器の
整備
・部活動検討委員
会の運営

・部活動指導員・
外部指導者の配置
・吹奏楽用楽器の
整備
・部活動検討委員
会の運営

・部活動指導員・
外部指導者の配置
・吹奏楽用楽器の
整備
・部活動検討委員
会の運営

・部活動指導員・
外部指導者の配置
・吹奏楽用楽器の
整備
・部活動検討委員
会の運営

取組実績

・部活動指導員を
１２校１２名配置
した。また、外部
指導者をのべ７６
名配置した
・吹奏楽用楽器を
２校に整備した

・部活動指導員を
１２校１２名配置
した。また、外部
指導者をのべ６２
名配置した
・吹奏楽用楽器を
２校に整備した

・部活動指導員を
１３校１３名配置
した。また、外部
指導者をのべ８０
名配置した
・吹奏楽用楽器を
２校に整備した

部活動指導員を全
１９校１名ずつの
配置を目指してい
たため

部活動指導員を全
１９校１名ずつの
配置を目指し、１
名増できたため

課題を踏まえた
今後の取組

国が示している
「学校の働き方改
革を踏まえた部活
動改革について」
を基に、部活動検
討委員会を通じ
て、適切な人材配
置や、生徒にとっ
て望ましい部活動
のあり方を検討し
ていく

国が示している
「学校の働き方改
革を踏まえた部活
動改革について」
を基に、部活動検
討委員会を計画的
に開催し、適切な
人材配置や、地域
移行についての検
討をしていく

国が示している
「学校の働き方改
革を踏まえた部活
動改革について」
を基に、部活動地
域移行推進協議会
及び専門部会を計
画的に開催し、適
切な人材配置や、
地域移行について
の検討をしていく

部活動指導員につ
いて人材不足であ
るため、必要な配
置数を満たせてい
ない。また、外部
指導者の謝礼金額
の妥当性について
検討が必要である

部活動指導員につ
いて人材不足であ
るため、必要な配
置数を満たせてい
ない。また、学校
の部活動運営が方
針に基づいている
か検討が必要であ
る

部活動指導員につ
いて人材不足であ
るため、必要な配
置数を満たせてい
ない。また、学校
の部活動運営が方
針に基づいている
か検討が必要であ
る
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

131 担当課 計画
掲載頁

36

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

健やかな体を育む教育の推進

学校給食をとおしての食
育推進事業

学校給食課・教育指導課

・日常生活における食事について正しい理解を深める。
・望ましい食習慣を養う。

・「藤沢市立学校食育運営指針」に基づき、学校における食育の充実を図る。
・「食に関する指導の全体計画」に基づく授業実施や学校給食を通じて、食育を推進す
る。
・学校給食におけるアレルギー対応の実践と、その理解を深める。

・学校給食を「生きた教材」として活用し、授業等を通じて、日常生活において望まし
い食習慣や生涯にわたって健康的な生活を送るための自己管理能力を養えるよう、教諭
等との連携を深めた食育の推進を行う。
・アレルギー事故を防止し、安全な給食を提供できるよう対応を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ B

・食に関する年間
指導計画に基づい
た授業実施：36校
・全校統一基準に
向けたアレルギー
対応の実施：36校

B
・36校において授
業を実施したため
・改訂版マニュア
ルの運用と全校統
一に向けた取組を
実施したため

取組計画
（目標値）

・食に関する年間
指導計画に基づい
た授業実施：36校
・全校統一基準に
向けたアレルギー
対応の実施：36校

・食に関する年間
指導計画に基づい
た授業実施：36校
・全校統一基準に
向けたアレルギー
対応の実施：36校

・食に関する年間指
導計画に基づいた授
業実施：36校
・全校統一基準に向
けたアレルギー対応
の実施：36校

・食に関する年間
指導計画に基づい
た授業実施：36校
・全校統一基準に
向けたアレルギー
対応の実施：36校

取組実績

・学習指導要領の
改訂に伴う「食に
関する年間指導計
画」の見直し
・市独自の「アレ
ルギー対応マニュ
アル」改訂版の運
用開始と、全校統
一基準の実現に向
けた取組

・食に関する指導
の学習指導案集を
作成し年間指導計
画に基づいた食の
指導を行った
・改訂した「アレ
ルギー対応マニュ
アル」に沿ったア
レルギー対応を各
学校で検討し実施
した

・食に関する指導の
全体計画を全校で作
成し、学習指導案集
を参考に、年間指導
計画に基づいた食の
指導を行った
・改訂した「アレル
ギー対応マニュア
ル」に沿ったアレル
ギー対応を各学校で
実施した

・3６校において授
業を実施したため
・改訂版マニュア
ルの運用と全校統
一に向けた取組を
実施したため

・3６校において授
業を実施したため
・改訂版マニュアル
の運用と全校統一に
向けた取組を実施し
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・授業の質の向上
を図るため、栄養
教諭の公開授業に
よる情報共有や
「食に関する年間
指導計画」の見直
し
・各校の対応状況
の共有と、それぞ
れの学校における
養護教諭や担任、
保護者との連携

・授業の質の向上
を図るため、栄養
教諭の公開授業に
よる情報共有、訪
問指導によるサ
ポート及び「食に
関する年間指導計
画」の見直し
・各校の対応状況
の共有と、それぞ
れの学校における
養護教諭や担任、
保護者との連携

・授業の質の向上を
図るため、栄養教諭
の公開授業による情
報共有、訪問指導や
資料提供によるサ
ポート及び「食に関
する年間指導計画」
の評価と見直し
・各校の対応状況の
共有と、それぞれの
学校における養護教
諭や担任、保護者と
の連携

・栄養教諭、栄養
士ごとの授業の質
の違いと全体の質
の向上
・アレルギー対応
マニュアル改訂版
への移行期の学校
ごとの対応と全校
統一に向けた取組
の必要性

・栄養教諭、栄養
士ごとの授業の質
や内容の統一と全
体の質の向上
・アレルギー対応
マニュアルに基づ
いた対応の全校統
一に向けた課題の
整理の必要性

・栄養教諭、栄養士
ごとの授業の質や内
容の統一と全体の質
の向上
・アレルギー対応マ
ニュアルに基づいた
対応の全校統一に向
けた課題の整理の必
要性
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

132 担当課 計画
掲載頁

36

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

健やかな体を育む教育の推進

子どもの体力向上対策事
業

教育指導課

・小中学生の健康・体力つくりに関する取組を推進する。

・小学校5年生と中学校2年生を対象に「体力・運動能力テスト」を実施し、その結果
を基に、子どもの体力を分析し、体力向上のための方策を検討する。

・全種目について、小・中学校54校を対象に、継続して体力・運動能力テストを実施
する。
・測定方法については、国や県の動向を踏まえて検討する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

体力・運動能力
テスト（54
校）

B

新型コロナウィ
ルスの影響で中
止となったため

取組計画
（目標値）

体力・運動能力
テスト（54
校）

体力・運動能力
テスト（54
校）

体力・運動能力
テスト（54校）

体力・運動能力
テスト（54
校）

取組実績

・新型コロナ
ウィルスの影響
で中止となった

・令和元年度の
結果報告を行
い、今後の取組
について各学校
に発信した

・測定方法を工
夫し、市内小・
中学校にて実施
した

・測定方法を工
夫し、市内小・
中学校にて実施
した

実施することが
できたため

実施することが
できたため

課題を踏まえた
今後の取組

体力測定に関す
る県の研修にお
いて実施方法等
を身に付けてい
く

対面で行う種目
や体育館種目な
ど、コロナ禍に
おける安全安心
な測定方法等を
周知していく

体力測定に関す
る県の研修にお
いて実施方法等
を身に付けてい
く

小学校について
はテスト種目の
指導法・正確な
測定方法につい
て理解不足があ
る

コロナ禍におけ
る測定方法の工
夫や周知につい
て

テスト種目の指
導法・正確な測
定方法について
の理解
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

133 担当課 計画
掲載頁

36

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

健やかな体を育む教育の推進

中学校部活動関係事業
（再掲）

教育指導課・教育総務課

・生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、生徒一人ひとりの個性
の伸長や健全な心身の育成、責任感や連帯感の涵養等を図る。

・「藤沢市の部活動の在り方に関する方針」に基づき、生徒にとって望ましい部活動の
実施環境を整え、部活動が各中学校において適切に実施されるための支援を行う。
　-部活動指導員及び外部指導者の配置
　-課外活動補助金の交付

・「藤沢市の部活動の在り方に関する方針」に基づき、部活動指導員等の配置や補助金
の交付等を行い、各中学校における部活動の適切な実施を推進する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｃ C

・部活動指導員及
び外部指導者の配
置
・部活動検討委員
会の運営

B

部活動指導員を
全１９校１名ず
つの配置を目指
していたため

取組計画
（目標値）

・部活動指導員
及び外部指導者
の配置
・部活動検討委
員会の運営

・部活動指導員
及び外部指導者
の配置
・部活動検討委
員会の運営

・部活動指導員及
び外部指導者の配
置
・部活動検討委員
会の運営

・部活動指導員
及び外部指導者
の配置
・部活動検討委
員会の運営

取組実績

部活動指導員を
１２校１２名配
置した。また、
外部指導者をの
べ７６名配置し
た

部活動指導員を
１２校１２名配
置した。また、
外部指導者をの
べ６２名配置し
た

部活動指導員を
１３校１３名配
置した。また、
外部指導者をの
べ８０名配置し
た

部活動指導員を全
１９校１名ずつの
配置を目指してい
たため

部活動指導員を全１
９校１名ずつの配置
を目指し、１名増で
きたため

課題を踏まえた
今後の取組

国が示している
「学校の働き方
改革を踏まえた
部活動改革につ
いて」を基に、
部活動検討委員
会を通じて生徒
にとって望まし
い部活動のあり
方を検討してい
く

国が示している
「学校の働き方
改革を踏まえた
部活動改革につ
いて」を基に、
部活動検討委員
会を計画的に開
催し、適切な人
材配置や、地域
移行についての
検討をしていく

国が示している
「学校の働き方
改革を踏まえた
部活動改革につ
いて」を基に、
部活動推進協議
会及び専門部会
を計画的に開催
し、適切な人材
配置や、地域移
行についての検
討をしていく

部活動指導員につ
いて人材不足であ
るため、必要な配
置数を満たせてい
ない。また、外部
指導者の謝礼金額
の妥当性について
検討が必要である

部活動指導員につ
いて人材不足であ
るため、必要な配
置数を満たせてい
ない。また、学校
の部活動運営が方
針に基づいている
か検討が必要であ
る

部活動指導員につ
いて人材不足であ
るため、必要な配
置数を満たせてい
ない。また、学校
の部活動運営が方
針に基づいている
か検討が必要であ
る
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

141 担当課 計画
掲載頁

37

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の
推進

特別支援教育推進事業 教育指導課

・特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する教育環境を改善するとともに、教職
員に専門性を養うための研修を行い、特別支援教育の充実を図る。

・特別支援学級、通級指導教室を運営する。
・特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室を初めて担当する教員を対象に、基礎
的、基本的な知識や技能を習得し、指導力の向上を図るため、研修を行う。
・特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、介助員、学校看護師を派遣する。

・特別支援教育に携わる人材の育成を図るため、それぞれの支援の場の特徴や課題に応
じて、研修内容の充実を図る。
・児童生徒の教育的ニーズに応じた適切な支援を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・介助員及び学
校看護師の派遣
・特別支援学
級、通級指導教
室の運営

Ｂ
介助員は全校に、
学校看護師は範囲
を広げ派遣し、支
援を行ったため

取組計画
（目標値）

・介助員及び学
校看護師の派遣
・特別支援学
級、通級指導教
室の運営

・介助員及び学
校看護師の派遣
・特別支援学
級、通級指導教
室の運営

・介助員及び学
校看護師の派遣
・特別支援学
級、通級指導教
室の運営

・介助員及び学
校看護師の派遣
・特別支援学
級、通級指導教
室の運営

取組実績

・全55校で、教育
活動の支援のため
に介助員派遣を
行った
・特別支援学校、
特別支援学級等に
係る、新担任等教
員を対象として、
基礎的基本的な内
容の講義や授業づ
くりを通した実践
的な研修を実施し
た

・全5５校で、教育
活動の支援のため
に介助員派遣を
行った
・特別支援学校、
特別支援学級等に
係る、新担任等教
員を対象として、
基礎的基本的な内
容の講義や授業づ
くりを通した実践
的な研修を実施し
た

・全5５校で、身体
的介助や教育活動の
支援のために介助員
派遣を行った
・特別支援学校、特
別支援学級等に係
る、新担任等教員を
対象として、基礎的
基本的な内容の講義
や授業づくりを通し
た実践的な研修を実
施した

基礎的基本的な内
容の講義や実践的
な研修が実施でき
たため

様々な支援のニー
ズに対し、対応で
きたため

課題を踏まえた
今後の取組

教育的ニーズが多
様化し、介助が必
要な児童生徒が増
加していることか
ら、介助員や学校
看護師を充分に派
遣するための予算
の確保を行うと共
に、各学校や児童
生徒の実態に合わ
せて、必要な支援
を行うことができ
るよう、有効な方
法を検討する

各学校からの派遣
ニーズに対して、
必要な介助員が紹
介できるよう、人
材の確保に努める
とともに、介助員
を十分に派遣する
ための予算の確保
を行う

各学校や児童生徒
の実態に合わせ
て、必要な支援を
行うことができる
よう担当者会等で
発信するととも
に、人材や予算の
確保に努める

車いすの介助が出
来る介助員や、男
性の介助員を確保
することが難し
く、各学校の介助
員の情報共有が必
要である

教育的ニーズが多
様化し、介助が必
要な児童生徒の増
加に伴い、新規介
助員の確保が必要
である

教育的ニーズの多様
化により、一つひと
つの支援に対し、年
間を見通した計画を
立て、人材を適材適
所で活用する必要が
ある
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

142 担当課 計画
掲載頁

37

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の
推進

学校教育相談センター事
業

教育指導課

・支援の必要な児童生徒や保護者が必要な時に相談を受けることができる環境を整備
し、一人ひとりが楽しく学校へ通うことができるよう、相談体制の充実を図る。

・児童生徒の学校生活の適応を図るため、市立学校へのスクールカウンセラーの配置や
スクールソーシャルワーカーの派遣、学校教育相談センターでの教育相談・就学相談を
行う。
　-スクールカウンセラーの市立学校への配置及び相談センターにおける来所相談
　-相談支援教室における不登校児童生徒への支援
　-次年度就学予定児に対する就学相談
　-スクールソーシャルワーカーの学校への派遣、関係機関との連携

・学校及び関係機関との連携による相談支援体制の充実
・相談支援教室において、個々のニーズに対する適切な支援方法や環境についての整
備・検討

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

相談体制の充実

B

各相談支援活動
の活用により早
期対応ができた
ため

取組計画
（目標値）

相談体制の充実 相談体制の充実 相談体制の充実 相談体制の充実

取組実績

学校及び相談セ
ンターでの相談
活動の充実を図
るため、市ＳＳ
Ｗ3名、県ＳＳ
Ｗ１名で関係各
課との連携を密
に行い、早期対
応に努めた

市立学校にSC
を配置し相談活
動の充実を図っ
た。また、市Ｓ
ＳＷ3名と県Ｓ
ＳＷ2名が協働
して関係機関と
の連携を図り、
課題の早期対応
に努めた

相談センターで
の相談業務、学
校でのSCによる
相談活動の充実
を図った。SSW
は関係機関との
連携を図り、未
然防止の観点に
よる相談、早期
対応に努めた

各相談支援活動
の活用により早
期対応ができた
ため

各相談支援活動
の活用により早
期対応ができた
ため

課題を踏まえた
今後の取組

・ＳＣの対応日
数、ＳＳＷの人
員増員の検討
・オンラインに
よる相談活動に
ともなうメリッ
ト、デメリット
の洗い出し、環
境整備

・ＳＣおよびＳＳ
Ｗの人員増員の検
討
・オンラインによ
る相談活動に対応
するための情報収
集
・相談支援教室の
環境整備

・ＳＣ及びＳＳ
Ｗの人員増員の
検討
・オンラインに
よる相談活動の
情報収集
・相談支援教室
の環境整備やプ
ログラムの充実
と、各学校との
連携の方法

・相談ニーズの多
様化に対応するた
めのＳＣの専門性
の向上と対応日数
の増加
・オンラインによ
る相談活動の充実
に向けた検討

・ＳＣの専門性の
向上と対応日数の
増加
・オンラインによ
る相談活動の充実
に向けた検討
・増加傾向にある
不登校児童生徒に
対する支援の充実

・ＳＣの専門性の
向上と人的確保
・増加傾向にある
不登校児童生徒に
対する支援の充実
・オンラインによ
る相談活動の検討
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

143 担当課 計画
掲載頁

37

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の
推進

不登校児童生徒対策支援
事業

教育指導課

・不登校が生じないような学校づくりに取り組むとともに、不登校児童生徒の学校生活
や社会生活への適応を図るための支援を行う。

・不登校が生じないような魅力ある学校づくりの取組の推進
・不登校や長期欠席の早期把握・支援の取組の充実
・学校・フリースクール等との連携の推進
・保護者や本人に対する、スクールカウンセラーによるカウンセリングの実施
・相談支援教室の充実

・個々の不登校児童生徒の状況を的確に把握し、必要な不登校支援を推進する。
・学校内外の機関等での相談・指導等を受けていない不登校児童生徒の割合の改善を図
る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・長期欠席児童生
徒の把握
・不登校児童生徒
への支援
・フリースクール
等情報交換会

B

指導要録上の出席
扱いについての目
安を作成したため

取組計画
（目標値）

・長期欠席児童生
徒の把握
・不登校児童生徒
への支援
・フリースクール
等情報交換会

・長期欠席児童生
徒の把握
・不登校児童生徒
への支援
・フリースクール
等情報交換会

・長期欠席児童生徒
の把握
・不登校児童生徒へ
の支援
・フリースクール等
情報交換会

・長期欠席児童生
徒の把握
・不登校児童生徒
への支援
・フリースクール
等情報交換会

取組実績

・長期欠席児童生
徒報告書による不
登校児童生徒の状
況把握
・不登校児童生徒
の指導要録上の出
席扱いについての
目安の作成と周知
・フリースクール
等情報交換会の実
施

・長期欠席児童生
徒報告書の様式を
一部変更し、不登
校の要因を把握し
やすくした
・フリースクール
等情報交換会の実
施
・不登校児童生
徒・保護者への情
報発信として、市
のホームページを
見やすくした

・長期欠席児童生徒
報告書による不登校
児童生徒の状況把握
・フリースクール等
情報交換会におい
て、関係機関（１９
団体）に加え学校関
係者（１８校）も参
加し、学校との更な
る連携・協力体制の
構築に向けて取り組
んだ

不登校児童生徒・
保護者への情報発
信に努めたため

教師が参加すること
で、情報交換会をよ
り実効性のあるもの
に努めたため

課題を踏まえた
今後の取組

・不登校の要因に
ついて、実態をつ
かめるよう報告書
の変更をする
・不登校児童生徒
の学習支援の一つ
として、タブレッ
トを活用するなど
の各学校の取り組
み事例等を共有す
る
・相談支援教室の
運営について検討
する

・ICTを活用した
学習支援の推進を
進めると共に、各
学校の好事例を共
有する
・相談支援教室の
小学生の通級ニー
ズに応じられるよ
う支援体制の構築
を図る
・フリースクール
等の団体と教職員
が連携できる場を
検討する

・フリースクー
ル等での学習状
況を学校が把握
しやすいものに
する
・相談支援教室
に通う児童生徒
の特性や状況に
対応できる相談
支援体制の更な
る構築を図る

・不登校児童生徒
への学習支援の充
実
・不登校児童生徒
の不登校の要因の
把握と支援

・ICTを活用した学
習支援の推進
・不登校児童生徒
支援に組織で対応
できるようにする
こと
・フリースクール
等と教職員の連携

・フリースクール等
での学習状況や努力
を積極的な評価に繋
げていくこと。保護
者や教職員等に理解
を深めること
・不登校児童生徒支
援に対する組織での
対応
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

144 担当課 計画
掲載頁

38

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の
推進

児童生徒指導支援体制充
実事業

教育指導課・学務保健課

・各学校における支援・指導体制を充実させ、児童生徒の健全育成を図る。

・児童支援担当教諭協議会や生徒指導担当者会等の諸会議・研修の充実に努め、担当教
員の指導力の向上を図るとともに、各学校で組織的な校内支援・指導体制を築くことが
できるよう推進する。

・児童生徒の実態に合わせたきめ細かな対応や、家庭や地域、関係機関との連携等につ
いて一層の充実に努める。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・協議会及び担
当者会の実施
・指導力向上の
ための研修を推
進する

B

有益な情報の交換
により、各校の取
り組みの充実につ
ながったため

取組計画
（目標値）

・協議会及び担
当者会の実施
・指導力向上の
ための研修を推
進する

・協議会及び担
当者会の実施
・指導力向上の
ための研修を推
進する

・協議会及び担
当者会の実施
・指導力向上の
ための研修を推
進する

・協議会及び担
当者会の実施
・指導力向上の
ための研修を推
進する

取組実績

年7回の会議を
開催し、関係機
関からの情報提
供及び他校との
情報交換を深
め、問題行動等
の対応及び支援
体制の構築を推
進した

オンライン開催を
含む年7回の会議
を開催し、関係機
関からの情報提供
及び他校との情報
交換を通じて、児
童生徒の問題行動
等の対応及び支援
体制の構築を推進
した

・１２月に改訂
された「生徒指
導提要」の趣旨
やポイントなど
協議会での情報
提供を充実さ
せ、学校におけ
る生徒指導体制
の構築に向けた
情報発信に努め
た

コロナ禍にあって
も、例年通りに開
催し、有益な情報
提供を行えたため

先駆的な情報提供に
努めたことで、教職
員のニーズに対応し
た有益な情報提供と
なったため

課題を踏まえた
今後の取組

小中学校の担当者
による自主的な運
営を通じて、児童
生徒に関する身近
で緊急性の高い案
件について情報提
供及び情報共有す
る中で、課題の解
決に向けて検討や
協議を深め、各校
の取組を推進する

不登校児童生徒に
対する一人一台タ
ブレット端末を活
用した支援など、
様々な課題の解決
に向けた各校の実
践や成功事例を積
極的に周知し、各
校の対応力の向上
や魅力的な学校づ
くり向けた取組を
推進する

児童生徒理解に基
づく積極的な支
援・指導に向け
て、中学校におけ
る生徒指導担当と
生徒支援担当との
連携・協力体制の
構築とともに、小
学校の児童支援担
当教諭を軸とした
支援体制の更なる
充実を推進する

児童生徒の問題行
動やいじめ、不登
校児童生徒に対す
る支援・指導体制
のさらなる充実

コロナ禍におい
て、活動が制限さ
れた児童生徒の心
身の変化や増加す
る不登校に対する
支援体制の充実

コロナ禍からの反動
による学校状況や児
童生徒の心情、環境
の変化による不登校
の増加に対応できる
児童生徒の教育相談
体制の充実
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

145 担当課 計画
掲載頁

38

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の
推進

学習支援事業 教育指導課

・児童生徒の基礎的・基本的な学力の定着を図るため、学校において放課後及び長期休
業中に学習支援を行う。

・「学習指導員」により補習授業を実施する。児童生徒一人ひとりの理解度に応じた個
別指導形式を行い、学校教育の支援の一助とする事業を実施する。

・中学校全１９校で「学習指導員」による補修授業の実施と、各学校の学習支援体制の
充実を図る。
・小学校における学習支援について検討を進める。

小学校学習支援事業試行

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

中学校学習支援事
業
小学校学習支援事
業
中学校不登校生徒
学習支援事業

B

全校で実施し、生
徒の基礎学力の定
着の面で成果をあ
げているため

取組計画
（目標値）

中学校学習支援事
業

・中学校学習支援
事業
・小学校における
学習支援事業の検
討

中学校学習支援事業
小学校学習支援事業
（試行）

中学校学習支援事
業
小学校学習支援事
業
中学校不登校生徒
学習支援事業

取組実績

各学校が、子ども
たちのニーズに合
わせ、放課後や長
期休業を利用して
学習支援をするこ
とができた。ま
た、藤沢市相談支
援教室での学習支
援を行った

・各学校が、子ど
もたちのニーズに
合わせ、放課後や
長期休業を利用し
て学習支援をする
ことができた
・小学校学習支援
事業について検討
した
・藤沢市相談支援
教室での学習支援
を行った

・各学校が、子ども
たちのニーズに合わ
せ、放課後や長期休
業を利用して学習支
援をすることができ
た。また、中学校に
ついては、不登校生
徒の学びの場とし
て、不登校生徒学習
支援事業について検
討した

全校で実施し、生
徒の基礎学力の定
着の面で成果をあ
げているため

全校で実施し、生
徒の基礎学力の定
着の面で成果をあ
げているため

課題を踏まえた
今後の取組

・学習指導員につ
いては、広報ふじ
さわでも募集の掲
載をし、人材確保
に努める
・相談支援教室に
おける学習支援も
行っていく
・計画的かつ効果
的な補習支援の実
施事例の各学校へ
の情報提供や、小
学校における学習
支援事業の検討の
必要がある

・学習指導員につ
いては、広報ふじ
さわでも募集の掲
載をし、人材確保
に努める
・相談支援教室に
おける学習支援も
行っていく
・計画的かつ効果
的な補習支援の実
施事例の各学校へ
の情報提供や、小
学校における学習
支援事業の試行に
あたり検証の必要
がある

・中学校不登校生徒
学習支援事業の施行
により、学校におけ
る居場所づくりの推
進に努める
・小学校における学
習支援事業の拡充に
より、様々な形態で
の児童生徒の学習保
障に向けた取組を充
実させるため、人材
の確保及び学校の
ニーズに合わせた弾
力的な運用ができる
体制を構築する

・各校での学習指
導員の確保が課題
である
・学習会について
生徒に周知し、希
望する生徒が参加
できるように運営
する

・各校での学習指
導員の確保が課題
である
・学習会について
生徒に周知し、希
望する生徒が参加
できるように運営
する

・各学校での学習指
導員の確保
・学習会について児
童生徒や保護者への
周知
・子どもたちの学び
につながる運営
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

146 担当課 計画
掲載頁

38

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の
推進

新入生サポート事業 学務保健課

・学習の基礎・基本の定着及び学習意欲の向上並びに集団生活への適応を促進し、安定
した学校生活を身につけさせ、教育効果の向上を図る。

・市立小学校1年生を対象に新入生サポート講師を配置する。
・全講師対象の研修会を実施する。

・今後も継続して全市立小学校に講師を配置し、教育効果の向上を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・小学校全３５校
への完全配置
・年１回のサポー
ト講師対象研修会
の実施

B

概ね計画どおりに
取り組むことがで
きたため

取組計画
（目標値）

・小学校全３５校
への完全配置
・年１回のサポー
ト講師対象研修会
の実施

・小学校全３５校
への完全配置
・年１回のサポー
ト講師対象研修会
の実施

・小学校全３５校
への完全配置
・年１回のサポー
ト講師対象研修会
の実施

・小学校全３５校
への完全配置
・年１回のサポー
ト講師対象研修会
の実施

取組実績

・小学校全３５
校、計４２名のサ
ポート講師を配置
・会計年度任用職
員制度の開始に伴
う、適切な運用の
学校への周知
・サポート講師研
修会は新型コロナ
ウイルス感染症の
影響で中止（次年
度に向けて開催方
法等を検討）

・小学校全３５
校、計42名のサ
ポート講師を配置
・会計年度任用職
員制度に伴う、適
切な運用の学校へ
の周知
・2021年7月21
日にサポート講師
研修会を実施

・小学校全３５
校、計46名のサ
ポート講師を配置
・会計年度任用職
員制度に伴う、適
切な運用の学校へ
の周知
・2022年7月21
日にサポート講師
研修会を実施

概ね計画どおりに
取り組むことがで
きたため

概ね計画どおりに
取り組むことがで
きたため

課題を踏まえた
今後の取組

・学校との連携と
職員課等との調整
に努め、講師を確
保するとともに、
子どもたちへのよ
り良い支援の在り
方を、総合的に検
討していく
・新型コロナウイ
ルス感染症対策下
のサポート講師研
修会の開催方法を
検討していく

・学校との連携と
職員課等との調整
に努め、講師を確
保するとともに、
子どもたちへのよ
り良い支援の在り
方を、総合的に検
討していく
・現状を踏まえた
サポート講師研修
会の内容を検討し
ていく

・学校との連携と
職員課等との調整
に努め、講師を確
保するとともに、
子どもたちへのよ
り良い支援の在り
方を、総合的に検
討していく
・現状を踏まえた
サポート講師研修
会の内容を検討し
ていく
・募集について、
積極的に周知する

・欠員が出た場合
の代替者の確保
と、スムーズな任
用配置
・新型コロナウイ
ルス感染症対策下
のサポート講師研
修会の開催

・欠員が出た場合
の代替者の確保
と、スムーズな任
用配置
・サポート講師研
修会の内容の充実

・欠員が出た場合
の代替者の確保
と、スムーズな任
用配置
・サポート講師研
修会の内容の充実
・人材確保
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

147 担当課 計画
掲載頁

38

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の
推進

幼稚園・保育所・小学
校・中学校・特別支援学

校連携推進事業
教育指導課

・各学校段階の円滑な接続や連携の推進を図る。
・園児等が小学校の様子を知ることにより、就学後の学校生活をスムーズに行えるよう
支援する。

・幼稚園及び保育所と小・特別支援学校や小学校と中・特別支援学校の教育の充実及び
連携の推進を図るため、協議・研修・交流を行う。
・就学前の園児等の小学校訪問及び小学校児童と中学校生徒の交流の推進及び異校種教
職員の交流等、校種間の連携を図る。
・校種間教職員の意見交換を積極的に行う。
・小中一貫教育の実現の可能性等について研究する。

・幼保小中特連携担当者会・研修会等を実施する。
・幼保小中特連携の更なる推進を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

幼稚園･保育所･
小学校･中学
校・特別支援学
校の連携推進

B
コロナ禍において
会の開催が書面と
なってしまったた
め

取組計画
（目標値）

幼稚園･保育所･
小学校･中学
校・特別支援学
校の連携推進

幼稚園･保育所･
小学校･中学
校・特別支援学
校の連携推進

幼稚園･保育所･
小学校･中学校・
特別支援学校の
連携推進

幼稚園･保育所･
小学校･中学
校・特別支援学
校の連携推進

取組実績

「幼・保・小・
中・特連携担当者
会」を書面開催
し、幼児教育と
小・特別支援学校
や小学校と中・特
別支援学校の教育
の充実及び連携の
推進を図るため、
情報共有を行った

「幼・保・小・
中・特連携担当者
会」を３回に分
け、感染症対策を
講じて集合開催
し、幼児教育と
小・特別支援学校
や小学校と中・特
別支援学校の教育
の充実及び連携の
推進を図った

「幼・保・小・中・
特連携担当者会」を
３回に分け、集合開
催し、幼保小の架け
橋期の教育やスター
トカリキュラムにつ
いて周知するととも
に、幼児教育と小・
特別支援学校や小学
校と中・特別支援学
校の教育の充実及び
連携の推進を図った

感染症対策を講じ
た上で担当者会を
開催できたため

担当者会において、
担当者同士でコロナ
禍でもできる連携活
動が検討されたため

課題を踏まえた
今後の取組

幼児教育を基礎と
して、小中学校9年
間を見通して、ど
のように子どもた
ちの資質や能力を
伸ばしていくのか
を考えることと、
子どもたち一人ひ
とりの個々の発達
段階や教育的ニー
ズを踏まえた実践
を推進していく

子どもたち一人ひ
とりの個々の発達
課題や、外国につ
ながりのある子ど
もへの支援など、
教育的ニーズを踏
まえた実践を推進
していくととも
に、各校種の子ど
もの課題を共有す
る

・幼児期の終わりま
でに育ってほしい姿
を、地域の実情をふ
まえて共有できるよ
う支援する
・小中特の連携につ
いては、引き続き好
事例を発信し、子ど
もの学びが円滑に接
続するよう推進する

行事の交流や情報
交換等が中心であ
るため、コロナ禍
では実施しづら
く、連続的な学び
という視点で教育
活動や指導に生か
すところまでには
至っていない

行事の交流が難し
い状況があった
が、コロナ禍でも
連携がはかれた事
例があり、各団体
で連携が進むよう
好事例を周知する
必要がある

・架け橋プログラム
についての具体的な
取組や周知
・各学校段階の子ど
もの学びの視点で円
滑な接続が図られる
よう連携を進める必
要がある
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

148 担当課 計画
掲載頁

39

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の
推進

子ども発達支援事業 子ども家庭課

・一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援を行うことができるような教育
を推進する。

・障がい児や発達障がい児等がライフステージに応じた一貫した支援を受けられるよ
う、ネットワークの形成や情報を共有するための子どもサポートファイルの普及・活用
の推進を図る。

・支援者や保護者向けの説明会を開催し、子どもサポートファイルの利用方法について
引き続き周知する。また、子どもサポートファイルが一貫した支援に活かせるよう、
様々な意見を取り入れながら、積極的な利用に繋げていく。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ B

・保護者や関係機
関へ利用方法を周
知。
・調査結果をもと
に利用の推進を図
る。

B

概ね目標を達成で
きたため。

取組計画
（目標値）

保護者へ説明会を
開催。

・保護者や関係機
関へ利用方法を周
知。
・周知の仕方につ
いて検討。

・保護者や関係機関
へ利用方法を周知。
・活用頻度について
調査方法を検討。

・保護者や関係機
関へ利用方法を周
知。
・活用状況の調
査。

取組実績

保護者向け説明会
については、新型
コロナ感染拡大防
止のため実施する
ことができなかっ
たが、個別相談の
中で配付、説明す
ることができた。
また、広報やホー
ムページ以外にレ
ディオ湘南でＰＲ
した。

新型コロナ感染拡
大防止の観点か
ら、サポートファ
イルについての説
明会は実施してい
ないが、代わりに
YouTube上に説
明の動画をアップ
し、いつでも視聴
できるよう工夫し
た。

保護者や関係機関へ
聴取したが、活用頻
度は少なかったた
め、利用しやすいよ
うファイルフォル
ダーを変更するとと
もに、相談の中で活
用を促した。

概ね目標を達成で
きたため。

概ね目標を達成でき
たため。

課題を踏まえた
今後の取組

新しい生活様式に
合わせた方法を検
討し周知を行って
いく。

サポートファイル
は引き続き周知し
ていくが、併せ
て、活用の頻度に
ついて調査方法を
検討していく。

活用している保護者
や関係機関の感想を
聴取する方法を検討
していく。

新型コロナが収束
するまで対面の事
業の縮小が見込ま
れるため周知方法
を検討。

サポートファイル
の周知が浸透して
いる。年間のファ
イルの作成数を検
討。

活用状況の実態を把
握するための方法を
検討。
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

151 担当課 計画
掲載頁

39

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

熱意と指導力のある教員の育成

各教科研究研修関係事業 教育指導課

・教職員の資質能力や指導力の向上を目指し、学校における教育活動の充実を図る。

・各学校校内研究会、研究推進校教育研究会、市小中教育研究会における教育研究の充
実を図るための支援を行う。

・新学習指導要領や今日的な教育課題等を踏まえた各種研究を推進し、教員の専門性の
向上を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・教育課程推進
事業
・教育研究委託

B

各研究会、研修会
を可能な限り行
い、教員等の質の
向上に努めたため

取組計画
（目標値）

・教育課程推進
事業
・教育研究委託

・教育課程推進
事業
・教育研究委託

・教育課程推進
事業
・教育研究委託

・教育課程推進
事業
・教育研究委託

取組実績

・各学校、各研究
会において可能な
限り年間計画に
沿って研究を実施
した
・研究推進校へ指
導主事が訪問し、
授業研究への助言
を行い、研究の推
進を図った
・コロナ禍のため
紙面発表とした

・学習指導要領に
則った教育課程の
実施のため指導主
事が各教科の指導
と評価に関する資
料を作成し、各学
校に周知した
・研究推進校へ指
導主事が訪問し、
指導案検討や研究
授業において助言
し、研究の推進を
図った

・各学校、各研究会
において、指導主事
が学習指導要領に
則った資質能力の育
成のための助言に努
めた
・研究発表に向け
て、研究推進校の
ニーズに応じて指導
主事が助言し、研究
の推進を図った

コロナ禍において
も各研究会、研修
会の持ち方を工夫
し、実施したため

感染症対策を講じ
て、対面及びオンラ
インでの研究発表会
を実施したため

課題を踏まえた
今後の取組

・指導主事が授業
研究や協議会に参
加し、よりよい研
究発表につながる
よう指導助言に努
める
・藤小研・藤中研
との連携を図り、
よりよい研究につ
ながるように努め
る

・指導主事が授業
研究や協議会に参
加し、よりよい研
究発表につながる
よう指導助言に努
める
・各学校の好事例
を発信し、市内公
立学校全体の学び
につながるよう努
める

・指導主事が授業研
究や協議会に参加
し、よりよい研究発
表につながるよう指
導助言に努める
・研究推進校に対し
て、指導主事が、研
究授業だけでなく学
習指導案の検討段階
から指導助言するな
ど、各学校のニーズ
に合わせた支援に努
める

研究推進校・発表
校において授業研
究や協議会を行
い、よりよい研究
発表につなげるこ
とや、コロナ禍で
も実施できる方法
の検討が必要

研究推進校・発表
校において取り組
んだ実践を、市内
公立学校全体の学
びになるように、
コロナ禍でもでき
る共有の方法を検
討することが必要

研究推進校におい
て、３年間の研究が
計画的に進められる
よう、１年目から各
学校のニーズをとら
えて支援することが
必要
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

152 担当課 計画
掲載頁

39

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

熱意と指導力のある教員の育成

学校訪問事業 教育指導課

・指導主事の学校訪問により、教員の指導力及び学校の教育力の向上を図る。
・学校が抱える諸課題について、支援を図り、学校とともに諸課題の解決を図る。

・３年間で４６校の計画訪問と９校の研究推進校に対する要請訪問を行い、学校の教育
力の向上及び教員の指導方法の工夫改善につながる事業を実施する。
・必要に応じ、学校が抱える諸課題の解決に向けて指導主事による指導・助言や学校問
題解決支援員による学校支援を行う。

・学校の教育力、教員の指導力の向上や、複雑化、多様化する学校の諸課題の解決を図
り、学校教育活動の充実に向けて、指導主事や学校問題解決支援員等による学校訪問を
行う。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・計画訪問
・要請訪問
・学校問題解決支
援員、いじめ防止
対策ＳＣ、スクー
ルロイヤーの訪問

B

訪問により、教員
の指導力や学校の
チーム力向上が図
られたため

取組計画
（目標値）

・計画訪問
・要請訪問
・学校問題解決支
援員、いじめ防止
対策ＳＣ、スクー
ルロイヤーの訪問

・計画訪問
・要請訪問
・学校問題解決支
援員、いじめ防止
対策ＳＣ、スクー
ルロイヤーの訪問

・計画訪問
・要請訪問
・学校問題解決支援
員、いじめ防止対策
ＳＣ、スクールロイ
ヤーの訪問

・計画訪問
・要請訪問
・学校問題解決支
援員、いじめ防止
対策ＳＣ、スクー
ルロイヤーの訪問

取組実績

・学校からの要請
に基づく訪問の実
施
・保護者相談や学
校が抱える諸問題
に対し、指導主事
と学校問題解決支
援員が学校ととも
に対応し、効果的
な解決を図った
・コロナ禍におい
て計画訪問につい
ては、中止

・コロナ禍におい
ても感染症対策を
講じながら計画訪
問を実施
・指導主事、学校
問題解決支援員、
いじめ防止対策担
当SC、スクールロ
イヤーによる学校
訪問を行い、各学
校の抱える課題の
把握と解決に向け
て助言をした

・16校の計画訪問を
実施し、主体的・対
話的で深い学びの授
業実践に向けて指
導・助言を行った
・学校のニーズに合
わせて、スクールロ
イヤーやいじめ防止
対策SC、学校問題解
決支援員等の訪問要
請に応じ、事案の対
応等を随時行った

訪問により学校組
織に助言し、チー
ムによる対応が図
られたため

迅速かつ、的確な指
導助言が行えるよう
に最優先で取り組ん
だため

課題を踏まえた
今後の取組

・計画訪問及び要
請訪問を通して、
「主体的・対話的
で深い学び」の視
点からの授業づく
りや「指導と評価
の一体化」につい
て、教職員の意識
を高めていく
・各学校で諸問題
の未然防止に努め
るほか、初期対応
を丁寧に行う必要
があるため、学校
を訪問し、支援を
行っていく

・計画訪問や四者
訪問の際、授業を
含め、教育活動全
体を通して、魅力
あるよりよい学校
となるよう「居場
所づくり」「絆づ
くり」を意識した
取組の大切さにつ
いて周知するとと
もに、好事例を発
信していく

・計画訪問における
指導助言の視点とし
て、日々の授業づく
りとともに、一人ひ
とりの児童生徒の特
性や個性、背景等の
児童生徒理解に基づ
く、積極的な生徒指
導や魅力的な学校づ
くりに向けた指導助
言も併せて推進して
いく

・授業研究の推進
とともに、「指導
と評価の一体化」
についての研究推
進が必要である
・学校が抱える諸
問題や対応ケース
が複雑化してきて
いる

・授業力向上を図
るとともに、評価
方法の妥当性・信
頼性を高める必要
がある
・学校が抱える問
題が複雑化してお
り、普段からの連
携が必要である

・学習改善や指導改
善に努め、より妥当
性・信頼性のある学
習評価を実施する必
要がある
・事案に対する組織
的対応について指
導・助言が必要であ
る
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

153 担当課 計画
掲載頁

40

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

熱意と指導力のある教員の育成

教育文化センター学校人
材育成事業

教育指導課

・「藤沢市立学校教職員人材育成基本方針」に基づき、日々の教育実践に必要な教職
専門者としての研修を行い、教師の資質能力の向上や力量を高め、教育の質的向上を
図る。

・新規採用教員及び教職１、２、３、４、１２年経験者・新規臨時的任用教員等を対
象とした研修を実施する。
・教育に関する専門的な知識や実践力を習得するための希望による研修を実施する。
・経験の浅い教職員に対し、土曜研修講座を実施する。
・学校の要請に応じて授業力向上研修講座を実施したり、校内研修や校内研究の支援
を行ったりする。

・教職員の教育に対する情熱・教職の専門家としての確かな力量・総合的な人間力等
を高めるために、経験年数や職務・職責に応じ、各課と連携しながら各事業のさらな
る充実を図る。
・学校の課題やニーズを捉え、授業力向上及び教育に関する様々な課題に対応できる
研修の充実を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・人材育成に係
る研修の実施
・教職員に対す
る支援の実施

B

開催方法を工夫
して実施できた
ため

取組計画
（目標値）

・人材育成に係
る研修の実施
・教職員に対す
る支援の実施

・方針の見直し
・人材育成に係
る研修の実施
・教職員に対す
る支援の実施

・人材育成に係
る研修の実施
・教職員に対す
る支援の実施

・人材育成に係
る研修の実施
・教職員に対す
る支援の実施

取組実績

・初任者研修
（7回）、経験
者研修（４回）
の実施（計１１
回）
・企画（希望）
研修の実施（１
２回）
・新規臨時的任
用職員対象研修
（２５人）

・人材育成基本方
針の改定
・初任者研修（7
回）、経験者研修
（４回）の実施
（計１１回）
・企画（希望）研
修の実施（３５
回）
・新規臨時的任用
職員対象研修（２
２人）

・初任者研修（7
回）、経験者研
修（４回）の実
施（計１１回）
・企画（希望）
研修の実施（３
３回）
・新規臨時的任
用職員対象研修
（２０人）

基本方針の改定
及び開催方法を
工夫して実施で
きたため

開催方法を工夫
して実施できた
ため

課題を踏まえた
今後の取組

・「藤沢市立学
校教職員人材育
成基本方針」を
見直す
・キャリアス
テージに応じた
研修内容を検討
する
・学校が抱える
課題やニーズを
把握する

・「藤沢市立学
校教職員人材育
成基本方針」の
具現化
・キャリアス
テージに応じた
研修内容の実践
・学校が抱える
課題やニーズに
応じた研修事業
の実践

・「藤沢市立学
校教職員人材育
成基本方針」の
具現化
・キャリアス
テージや任用形
態に応じた研修
内容の実践
・学校が抱える
課題やニーズに
応じた研修事業
の実践

・方針の見直し
・コロナ禍に対
応した開催方法
や内容の検討
・ニーズに応じ
た研修や支援の
実施

・コロナ禍にお
ける効果的な研
修の検討
・ニーズに応じ
た研修や支援の
実施

・ニーズに応じ
た研修や支援の
実施
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

154 担当課 計画
掲載頁

40

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

熱意と指導力のある教員の育成

教育文化センター研究事
業

教育指導課

・教育課程開発及び授業についての実践的研究や研修を行い、教師の指導力を高め、
小・中・特別支援学校の教育内容・指導方法の改善・充実を図る。

・教育課題調査研究部会を開催し、教育の今日的課題について調査研究を行う。
・各教科・領域等の研究部会において実践的研究を行い、その研究成果を報告書、報告
会、研修講座、授業研究セミナー等を通して広く学校現場へ提案する。
・小学校３・４年生用の社会科教材として、社会科資料集「ふじさわ」を編集・発刊す
る。

・教育課題調査研究部会及び各教科・領域等の研究部会において、今後も継続的かつ実
践的な研究を行い、教職員に対し広く発信していく。
・児童生徒の学習の理解を深める教材開発の充実を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・調査研究の実
施
・各教科・領域
等研究の実施

B

開催方法を工夫
して各研究を推
進できたため

取組計画
（目標値）

・調査研究の実
施
・各教科・領域
等研究の実施
・社会科資料集
編集・発刊

・調査研究の実
施
・各教科・領域
等研究の実施

・調査研究の実
施
・各教科・領域
等研究の実施

・調査研究の実
施
・各教科・領域
等研究の実施

取組実績

・教育課題調査
研究部会の開催
（6回）
・各教科領域等
研究部会の開催
（6部会４４
回）
・社会科資料集
編集委員会の開
催（９回）

・教育課題調査
研究部会の開催
（12回）
・各教科領域等
研究部会の開催
（6部会４8
回）
・社会科資料集
編集委員会の開
催（11回）

・各教科領域等
研究部会の開催
（6部会７２回）

学習意識調査は考
察まで行い、社会
科資料集は新訂し
発刊できたため

開催方法を工夫
して各研究を推
進できたため

課題を踏まえた
今後の取組

・コロナ禍の学
校の様子をつか
み、学習意識調
査の考察に生か
す
・資質・能力の
より良い育成を
図る授業研究に
取り組む
・地域学習に適
した内容を盛り
込んだ資料集を
作成する

・研究して得られ
た結果を、多くの
先生方に周知でき
るように、周知方
法を多彩に行う
・研究部会に参加
する時間を確保す
るために、リモー
ト会議なども行う
・教育課題でもあ
るICTの活用方法
について模索する

・研究して得ら
れた結果を、多
くの先生方に周
知できるよう
に、周知方法を
多彩に行う
・資質・能力の
より良い育成を
図る授業研究に
取り組む

・延期した学習
意識調査の実施
・教科領域等研
究の充実
・延期した社会
科資料集の発刊

・教科領域等研
究の充実と研究
の周知方法
・研究員が研究
に取り組む時間
の確保

・教科領域等研
究の充実と研究
の周知方法
・研究員が研究
に取り組む時間
の確保
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基本方針 1 施策の柱

事業コード
事業名

155 担当課 計画
掲載頁

40

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

ともに学び、多くの人と
かかわり合いながら自立
する子どもを育成します

熱意と指導力のある教員の育成

教育文化センター文化事
業

教育指導課

・教育及びこれに係る文化の振興を支援する。

・教育関係書籍及び資料等の収集、整理、保存、活用を図るために「教育専門図書室」
を運営する。
・市内教職員や市民を対象に、教養を高め、広い視野から教育を展望する「教育文化講
演会」を実施する。
・児童・生徒・市民の科学的探究心の啓発を図るために、「藤沢市総合かがく展」を開
催する。
・教育情報誌「ふじさわ教育」を編集・発刊し、市内教職員及び教育関係機関に向け、
教育史、藤沢の自然等の教育情報を提供する。

・教育専門図書室の教育関係書籍及び資料等の充実を図り、活用を推進する。
・「藤沢市総合かがく展」を開催し、児童・生徒の科学的探究心の育成を図る。
・年２回発刊する「ふじさわ教育」の内容の充実を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・教育専門図書室
の充実、活用
・総合かがく展の
開催
・「ふじさわ教
育」の発刊

B

開催方法等を工
夫し、実施でき
たため

取組計画
（目標値）

・教育専門図書室
の充実、活用
・総合かがく展の
開催
・「ふじさわ教
育」の発刊

・教育専門図書室
の充実、活用
・総合かがく展の
開催
・「ふじさわ教
育」の発刊

・教育専門図書室の
充実、活用
・総合かがく展の開
催
・「ふじさわ教育」
の発刊

・教育専門図書室
の充実、活用
・総合かがく展の
開催
・「ふじさわ教
育」の発刊

取組実績

・蔵書管理シス
テムOPACの作
成
・「ふじさわ教
育」運営員会
（集合開催１
回、書面開催１
回）
・総合かがく展
ちらし作成

・蔵書検索システ
ムカーリルの運用
・「ふじさわ教
育」発刊（8月
183号、2月184
号）
・第52回総合かが
く展開催（会場:教
育文化センター
（11/20～28）

・蔵書管理システ
ム市内統一にむけ
て導入への取り組
みを進めた
・「ふじさわ教
育」発刊（8月
185号、2月186
号）
・第5３回総合か
がく展開催（1０
月）

カーリルの活用、
かがく展の開催が
実施できたため

開催方法等を工
夫し、実施でき
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・学校の実情を
ふまえた蔵書管
理システムの構
築
・コロナ禍での
総合かがく展の
開催
・内容の充実し
た「ふじさわ教
育」の発刊

・学校の実情を
ふまえた蔵書管
理システムの構
築
・次年度の総合
かがく展の運営
方法
・時事等に応じ
た「ふじさわ教
育」の発刊

・学校の実情をふ
まえた蔵書管理シ
ステムの導入に向
けた環境整備
・充実した総合か
がく展の開催
・内容の充実した
「ふじさわ教育」
の発刊

・蔵書管理シス
テムのさらなる
発展
・総合かがく展
の実施

・蔵書管理・検
索システムのさ
らなる発展
・総合かがく展
の実施の仕方

・蔵書管理シス
テムのさらなる
発展
・総合かがく展
の実施
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

211-1 担当課 計画
掲載頁

41

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

教職員の意識改革が
図られ、防災マニュ
アルの見直しにもつ
ながったため

管理職対象に研修会
を行ったことで、全
校の防災意識を高め
ることができたため

課題を踏まえた
今後の取組

・津波浸水被害が想
定される南部の学校
での実施が一通り済
んだことから、今後
は引き続き北部にお
いても、地域性に応
じた防災教育を実施
していく
・まだ研修会を実施
していない学校へ、
受講を促すよう情報
発信する

年に３校ずつ継続的
に研修を実施してき
たことで、受講した
教職員が市内の別の
学校に異動するな
ど、受講していない
学校も含め、一定の
成果は満たした。今
後は、防災教育をも
う一段階進めるため
に、形態を一部変更
し、管理職研修など
で防災研修会を実施
するなどの工夫を行
う

学校で防災研修会を
実施する際に、他校
にも呼びかけ、希望
する教職員が見学で
きるようにするな
ど、実施校以外にも
研修会の効果が波及
するよう工夫する

・防災研修会の効果
について、情報発信
していく必要がある
・各校の防災マニュ
アルの点検方法につ
いて検討が必要であ
る

２回目の防災研修会
を申し込む学校も出
てきており、１回目
と同じ内容で実施す
るのではなく、研修
プログラムの内容・
形態について検討が
必要である

管理職対象に研修会
を開いたことで、学
校に大木准教授によ
る研修会を実施して
ほしいという声が多
く挙がっているが、
予算面で回数を増や
すことが難しい

取組実績

慶應義塾大学環境
情報学部の大木聖
子准教授による防
災研修会を年間3
回行った（小学校
２校、中学校１
校）

慶應義塾大学環境
情報学部の大木聖
子准教授による防
災研修会を年間3
回行った（小学校
２校、中学校１
校）

・慶應義塾大学環
境情報学部の大木
聖子准教授による
防災研修会を年間
3回（小・中学校
各１校、５５校の
管理職対象に１
回）実施した

取組計画
（目標値）

研修会の実施 研修会の実施 研修会の実施 研修会の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

研修会の実施

B

教職員の意識改革が
図られ、防災マニュ
アルの見直しにもつ
ながったため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

命を守る教育の推進

防災教育推進事業 教育指導課

・災害に対する適切な対応策を整備し、児童生徒が災害に対して適切に対処できるよう
防災教育を充実させる。

・各学校が「地震―そのとき学校は―」の内容を参考に作成した学校防災マニュアル等
に対する助言を行う。
・主体的に避難行動がとれる児童生徒の育成を目指して、防災研修会を行う。

・防災研修会を年３校で実施する。
・各学校の防災マニュアルについて、専門的見地からの助言も反映させ、点検・指導す
る。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

211-2 担当課 計画
掲載頁

41

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

命を守る教育の推進

防災教育推進事業 危機管理課

・防災に対する意識を高め、将来において地域における防災の担い手となることを目指
す。

・中学校において、防災講話・防災訓練（消火器取扱訓練、濃煙体験、防災倉庫見学、
ロープワーク、震度体験、埋設型トイレ見学（組立）、応急担架）・応急手当教育等を
学校の希望に合わせて実施する。

・地域防災力のさらなる向上のため、引き続き実施していく。また、内容については、
時代に即した訓練ができるように常に見直しを図っていく。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

A Ｃ

防災講話・防災
訓練の実施
（11校）

B

計画どおり取り
組むことができ
たため

取組計画
（目標値）

防災講話・防災
訓練の実施（３
校）

防災講話・防災
訓練の実施（５
校）

防災講話・防災
訓練の実施（７
校）

防災講話・防災
訓練の実施（9
校）

取組実績

防災教育とし
て、防災講話・
起震車体験・消
火器取扱訓練・
濃煙体験・パー
ティション組み
立て訓練等を４
校で実施

防災教育とし
て、防災講話・
起震車体験・消
火器取扱訓練・
濃煙体験・パー
ティション組み
立て訓練等を１
校で実施

防災教育とし
て、防災講話・
起震車体験・消
火器取扱訓練・
濃煙体験・パー
ティション組み
立て訓練等を6校
で実施

コロナ禍により、
訓練が中止となっ
たため

計画どおり取り
組むことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

訓練実施拡大に
向けて、校長会
を通じ十分な事
業周知を図って
いく

訓練実施拡大に
向けて、校長会
を通じ十分な事
業周知を図って
いく

校長会等を通じ
て訓練趣旨の周
知を図っていく

・実施校の拡大
手法の検討

・３年生と比較
して１～２年生
に対する実施が
少ない

・感染症対策を
考慮した訓練内
容の検討

・３年生と比較
して１～２年生
に対する実施が
少ない

・実施校を増や
すために訓練内
容を検討する必
要がある

・ほぼ３年生に
対する訓練に
なっている
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

212 担当課 計画
掲載頁

41

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

命を守る教育の推進

防犯教育推進事業
教育指導課・防犯交通

安全課

・児童生徒の防犯意識を高めるため、防犯教育を推進する。

・犯罪機会論の視点を生かした地域安全マップづくりを支援し、児童生徒が自ら危険な
場所を読み取る力を養い、危機回避能力を向上させる。
・学校安全担当者会において、学校における地域安全マップづくりについて教職員研修
を行い、理解を深める。

・学校における地域安全マップづくりを年２校ずつモデル校として行う。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

学校における地域
安全マップづくり
の推進

Ｂ

模擬フィールドワー
クを行い、防犯意識
が高まったため

取組計画
（目標値）

学校における地域安
全マップづくりの推
進

学校における地域安
全マップづくりの推
進

学校における地域安
全マップづくりの推
進

学校における地域
安全マップづくり
の推進

取組実績

・新型コロナウイル
ス感染拡大防止のた
め地域安全マップ指
導者養成講座（学校
安全担当者会）は書
面開催となった

・講師作成の地域安
全マップ研修動画を
各学校で視聴できる
ようにした

・新型コロナウイル
ス感染拡大防止のた
め地域安全マップ指
導者養成講座（学校
安全担当者会）をオ
ンラインで開催した
・フィールドワーク
に代わるものとし
て、グーグルマップ
を使用し、デジタル
で行うことができた

・地域安全マップ指
導者養成講座（学校
安全担当者会）をオ
ンラインで開催した
・小学校２校で学区
をフィールドワーク
しながら、犯罪機会
論の視点を生かした
地域安全マップづく
りを行うことができ
た

学校安全担当者会を
オンラインで開催
し、防犯意識が高
まったため

担当者会の開催と、
小学校での地域安全
マップづくりが再開
できたため

課題を踏まえた
今後の取組

・防犯の視点が薄ま
らないよう、自ら危
険を察知し、防犯に
備えるという意識が
身につくよう、学校
安全担当者会をとお
して周知していく

・コロナ禍でも学ぶ
機会を提供できるよ
うな教材についての
検討を行う

・コロナ禍でも学ぶ
機会を提供できるよ
う、学校安全担当者
会をオンラインで開
催するなど今後も検
討する

・学校における地域
安全マップづくりを
１校でも開催できる
よう、開催方法や工
夫について検討を行
う

・地域安全マップづ
くりにかかる時間を
少しでも短くできる
よう、手書きの地図
にこだわらず、１人
１台端末などを活用
したデジタルデータ
での作成も選択肢と
して学校に提示して
いく

動画視聴等で知識を
身につけることはで
きるが、コロナ禍で
はグループでの
フィールドワークや
地域安全マップの作
成が困難なため実践
的な理解にまで至ら
ない

動画視聴等で知識を
身につけることはで
きるが、コロナ禍で
はグループでの
フィールドワークや
地域安全マップの作
成が困難なため実践
的な理解にまで至ら
ない

グループでのフィー
ルドワークを含む地
域安全マップの作成
には時間がかかるこ
とと、お手伝いいた
だく地域人材の確保
が難しい
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

213-1 担当課 計画
掲載頁

42

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

コロナ禍におい
て工夫をし、実
施することがで
きたため

プール実習を実
施する学校が増
えたため

課題を踏まえた
今後の取組

クラスごとの取
組やオンライン
での対応なども
含め実施形態を
工夫して行える
ようにしていく

今年度、実施形
態を工夫するこ
とで実施ができ
た。今後その工
夫を生かしなが
ら、プールでの
実施校が増える
よう開催方法の
検討を行う

プールでの実施
校が増えるよ
う、開催方法を
工夫するととも
に、実施スケ
ジュールの調整
に努め、なるべ
く多くの学校で
開催できるよう
にする

コロナ禍でも可
能な事業の実施
形態について検
討が必要

コロナ禍のた
め、実際、プー
ルで水中に入っ
ての講習を実施
した学校は２校
に留まった

コロナの影響が
小さくなり、希
望する学校数が
増えてきている
ため、希望して
も実施できない
学校が出てくる
可能性がある

取組実績

コロナ禍におい
て実施を見合わ
せた

小学校１３校、
中学校８校で実
施することがで
きた

小学校１７校、
中学校６校で実
施することがで
きた

取組計画
（目標値）

ジュニアライフ
セービング教室
の実施

ジュニアライフ
セービング教室
の実施

ジュニアライフ
セービング教室
の実施

ジュニアライフ
セービング教室
の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C Ｂ

ジュニアライフ
セービング教室
の実施

B

コロナ禍におい
て実施を見合わ
せたため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

命を守る教育の推進

救命普及啓発推進事業 教育指導課

・児童生徒が、水辺における活動の中で自らの安全を確保し、水難事故を防止できるよ
うにする。

・海の安全や水難事故の防止について発達段階に応じて分かりやすく説明し、参加体験
型の手法を取り入れたジュニアライフセービング教室を実施する。

・希望する小・中学校で年２０校程度、ライフセーバーによるジュニアライフセービン
グ教室を実施する。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

213-2 担当課 計画
掲載頁

42

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

命を守る教育の推進

救命普及啓発推進事業 救急救命課

・普通救命講習を受講することにより救命技術を習得し、緊急時や災害時等において自
らで命を守る行動が取れるようにする。
・普通救命講習を通じ、命の大切さを学んでもらう。

・中学校において、普通救命講習（心肺蘇生法とAEDの取り扱い講習）を実施し、正し
い応急手当を教育する。

・普通救命講習は年間を通して受講可能な体制を整えていることから、すべての中学校
において救命講習が受講できるよう、学校関係者に依頼する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C Ｃ

コロナ終息後はす
べての中学校にお
いて救命講習を実
施。

B
救命講習（実技）が
実施できていないた
め。

取組計画
（目標値）

全ての中学校におい
て、救命講習を実
施。

コロナ禍では、救命
講習の代替手法で実
施。コロナ終息後は
すべての中学校にお
いて救命講習を実
施。

コロナ禍では、救命
講習の代替手法で実
施。コロナ終息後は
すべての中学校にお
いて救命講習を実
施。

コロナ終息後はす
べての中学校にお
いて救命講習を実
施。

取組実績

新型コロナウイルス
感染症の影響によ
り、救命講習が実施
できず、救命講習を
要望した学校には救
急講話として対応。

まん延防止等重点措
置の延長により、救
命講習を実施でき
ず、救命講習を要望
した学校には代替手
法で対応した。

救命講習を希望した
学校には、大人数に
対応した方法の検討
を行い、市内公立中
学校７校で実施し、
計１３０１人が受講
した。

代替手法について
は、まん延防止等重
点措置の延長によ
り、ごく一部の学校
しか実施できなかっ
たため。

講習を希望した学校
（７校）には対応す
ることができたが、
すべての中学校で実
施することはできな
かった。

課題を踏まえた
今後の取組

コロナ禍において
は、これまでどおり
の講習を実施するこ
とは難しい。代替手
法が無いか等を引き
続き検討していく。
また、コロナが終息
後は、すべての中学
校で救命講習を実施
できるよう取り組ん
でいく。

派遣職員の感染防止
を徹底して感染源と
ならないよう注意し
て救命講習を実施す
るよう取り組む。

コロナ禍が落ち着く
中、救命講習の開催
数は増えているが、
目標値には達してい
ない。
新型コロナウイルス
感染症が５類に移行
するに伴い、コロナ
以前と同様の救命講
習が実施できるよ
う、市内すべての中
学校に働きかけてい
く。

感染防止対策とし
て、救命講習で使用
する人形等は１人１
体としているが、１
００体しか保有して
いないため、生徒全
員を一度に実施する
ことができない。

まん延防止等重点措
置等が発出されると
市民向けの救命講習
は中止しているた
め、実施の判断が難
しい。

令和４年夏及び冬に
新型コロナウイルス
感染症の第７波、第
８波があり、実施す
ることができなかっ
た。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

221 担当課 計画
掲載頁

42

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

・全校に設置した防
犯カメラを本格運用
したため
・全1０地区に警察
ＯＢのＳＧＬを配置
したため

・不審者対策の抑止
力として、防犯カメ
ラを活用できたため
・新しいＳＧＬとし
ての人材を確保し、
配置できたため

課題を踏まえた
今後の取組

・個別に連絡を取
り、活動状況や安全
指導について情報共
有していく
・防犯カメラと非常
通報システムを継続
して運用し、児童生
徒の安全安心の確保
に努めていく

・ＳＧＬの新しい人
材（警察ＯＢ）を数
年かけて確保できる
よう動いていく
・防犯カメラをより
有効に活用するため
に、防犯カメラのマ
ニュアルを今一度確
認し、周知していく

・引き続き、ＳＧＬ
の新しい人材（警察
ＯＢ）を数年かけて
確保できるよう動い
ていく
・防犯カメラが作動
中であることを、よ
り外部に示せるよう
に掲示物などを工夫
する

・ＳＧＬの人材確保
が難しい
・コロナ禍の影響
で、集合しての情報
交換の会を実施する
ことができなかった

・防犯カメラの操作
方法に対する質問が
多く、学校もまだ慣
れていなかった
・ＳＧＬの新たな人
材確保

・防犯カメラの抑止
力を効果的に発揮で
きるよう稼働中の表
示をわかりやすくす
る
・ＳＧＬの新たな人
材確保

取組実績

・市内55校の非常
通報システムと防犯
カメラを整備し、不
審者侵入に備えた
・市内10地区35小
学校区にＳＧＬを配
置し、おはようボラ
ンティアや地域組織
とも連携を行いなが
ら、児童生徒の登下
校時や放課後の安全
に寄与した

・市内55校の非常
通報システムと防犯
カメラを運用し、不
審者侵入に備えた
・市内10地区3５小
学校区にＳＧＬを配
置し、おはようボラ
ンティアや地域組織
とも連携を行いなが
ら、児童生徒の登下
校時や放課後の安全
に寄与した

・市内55校の非常
通報システムと防犯
カメラを運用し、不
審者侵入に備えると
ともに、安全確保に
ついて通知した
・ＳＧＬを配置し、
おはようボランティ
アや地域組織とも連
携し登下校時や放課
後の安全に寄与した

取組計画
（目標値）

・学校非常通報シス
テム・防犯カメラの
整備・運用
・スクールガード・
リーダー（ＳＧＬ）
の配置

・学校非常通報シス
テム・防犯カメラの
整備・運用
・スクールガード・
リーダー（ＳＧＬ）
の配置

・学校非常通報シス
テム・防犯カメラの
整備・運用
・スクールガード・
リーダー（ＳＧＬ）
の配置

・学校非常通報シ
ステム・防犯カメ
ラの整備・運用
・スクールガー
ド・リーダー（Ｓ
ＧＬ）の配置

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・学校非常通報シ
ステム・防犯カメ
ラの整備・運用
・スクールガー
ド・リーダー（Ｓ
ＧＬ）の配置

B
・全校に防犯カメラ
を設置したため
・全10地区にＳＧ
Ｌを配置したため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

安全・安心で快適な学校施設等の整備

学校安全対策事業 教育指導課

・児童生徒の安全確保及び学校の安全管理を図る。
・児童生徒及び教職員の防犯意識を高め、安全・安心な環境での学習活動を図る。

・学校非常通報システムの整備・運用
・スクールガード・リーダーの配置
・防犯カメラの設置

・学校非常通報システムの整備・運用と、スクールガード・リーダーの配置を継続し、
児童生徒の安全安心の確保に努める。
・市立小・中・特別支援学校に防犯カメラを関係各課とともに設置する。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

222 担当課 計画
掲載頁

43

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

関係機関と連携
した対応により
通学路の安全確
保が図られたた
め

関係機関と連携
した対応により
通学路の安全確
保が図られたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響が、当面、続
くことが想定さ
れることから、
効率的・効果的
な点検のあり方
や点検に係る情
報共有の手法に
ついて、通学路
安全対策検討会
議等で協議する

学校と関係機関
のより一層の連
携を図るため、
より効果的な情
報共有の手法を
通学路安全対策
検討会議等で協
議する

市民センター・
公民館との連携
強化のため、通
学路の危険箇所
の情報共有や検
討会議での協議
結果について、
市民センター・
公民館とも情報
共有を図る

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響に伴い、通学
路合同点検に代
え、関係機関で
書面による安全
対策実施結果の
共有を図った

ハード面での交通
安全対策には限界
があり、通学路変
更の検討や児童へ
の交通安全指導な
ど、ソフト面での
更なる対応が必要
である

通学路の課題等に
ついては、地域団
体との連携も重要
となるため、地域
の拠点である市民
センター・公民館
との連携を強化す
る必要がある

取組実績

報告のあった危
険箇所につい
て、関係機関と
連携し、安全対
策を実施した
・報告箇所数
　　７６箇所
・対応箇所数
　　４２箇所

報告のあった危
険箇所につい
て、関係機関と
連携し、安全対
策を実施した
・報告箇所数
　　167箇所
・対応箇所数
　　96箇所

報告のあった危
険箇所につい
て、関係機関と
連携し、安全対
策を実施した
・報告箇所数
　　160箇所
・対応箇所数
　　93箇所

取組計画
（目標値）

「藤沢市通学路
交通安全プログ
ラム」に基づく
安全対策の実施

「藤沢市通学路
交通安全プログ
ラム」に基づく
安全対策の実施

「藤沢市通学路
交通安全プログ
ラム」に基づく
安全対策の実施

「藤沢市通学路
交通安全プログ
ラム」に基づく
安全対策の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

「藤沢市通学路
交通安全プログ
ラム」に基づく
安全対策の実施

B

関係機関と連携
した対応により
通学路の安全確
保が図られたた
め

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

安全・安心で快適な学校施設等の整備

通学路安全対策推進事業
学務保健課・防犯交通
安全課・道路整備課・

道路維持課

・小学校の通学路における交通安全を確保するため、学校・警察等と連携し市立小学校
の通学路合同点検を行い、安全対策を実施する。

・「藤沢市通学路交通安全プログラム」に基づき次のように安全対策を実施する。
　-学校による危険箇所の抽出
　-合同点検の実施
　-点検結果に基づく対策案の検討、策定
　-対策の実施

・今後とも、小学校の通学路の安全を確保するため、関係機関と連携し、合同点検を行
い、通学路の安全対策を実施する。
・過去の継続協議案件について、学校及び保護者と話し合いの場を設け、通学路の変更
についての検討を支援する。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

223 担当課 計画
掲載頁

43

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

当初計画どお
り、備蓄を更新
したため。

当初計画どお
り、備蓄の維持
管理を行ったた
め。

課題を踏まえた
今後の取組

飲料水の保存期
限に留意し、今
後も計画的に備
蓄を更新してい
く。

飲料水の保存期
限に留意し、今
後も計画的に備
蓄を更新してい
く。

飲料水の保存期
限に留意し、今
後も計画的に備
蓄を更新する。
また、令和6年度
の更新に向け、
令和５年度中に
準備を進める。

飲料水の保存期
限（５年）があ
るため、更新時
期を管理する必
要がある。

飲料水の保存期
限（５年）があ
るため、更新時
期を管理する必
要がある。

飲料水の保存期
限（5年）がある
ため、更新時期
を管理する必要
がある。

取組実績

市内中部地区に
ある市立小・中
学校の飲料水の
備蓄を更新し
た。

市内北部地区に
ある市立小・中
学校の飲料水の
備蓄を更新し
た。

市内全地区市立
小・中・特別支
援学校の備蓄済
の飲料水を適切
に維持管理し
た。

取組計画
（目標値）

市内中部地区に
ある市立小・中
学校の飲料水の
備蓄を更新す
る。

市内北部地区に
ある市立小・中
学校の飲料水の
備蓄を更新す
る。

市内全地区市立
小・中・特別支
援学校の備蓄済
の飲料水を適切
に維持管理す
る。

市内全地区市立
小・中・特別支
援学校の備蓄済
の飲料水を適切
に維持管理す
る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

市内南部地区に
ある市立小・
中・特別支援学
校の飲料水の備
蓄を更新する。

B

当初計画どお
り、備蓄を更新
したため。

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

安全・安心で快適な学校施設等の整備

防災資機材等の整備事業
教育総務課・防災政策

課

・防災資機材の整備

・命を守る教育環境の整備のため、市立小・中・特別支援学校を南部・中部・北部の三
地区に分け、災害発生時における学校用飲料水の備蓄を行う。

・既に備蓄したものについても保存期限（５年）があるため、今後も計画的に飲用水の
備蓄更新を実施していく。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

224 担当課 計画
掲載頁

43

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り
組むことができ
たため

計画どおり取り
組むことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・早期実施に向
け、リースによ
る複数校を対象
とした更新及び
設置の検討

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・早期実施に向
け、リースによ
る複数校を対象
とした更新及び
設置の検討

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・早期実施に向
け、リースによ
る複数校を対象
とした更新及び
設置の継続的な
取組み

・管理諸室の空
調設備の老朽化
が進み更新が急
務
・猛暑による熱
中症対策として
特別教室への早
期設置が必要

・管理諸室の空
調設備の老朽化
が進み更新が急
務
・猛暑による熱
中症対策として
特別教室への早
期設置が必要

・管理諸室の空
調設備の老朽化
が進み更新が急
務
・猛暑による熱
中症対策として
特別教室への早
期設置が必要

取組実績

・小学校3校、中
学校1校の更新及
び新設を完了し
た
・小学校4校、中
学校2校の設計業
務を完了した

・小学校１校、
中学校1校の更新
工事に着手し、
小学校２校及び
中学校１校の更
新及び新設を完
了した
・特別支援学校
１校の設計業務
を完了した

・小４校、中２
校の更新を完了
し、特１校の更
新に着手した
・小１校、中１
校のリース更新
を完了した
・小３校の設計
委託業務を実施
した

取組計画
（目標値）

・工事4校
・設計委託6校

・工事5校
・設計委託1校

・工事7校
・リース2校
・設計委託3校

・工事３校
・リース4校

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・工事１校
・リース7校

B

計画どおり取り
組むことができ
たため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

安全・安心で快適な学校施設等の整備

学校施設環境整備事業
（空調設備整備）

学校施設課

・学校施設の環境整備工事を計画的に進めることで、教育環境の向上を図る。

・教育環境の向上を図るため、管理諸室等の空調設備の更新工事と合わせて、特別教室
の空調設備の設置工事を実施する。

・特定財源の確保に努めながら、年次計画に基づき継続して実施する。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

225 担当課 計画
掲載頁

43

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り
組むことができ
たため

計画どおり取り
組むことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・再整備事業の
実施と合わせた
事業実施の検討

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・再整備事業の
実施と合わせた
事業実施の検討

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・再整備事業の
実施と合わせた
事業実施の検討

・工事予算の確
保が困難な状況
・他の工事との
バランスを考
え、著しく悪化
している学校を
対象とする

補助事業外の工
事（体育倉庫）
の整備手法の検
討が必要

補助事業外の工
事（体育倉庫）
の整備手法の検
討が必要

取組実績

実績なし 中学校１校のグ
ラウンド整備工
事を完了した

中学校１校のサ
ブグラウンド整
備工事を完了し
た

取組計画
（目標値）

グラウンド工事
１校

グラウンド工事
１校

サブグラウンド
工事１校

・サブグラウン
ド工事１校
・体育倉庫改修
1校

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

・グラウンド工
事１校
・体育倉庫改修
１校

B

他の工事との調
整及び財源確保
の観点から実施
を見送ったため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

安全・安心で快適な学校施設等の整備

学校施設環境整備事業
（グラウンド等整備）

学校施設課

・学校施設の環境整備工事を計画的に進めることで、教育環境の向上を図る。

・教育環境の向上を図るため、グラウンド整備工事及び体育倉庫改修工事を実施する。

・特定財源の確保に努めながら、年次計画に基づき継続して実施する。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

226 担当課 計画
掲載頁

44

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り
組むことができ
たため

計画どおり取り
組むことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・対象校の1系統
目の改修は完了
し、引き続き小
学校2系統目の改
修に取組み、そ
の後中学校2系統
目に着手する

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・小学校2系統目
を完了し、中学
校2系統目に着手
する

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・小学校2系統目
を完了し、中学
校2系統目の改修
に取組む

旧式のトイレが
まだ多く残って
おり、誰もが使
いやすく衛生面
に優れたトイレ
に順次改修して
いくことが求め
られている

対象校の旧式の
トイレは、誰も
が使いやすく衛
生面に優れたト
イレに順次改修
していく必要が
ある

洋式化やバリア
フリー対応のト
イレの設置な
ど、誰もが使い
やすく衛生面に
優れたトイレに
順次改修してい
く必要がある

取組実績

小学校4校（2系
統目）の改修を
完了した

小学校4校（2系
統目）の改修を
完了した

小学校５校（２
及び３系統目）
の改修を完了し
た

取組計画
（目標値）

工事4校 工事4校 工事5校 工事3校

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

工事3校

B

計画どおり取り
組むことができ
たため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

安全・安心で快適な学校施設等の整備

学校施設環境整備事業
（トイレ改修整備）

学校施設課

・学校施設の環境整備工事を計画的に進めることで、教育環境の向上を図る。

・教育環境の向上を図るため、トイレ改修工事を実施する。

・特定財源の確保に努めながら、年次計画に基づき継続して実施する。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

227 担当課 計画
掲載頁

44

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り
組むことができ
たため

計画どおり取り
組むことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・再整備事業の
実施と合わせた
事業実施の検討

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・再整備事業の
実施と合わせた
事業実施の検討
・プール集約化
にむけた検討

・特定財源を含
めた財源の確保
・国の予算編成
状況に応じた柔
軟な事業実施
・再整備事業の
実施と合わせた
事業実施の検討
・プール集約化
方針に基づく集
約化に向けた取
組の推進

外壁の劣化や設
備の老朽化が進
み、児童生徒の
安全の確保、学
校運営の継続の
観点から、計画
的な改修が必要

・児童生徒の安
全の確保、学校
運営の継続の観
点から、計画的
な改修が必要
・補助事業外の
工事（プール）
の整備手法の検
討が必要

・児童生徒の安
全の確保、学校
運営の継続の観
点から、計画的
な改修が必要
・補助事業外の
工事（プール）
の整備手法の検
討が必要

取組実績

中学校1校の校舎
棟の外壁改修及
び小学校7校の屋
内運動場外壁改
修を完了した

.・小学校１校及
び中学校1校の校
舎棟外壁等改修
と小学校５校及
び中学校５校の
屋内運動場外壁
等改修を実施し
た
・小学校１校の
給水設備改修を
実施した

.・小２校の校舎
棟、小４校及び
中３校の屋内運
動場外壁等改修
を実施した
・中２校の給水
設備改修を実施
した
・中１校のプー
ル設備改修を実
施した

取組計画
（目標値）

・校舎外壁1校
・屋体外壁7校

・校舎外壁2校
・屋体外壁10校
・給水設備1校

・校舎外壁2校
・屋体外壁7校
・給水設備2校
・ﾌﾟｰﾙ設備1校

・校舎外壁2校
・屋体外壁3校
・給水設備１校

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・校舎外壁2校
・屋体外壁3校
・給水設備2校
・ﾌﾟｰﾙ塗装5校
・ﾌﾟｰﾙ設備3校

B

計画どおり取り
組むことができ
たため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

安全・安心で快適な学校施設等の整備

学校施設維持保全事業 学校施設課

・老朽化した校舎外壁等の改修や設備、機器等の更新工事を計画的に進めることで、学
校施設の維持保全を図るとともに、安心して学習できる教育環境を確保する。

・学校施設の維持保全を図るため、校舎及び屋内運動場の外壁、屋上防水工事等を実施
する。
・学校施設の維持保全を図るため、設備、機器等の改修、更新工事を実施する。
（給排水設備、放送設備、エレベーター、プールなど）

・特定財源の確保に努めながら、年次計画に基づき継続して実施する。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

228 担当課 計画
掲載頁

44

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り
組むことができ
たため

計画どおり取り
組むことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・特定財源を含
めた財源の確保
・対象校ごとの
実施計画の策定
・再整備プラン
における実施事
業への移行、調
整
・学校関係者、
地域住民との合
意形成

・特定財源を含
めた財源の確保
・再整備プラン
実施事業の計画
的な実施
・学校関係者、
地域住民との合
意形成

・特定財源を含
めた財源の確保
・再整備プラン
実施事業の計画
的な実施
・学校関係者、
地域住民との合
意形成
・現地調査結果
を踏まえた整備
手法の検討

老朽化の解消と
して、順次再整
備を進めていく
必要があるが、
実施事業の2校以
外は検討事業と
なり、未着手と
なった

・実施事業の計
画的な実施
・資材及び人件
費の上昇に伴う
事業費増

・実施事業の計
画的な実施
・資材及び人件
費の上昇に伴う
事業費増
・整備手法の検
討

取組実績

・基本方針の改
定を実施した
・鵠南小第1期工
事に着手した
・六会中屋体事
業を完了した

・実施計画を策
定した
・鵠南小第１期
工事のうち体育
館保育園棟が完
成した
・鵠沼中再整備
事業にむけて、
学校の意見集約
を行った

・鵠南小第１期
工事を完了し、
第2期工事のうち
校舎棟解体工事
を完了した
・仮設校舎への
移転を完了した
・鵠沼中の基本
実施設計に着手
した

取組計画
（目標値）

・基本方針の改
定
・改築事業
（鵠南小）
（六会中屋体）

・実施計画の策
定
・改築事業
（鵠南小）

改築事業
（鵠南小）
（鵠沼中）

改築事業
（鵠南小）
（鵠沼中）
（辻堂小）

・藤沢市立学校施設再整備基本方針の改定、第2期実施計画の策定

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

改築事業
（鵠南小）
（鵠沼中）
（辻堂小）

B

計画どおり取り
組むことができ
たため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

安全・安心で快適な学校施設等の整備

学校施設再整備事業 学校施設課

・学校施設（校舎、屋内運動場等）の老朽化を解消し、安全で良質な教育環境を確保す
る。

・学校施設の老朽化の解消を図るため、校舎、屋内運動場等の改築事業または大規模改
修事業を実施する。

・公共施設再整備プランに位置付けられた事業を計画に基づき実施していく。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

231 担当課 計画
掲載頁

45

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

長後小学校と大
清水中学校に特
別支援学級を設
置したため

秋葉台中学校に
特別支援学級を
設置したため

課題を踏まえた
今後の取組

白浜養護学校の過
大規模化解消や、
特別支援学級全校
設置について、学
校の適正規模・適
正配置を図る検討
と合わせて、検討
を進めていく

特別支援学級の仕
様を整理しニーズ
と転用可能教室の
状況を踏まえなが
ら、複数校の開級
目指して準備を進
めていく

特別支援学級の仕
様を整理しニーズ
と転用可能教室の
状況を踏まえなが
ら、複数校の開級
を目指して準備を
進めていく

特別支援学級設置
のニーズが高い地
域において、設置
できる教室が無い
学校に対する対応
方針や対応策につ
いて、引き続き検
討する必要がある

新たな障がい種別
の設置を含めた特
別支援学級の設置
における方針につ
いて、検討する必
要がある

特別支援学級設置
のニーズが高い地
域において、設置
できる教室が無い
学校に対する対応
方針や対応策につ
いて、引き続き検
討する必要がある

取組実績

・長後小学校、大
清水中学校特別支
援学級設置準備を
行った
・白浜養護学校の
教室不足等の改善
のために、仮設校
舎による対応につ
いて検討した

・大清水小学校特別
支援学級設置準備を
行った
・秋葉台小学校に新
たな障がい種別とし
て、難聴学級設置の
準備を行った
・白浜養護学校の教
室不足等の改善のた
めに、仮設校舎の設
置準備をした

・秋葉台中学校特別
支援学級設置準備を
行った
・白浜養護学校の教
室不足等の改善の方
策について、藤沢市
学校適正規模・適正
配置検討委員会にて
協議した

取組計画
（目標値）

・通級指導教室の運
営
・特別支援学級設置
の計画・準備・開級
・白浜養護学校教室
不足解消への取組

・通級指導教室の運
営
・特別支援学級設置
の計画・準備・開級
・白浜養護学校教室
不足解消への取組

・通級指導教室の運
営
・特別支援学級設置
の計画・準備・開級
・白浜養護学校教室
不足解消への取組

・通級指導教室の
運営
・特別支援学級設
置の計画・開級等
・白浜養護学校教
室不足解消への取
組

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・通級指導教室の
運営
・特別支援学級設
置の計画・開級等
・白浜養護学校教
室不足解消への取
組

B

大庭小学校と滝の
沢中学校に特別支
援学級を設置した
ため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

学びを支える質の高い教育環境の整備

特別支援教育整備事業 教育指導課

・特別支援学級や通級指導教室など、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の特性に
応じた教育の場の整備
・特別支援教育の充実

・特別な教育的支援を必要とする児童生徒への教育の充実や適切な支援など、本市の特
別支援教育を推進するため、教育環境の整備を行う。

・対象児童生徒数の推移や設置可能な教室の有無を踏まえ、計画的に特別支援学級の設
置を行う。（年２校程度）
・白浜養護学校の過大規模化を受け、教育環境整備の手立てを関係各課と共に検討す
る。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

232 担当課 計画
掲載頁

45

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

学びを支える質の高い教育環境の整備

学校ＩＣＴ環境整備事業 教育総務課

・子どもたち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ICT環境を提供する。

・ICT機器の充実
・教員のICTを活用した指導力の向上

・文部科学省が掲げる「GIGAスクール構想の実現」に向けて、2023年度（令和5年
度）までに児童生徒に対し1人1台の端末整備を行う。
・教員のICTを活用した指導力の向上を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響により、1人1台端末の整備が2020年度（令和2年
度）中に前倒しとなった。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

文具としての定
着

B

1人1台端末に必
要な、約25,00
0台の端末整備が
完了したため

取組計画
（目標値）

1人1台端末の整
備

ICT機器の文具化 学びへの活用
（全教員）

学びの深化（全
教員）

取組実績

市立小・中・特
別支援学校全て
の児童・生徒に
対して、1人1
台、端末を調達
した

・インターネッ
ト環境のない家
庭へのモバイル
Wi-Fiルーターの
整備を行った
・教員に対し、
授業支援ツール
等の研修を実施
した

・インターネッ
ト環境のない家
庭へのモバイル
Wi-Fiルーターの
継続貸与
・教員に対する
授業支援ツール
等の研修の実施
・教員の授業用
端末の追加整備

一部の学校で端
末の持ち帰りを
実施し始めたた
め

端末を活用した
授業が定着し始
めているため

課題を踏まえた
今後の取組

・端末運用の整
理
・教職員への情
報活用能力の必
要性の周知や、
意識啓発に向け
た研修を実施す
る

・インターネッ
ト環境がない家
庭への支援
・教職員間同士
の情報共有を促
進していく

・オンラインや
オンデマンド型
研修の実施
・ICT支援員によ
る定期的な研修
の実施

・35,000台の
端末を安定的に
稼働させるため
の環境整備
・教職員の意識
改革

・端末の持ち帰
りを日常的に実
施する
・教員のICTを活
用した指導力の
向上

・教員の業務量
が多く、ICTにつ
いて学ぶ時間が
取りにくい
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

233 担当課 計画
掲載頁

45

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画に基づき、課題
解決に向けて取り組
みを進められたため

計画に基づき、課題
解決に向けて取組を
進められたため

課題を踏まえた
今後の取組

・今後の人材活用の
方法を検討
・総勤務時間等の縮
減に向けた「数値目
標」の設定について
検討

・学校徴収金の徴
収・管理方法の見直
し
・総勤務時間等の縮
減に向けた「数値目
標」の設定について
検討
・働き方改革基本方
針の改定

・学校徴収金の徴
収・管理方法の見直
し
・働き方改革基本方
針の「取組目標」実
現に向けた検討

・スクールロイヤー
やスクールサポート
スタッフの導入によ
る効果測定
・業務の効率化によ
るルール見直しの定
着
・時間外勤務の状況
の実態把握後の取組

・「文書の電子送
達・収受の基本ルー
ル」について新たな
運用をまとめる
・学校徴収金の徴
収・管理の見直しの
検討結果を踏まえ、
徴収・管理方法を見
直す

・学校徴収金の徴
収・管理の見直しの
検討結果を踏まえ、
徴収・管理方法を見
直す
・時間外勤務の状況
の実態把握後の取組

取組実績

・11月からスクー
ルロイヤーを配置
・スクールサポート
スタッフの導入
・教員が出席する市
行事、会議等の見直
し調査
・疲労蓄積度調査に
よる健康状態の把握

・入学式、始業式の
準備日数の確保
・「文書の電子送
達・収受の基本ルー
ル」について運用の
見直しの検討
・冬季休業中の学校
業務停止期間の試行
・学校徴収金の徴
収・管理の見直しの
検討

・働き方改革基本方
針の改定
・「文書の電子送
達・収受の基本ルー
ル」についての運用
の見直し
・学校徴収金の徴
収・管理の検討・見
直しの方向性の確認
・ICT端末を活用し
た勤務時間の把握

取組計画
（目標値）

・人的支援・人材活
用の検討
・業務改善による効
率化の検討
・業務の適正化の検
討
・教職員の意識改革
の実践

・人的支援・人材活
用の検討
・業務改善による効
率化の検討
・業務の適正化の検
討
・教職員の意識改革
の実践

・人的支援・人材活
用の検討
・業務改善による効
率化の検討
・業務の適正化の検
討
・教職員の意識改革
の実践

・人的支援・人材
活用の検討
・業務改善による
効率化の検討
・業務の適正化の
検討
・教職員の意識改
革の実践

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・人的支援・人材
活用の検討
・業務改善による
効率化の検討
・業務の適正化の
検討
・教職員の意識改
革の実践

Ｂ

計画どおり取り組む
ことができたため

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

学びを支える質の高い教育環境の整備

教職員の働き方改革推進
事業

教育総務課・教育指導
課・学務保健課

・働き方改革については、単に教職員の長時間労働についての是正だけでなく、この取
組によって、教職員が児童生徒としっかり向き合うことができ、学習をはじめとした学
校生活の充実を図ることができるように取り組んでいく。

・人的支援・人材活用（部活動指導員、スクールロイヤー等）
・業務改善による効率化（ＩＣＴ化の促進、文書事務・調査依頼等の精選・改善等）
・業務の適正化（部活動休養日の設定、長期休業中の学校業務停止期間の設定等）
・教職員の意識改革（勤務時間の把握、ストレスチェックによるラインケアの充実等）

・「藤沢市立学校教職員の働き方改革基本方針」に掲げる具体的な取組について働き方
改革推進委員会の中で協議の上整理し、できることから順次進めていく。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

234 担当課 計画
掲載頁

46

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

コロナ禍で現れ
た課題に対応で
きたため。

試食会を通じ
て、保護者から
様々な意見を受
け、今後に向け
た検討ができた
ため。

課題を踏まえた
今後の取組

・全校実施後、
通年で実施した
ことを踏まえ、
課題の抽出を行
う。
・調理業者の安
定的な確保に向
けて、契約期間
の見直し（長期
化）を行う。

・周知のための
効果的な手法を
工夫

・試食会を本庁
舎等において定
期的に開催する
ことで、各学校
の6年生保護者に
試食の機会や
SNSによるPRを
推進する。

本市の食数に対
応できる調理業
者の安定的な確
保

・試食会ができ
ず、周知の機会
が得られない。

各中学校の入学
説明会が同時期
にあり、試食会
が被ってしまう
ことがある。

取組実績

年度を通じて全
19校で給食を実
施した。
（新型コロナウ
イルス感染症対
策による休校期
間を除く）

・コロナ禍で現
れた課題が整理
できた。
・試食会も実施
できない状況
だったため、実
施できず。

・小学6年生の保
護者、PTA等に
向けて試食会を
延１８回実施し
た。

取組計画
（目標値）

全校実施後の通
年実施

・全校実施後の
課題整理
・中学校給食検
討委員会の実施

中学校給食の在
り方の検討

中学校給食の在
り方の検討結果
を事業運営に反
映

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ B

反映後の振り返
り

B

年度を通じて全
校で実施するこ
とができたた
め。

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

学びを支える質の高い教育環境の整備

中学校給食運営管理事業 学校給食課

・成長期にある生徒に栄養バランスのとれた食事を提供し、望ましい食習慣の育成及び
食育の推進を図る。

・家庭のニーズやライフスタイルなどに合わせて利用しやすいよう、弁当持参とデリバ
リー方式の給食を選択制として実施する。

・２０１９年１０月から全校実施となったことを受け、検証や課題整理を行いながら、
引き続き、よりよい給食提供を目指す。
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基本方針 2 施策の柱

事業コード
事業名

235 担当課 計画
掲載頁

46

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

安全・安心で、学びを支
える学校づくりを進めま
す

学びを支える質の高い教育環境の整備

学校適正配置研究事業 教育総務課

・市立小中学校の適正な学校規模を維持することにより、学びの環境整備を図る。

・児童生徒数の推移に対応した学校の適正配置を検討するため、学校の統合を含め、通
学区域の再編・見直し等の研究を行う。

・今後も引き続き、児童生徒数の推移に対応した学校の適正配置の調査、研究を進め、
学校の統合を含めた適正化に向けての考え方を整理、検討するとともに、各学校、各地
域の詳細な分析に基づく通学区域の再編・見直し等の調査・研究を進める。

担当課について、「学務保健課」を削除。事業目的から「児童生徒の通学の安全を確保
する。」を削除

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

「（仮称）藤沢市
通学区域検討委員
会」の設置及び開
催

Ｂ

計画どおり取り組む
ことができたため

取組計画
（目標値）

教育部内において、
「藤沢市立学校適正
規模・適正配置検討
部会」を設置

・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置検
討委員会」を設置
・検討部会を関係部
局に拡大
・パブリックコメン
トの実施
・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置基
本方針」の策定

・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置検
討委員会」の開催
・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置実
施計画（素案）」の
作成
・パブリックコメン
トの実施
・地域説明会の実施

・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置検
討委員会」の開催
・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置実
施計画（素案）」の
作成
・パブリックコメン
トの実施
・地域説明会の実施
・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置実
施計画」の策定

取組実績

「藤沢市立学校適正
規模・適正配置の基
本的な考え方につい
て」の取りまとめ

・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置検
討委員会」を5回開
催
・パブリックコメン
トを経て「藤沢市立
学校適正規模・適正
配置に関する基本方
針」を策定

・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置検
討委員会」を6回開
催
・保護者及び学校教
職員へのアンケート
の実施

計画どおり取り組む
ことができたため

・藤沢市立学校適正
規模・適正配置検討
委員会委員からの指
摘により「藤沢市立
学校適正規模・適正
配置実施計画（素
案）」の作成時期に
変更が生じたもの
の、計画どおり取り
組むことができたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

・短期的な取組とし
て、仮設校舎の設置
により教室不足を解
消

・中長期的な取組と
して、今後の学校適
正規模・適正配置の
考え方となる基本方
針を策定する

・策定した「藤沢市
立学校適正規模・適
正配置に関する基本
方針」に基づき、学
校適正規模・適正配
置の実現に向けた通
学区域の見直しや学
校の統合など、具体
的な手法や学校名を
明記した「藤沢市立
学校適正規模・適正
配置実施計画」を策
定する

・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置実
施計画」の策定
・「藤沢市立学校適
正規模・適正配置実
施計画」策定後の取
組内容の詳細につい
て検討を行う

学校の過大規模化に
よる教室不足への対
応

過大規模校解消への
取組が喫緊の課題

過大規模校解消への
取組が喫緊の課題
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

311 担当課 計画
掲載頁 47

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

家庭教育の支援

子育てふれあいコーナー
事業

子育て企画課

・地域において、子育て中の親子の交流や相談の場を提供し、子育てに対する不安や悩み
の軽減を図る。

・地域子どもの家や児童館において、保育士や子育てボランティアによる子育て親子の交
流、情報提供、育児相談を実施する。

・身近な地域で子育て世代の親子の交流の場として、子育てについての悩みや相談の支
援、子育てに関する情報等の提供を実施する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

2３か所で実施
（地域子どもの家１
８か所および児童館
５か所）

B
コロナ禍で開催日を
縮小したが、子育て
家庭の交流の場を提
供できたため

取組計画
（目標値）

22か所で実施
（地域子どもの家１
７か所および児童館
５か所）

2３か所で実施
（地域子どもの家１
８か所および児童館
５か所）

2３か所で実施
（地域子どもの家１
８か所および児童館
５か所）

2３か所で実施
（地域子どもの家１
８か所および児童館
５か所）

取組実績

【あいあい】
延べ利用者614人
9～2月に22か所
で計97回開催
【きらきらぼし】
延べ利用者269人
12～3月に3か所
で計18回開催
【子育てボランティ
ア研修】フォロー
アップ研修1回

【あいあい】
延べ利用者1503人
4～3月に23か所
で計207回開催
【きらきらぼし】
延べ利用者1194人
4～3月に3か所
で計87回開催
【子育てボランティ
ア養成講座２回開
催】

【あいあい】
延べ利用者1,881人
5～2月に２３か所で
計206回開催
【きらきらぼし】
延べ利用者1,166人
４～３月に３か所で
計81回開催
【子育てボランティ
ア養成講座２回開
催】

感染症対策を行いな
がら実施し、子育て
家庭の交流の場を提
供できたため

継続して、交流の場
を提供することがで
きているため

課題を踏まえた
今後の取組

・利用者の少ない原
因の把握と、周知方
法の検証
・関係機関と連携し
た子育てボランティ
ア養成講座の実施
・パンデミックを含
む災害時においても
、交流、相談支援、
情報提供などの機能
を維持する方法につ
いて、関係者との協
議を行う

・利用者数の差につ
いては、地域により
子育て家庭の過ごし
方が異なるため、引
き続き交流の場の提
供と周知を継続
・子育てボランティ
ア養成講座を実施
し、子育てボラン
ティアの増加を目指
す

・子育てボランティ
ア養成講座を実施
し、子育てボラン
ティアの増加を目指
す
・ボランティア人数
を増やすだけではな
く、情報交換会の実
施を検討し、ボラン
ティアの意識向上に
取り組む。地域の子
育て力の向上に取り
組む

・地域による利用者
数の格差
・子育てボランティ
アの減少
・新型コロナウイル
ス感染症への対応

・地域による利用者
数の格差
・子育てボランティ
アの減少
・新型コロナウイル
ス感染症へ継続的な
対応

・子育てボランティ
アの減少
・ふれあいコーナー
の周知のため、情報
発信の幅を広げる等
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

312 担当課 計画
掲載頁

47

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

家庭教育の支援

地域子育て支援センター
事業

子育て企画課

・安心して子育てできるよう支援体制の充実を図り、子育ての不安感等を軽減し、子ども
の健やかな育ちを支援する。

・地域の子育て拠点として、子育て親子の交流の場の提供と促進、子育て支援に関する相
談や情報提供、講習等の実施を行う「子育て支援センター」を運営する。

・保護者の子育て支援に対するニーズの多様化に合わせた支援の充実を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

4か所の運営
（藤沢・湘南台・辻
堂・六会子育て支援
センター）

B
コロナ禍で利用制限
をしたが、電話相談
等で、子育て家庭の
支援が図れたため

取組計画
（目標値）

4か所の運営
（藤沢・湘南台・辻
堂・六会子育て支援
センター）

4か所の運営
（藤沢・湘南台・辻
堂・六会子育て支援
センター）

4か所の運営
（藤沢・湘南台・辻
堂・六会子育て支援
センター）

4か所の運営
（藤沢・湘南台・辻
堂・六会子育て支援
センター）

取組実績

【年間利用者数】
延べ26,073人
【相談件数】
延べ9,378件
【情報提供】
延べ14,636件
【巡回子育て広場利
用者数】
延べ978人

【年間利用者数】
延べ38,269人
【相談件数】
延べ11,701件
【情報提供】
延べ5,232件
【巡回子育て広場利
用者数】
延べ1,592人

【年間利用者数】
延べ46,868人
【相談件数】
延べ12,710件
【情報提供】
延べ22,026件
【巡回子育て広場利
用者数】
延べ2,169人

コロナ禍で予約制と
し、感染症対策を講
じた上で子育て家庭
の支援ができたため

コロナ禍の中、緩和
対策を講じながら、
よりよい子育て支援
ができたため

課題を踏まえた
今後の取組

・多様化、複雑化す
る子育て家庭の抱え
る問題に対応するた
め、関係課や関係機
関の連携を図り、支
援体制を強化する
・パンデミックを含
む災害時においても
、地域の子育て支援
拠点としての機能を
維持していく方法の
検討

・コロナ禍におい
て、感染リスクが心
配で外出できない人
等に対してSNSや
インターネット環境
を用いての子育て支
援の実施の検討。
・多様化、複雑化す
る子育て家庭の抱え
る問題に対応するた
め、関係課や関係機
関の連携を図り、支
援体制を強化する

・子育て世代のニー
ズを把握し、一時預
かりなど、試行的に
実施する中で、検討
していく
・多様化、複雑化す
る子育て家庭の抱え
る問題に対応するた
め、関係課や関係機
関の連携を図り、支
援体制を強化する

・妊娠期を含めた子
育て家庭の状況に応
じた支援体制づくり
・新型コロナウイル
ス感染症への対応

・妊娠期を含めた子
育て家庭の状況に応
じた支援体制づくり
・新型コロナウイル
ス感染症への対応
・感染リスクのた
め、外出できない人
等に対しての支援方
法

・子育て支援セン
ター内で実施でき
る、子育て世代の
ニーズに応えていけ
る内容の実施
・妊娠期からの継続
利用に繋げていける
ような、支援体制の
構築
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

313 担当課 計画
掲載頁

47

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

家庭教育の支援

つどいの広場事業 子育て企画課

・安心して子育てができるよう支援体制の充実を図り、子育ての不安感等を軽減し、子ど
もの健やかな育ちを支援する。

・身近な地域で、子育て親子の交流の場の提供と促進、子育て支援に関する相談や情報提
供等を行う「つどいの広場」を運営する。また、地域において「つどいの広場」に準ずる
活動を実施している団体等に対して支援する。

・身近な地域における子育て支援の場として、それぞれの地域の特徴を生かした子育て支
援を充実させる。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

４か所の運営
（鵠沼・善行・藤が
岡・中里つどいの広
場）

B
コロナ禍で開催日を
縮小したが、子育て
家庭の居場所を提供
できたため

取組計画
（目標値）

４か所の運営
（鵠沼・善行・藤が
岡・中里つどいの広
場）

４か所の運営
（鵠沼・善行・藤が
岡・中里つどいの広
場）

４か所の運営
（鵠沼・善行・藤が
岡・中里つどいの広
場）

４か所の運営
（鵠沼・善行・藤が
岡・中里つどいの広
場）

取組実績

【年間利用者数】
延べ6,735人
【相談件数】
延べ815件
【情報提供】
延べ3,834件

【年間利用者数】
延べ16,708人
【相談件数】
延べ1,568件
【情報提供】
延べ6,275件

【年間利用者数】
延べ16,958人
【相談件数】
延べ1,717件
【情報提供】
延べ11,536件

感染症対策をし、予
約制にて実施し、子
育て家庭の居場所の
提供ができたため

感染症への緩和策を講
じながら実施すること
ができ、子育て家庭の
居場所提供ができたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

・子育て支援センタ
ーと連携しながら、
地域の特性を活かし
た事業を展開する
・パンデミックを含
む災害時においても
、地域の子育て支援
拠点としての機能を
維持していく方法に
ついて、事業者等と
の協議を行う

・子育て支援センタ
ーと連携しながら、
地域の特性を活かし
た事業を展開する
・新型コロナウイル
ス感染症拡大防止対
策を行いながら、親
子が集い、安心して
過ごせる環境を継続
的に整えていく

・子育て支援センタ
ーと連携しながら、
地域の特性を活かし
た事業を展開する
・情報交換会を実施
し、関係機関同士で
の、質の向上に取り
組んでいく
・地域の中での居場
所として、周知して
いく

・複雑化、多様化す
る子育て家庭のニー
ズを把握し、地域に
根差した子育て支援
事業の充実を図る
・新型コロナウイル
ス感染症への対応

・新型コロナウイル
ス感染症への対策
・緊急時、災害時に
おいても地域の子育
て支援拠点としての
機能を維持していく
方法について

・安心安全なひろば
としての、機能を維
持していく方法につ
いて
・身近な地域におけ
る子育て支援の場と
して、地域の特徴を
生かしたよりよい子
育て支援の充実化

56



基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

314 担当課 計画
掲載頁

48

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

家庭教育の支援

放課後児童健全育成事業 青少年課

・保護者が就労等の理由により、放課後不在となる家庭の児童に対し、適切な遊び及び生
活の場を提供し、健全な育成を図る。

・保護者が就労等の理由により、放課後不在となる家庭の児童の健全育成を図る放課後児
童健全育成事業（放課後児童クラブ事業）を実施する。

・第２期藤沢市放課後児童クラブ整備計画の計画期間である2020年度（令和2年度）か
ら2024年度（令和6年度）までの間に、13クラブを整備し、定員333人増とし、待機児
童の解消を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

児童クラブ数
79クラブ

B

令和３年度の目標
値を達成する整備
を実施したため

取組計画
（目標値）

児童クラブ数
69クラブ

児童クラブ数
71クラブ

児童クラブ数
74クラブ

児童クラブ数
77クラブ

取組実績

4月1日時点で
のクラブ数は
69クラブ
令和3年度に向
けて、2クラブ
の新設整備と、
１クラブの移転
整備を実施した

4月1日時点で
のクラブ数は
71クラブ
令和4年度に向
けて、3クラブ
の新設整備と、
１クラブの移転
整備を実施した

4月1日時点での
クラブ数は74ク
ラブ
令和5年度に向け
て、3クラブの新
設整備と、１クラ
ブの移転整備を実
施した

令和4年度の目標
値を達成する整備
を実施したため

令和5年度の目標値
を達成する整備を実
施したため

課題を踏まえた
今後の取組

辻堂小学校区に
ついては物件の
公募を実施して
いるため、その
結果を踏まえて
整備を行う
また、新林小学
校区について
も、実施した公
募の結果を踏ま
え、整備を行う

村岡小学校区、
大道小学校区に
おいて、1クラ
ブずつ計2クラ
ブの運営事業者
公募を行う

湘南台小学校区、
藤沢小学校区にお
いて、1クラブず
つ計２クラブの運
営事業者公募を行
う

待機児童が発生
し、クラブ新設
の需要が高い辻
堂小学校区にお
いて、物件が見
つからず、整備
が進んでいない

既存児童クラブ
の適正定員化に
向けて、クラブ
新設整備を進
め、施設規模に
合わせた定員の
再設定を行う必
要がある

待機児童の解消へ
向け、新設の児童
クラブ整備を進め
るとともに、運営
事業者との連携を
深め適正な運営指
導等を行う必要が
ある
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

315 担当課 計画
掲載頁

48

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

家庭教育の支援

地域の縁側事業 地域共生社会推進室

・子どもを含む多様な地域住民が気軽に立ち寄る多世代交流の場と位置づけ、市としてそ
の整備、運営等を支援し、人と人とのつながりを強め、地域の絆や助け合いのコミュニ
ティを醸成し、暮らしやすさを高めることを目的とする。

・地域において、誰もが気軽に立ち寄れる居場所づくりの推進と運営の支援を行う。

・市内に４０か所以上の設置を目指す。
・地域に根差した居場所であるため、他の活動状況を知る機会が少なく、より活性化を図
るためにも情報共有や意見交換ができる研修会等を実施する。

令和３年度より、目標値を設置個所数から継続的な事業の実施に変更

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｃ C

・継続的な居場所
事業の実施
・居場所事業の活
性化及び実施団体
間の横の連携の強
化

B

新規募集ができ
ず、目標達成に
至らなかったた
め。

取組計画
（目標値）

地域の縁側の設置

40か所

・コロナ禍を踏ま
えた居場所事業の
実施
・居場所事業の活
性化及び実施団体
間の横の連携の強
化

・コロナ禍を踏ま
えた居場所事業の
実施
・居場所事業の活
性化及び実施団体
間の横の連携の強
化

・コロナ禍を踏ま
えた居場所事業の
実施
・居場所事業の活
性化及び実施団体
間の横の連携の強
化

取組実績

新型コロナウィ
ルス感染症拡大
の影響もあり、
新規団体の募集
ができなかっ
た。
また、既存の地
域の縁側事業も
緊急事態宣言中
は活動自粛と
なった。

・年間利用者数
　延べ32,623人
（基本型・基幹
型）

・研修会について
は、中止

・縁側事業実施団
体に向けた交流会
及び感謝状の贈呈
を実施
・地域の縁側（基
本型）の募集を行
い、新たに１団体
が設立
・縁側事業実施団
体に向けたアン
ケートの実施

コロナ禍によ
り、研修会を開
催できなかった
ため。

コロナ禍に実施でき
ていなかった交流会
及び新規団体の募集
を実施したため。

課題を踏まえた
今後の取組

・コロナ禍の
中、今までとは
違った取り組み
や工夫をしてい
た縁側の事例を
集め、共有す
る。
・地域の縁側実
施団体とのヒア
リングに努め、
縁側の事業趣旨
を共有する。

・団体の機運を
高め、横のつな
がりを作れるよ
うな研修会の実
施。

・地域の縁側事
業実施団体への
アンケートやヒ
アリングを介し
て、現状の課題
を把握する。

・昨年度実施した地
域の縁側事業実施団
体へのアンケート結
果を踏まえたヒアリ
ングを実施予定。
・市内大学と連携
し、現状の縁側の課
題を把握・分析す
る。
・縁側の更なる周知
に向けて市内タウン
誌に「縁側」の特集
記事を掲載予定。

・コロナ禍にお
ける居場所事業
のあり方。
・時間経過によ
る縁側事業実施
団体の事業の認
識不足。

・コロナ禍にお
ける居場所事業
のあり方。
・時間経過によ
る縁側事業実施
団体のモチベー
ション低下。

・コロナ禍及び時
間経過による縁側
事業実施団体のモ
チベーション低
下。
・縁側事業の知名
度の低さ（周知不
足）。
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

316 担当課 計画
掲載頁

48

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

家庭教育の支援

ＰＴＡ育成支援事業 教育総務課

・PTA活動の支援につながる事業を実施することにより、次代を担う子どもたちの健やか
な成長を図る。

・PTA活動を支援するために、PTA役員研修会及び藤沢の子どもたちのためにつながる会
への業務委託等を実施する。

・藤沢の子どもたちのためにつながる会に各学校PTA活動の推進につながる事業を委託す
るとともに、同会の活動がより充実していくように支援する。
・藤沢市PTA役員研修会の開催全４回

・PTA役員研修会は市単独主催だったものを同会との共催とした。・同会へ業務委託を行っていた活動アン
ケート調査については、同会の事業として位置づけるよう整理をした。業務委託料については全額補助金へ
付け替えをすることとした。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・効果的な研修会
の実施
・「つながる会」
の支援及び同会と
行政、地域との連
携

Ｂ

定期的につながる
会との協議を重
ね、コロナ禍を踏
まえた今後の取組
等について検討し
たため

取組計画
（目標値）

・ＰＴＡ等組織の
活動に関連する研
修会の実施
・「藤沢の子ども
たちのためにつな
がる会」との連
携、支援

・コロナ禍を踏ま
えた確実な研修会
の実施
・「つながる会」
の支援及び同会と
行政、地域との連
携

・コロナ禍を踏ま
えた確実な研修会
の実施
・「つながる会」
の支援及び同会と
行政、地域との連
携

・効果的な研修会
の実施
・「つながる会」
の支援及び同会と
行政、地域との連
携

取組実績

・研修会について
は、コロナ禍によ
り中止
・つながる会と連
携して、広報誌の
配布や個別相談対
応、活動アンケー
ト調査等を実施
・同会と三者連携
会長会との顔合わ
せの場を設定
・同会の紹介ペー
ジを市のＨＰ上に
新規作成

・研修会は、市と
つながる会の共催
事業とし、テーマ
別の動画配信をし
た
・全校の保護者と
教職員がつながる
交流会をオンライ
ン会議システムを
活用して実施
・講演会、学習会
などを通じた成人
教育の実施
・活動アンケート
調査を実施

・研修会は、市とつ
ながる会の共催事業
とし、テーマ別に分
かれ情報交換等を
行った
・全校の保護者と教
職員がつながる交流
会の実施
・講演会、学習会な
どを通じた成人教育
の実施
・活動アンケート調
査の実施
・その他給食試食会
の実施等

感染症対策を講じ
ながらも、確実な
事業実施ができた
ため

感染症対策を講じな
がらも、確実な事業
実施ができたため

課題を踏まえた
今後の取組

・ＰＴＡ研修会を
つながる会との共
催とし、研修対象
者を拡大しながら
同会の周知につな
げる
・三者連携の「地
域」を担う団体と
同会との連携強化
に向けて、交流の
場を設ける

・各種媒体を活用し
た効果的な活動周知
を検討、実施する
・子どもたちを取り
巻く諸課題や、
PTA等組織の活動
を円滑に進めるため
の各種支援事業につ
いて、より効果的な
手法を検討する

・各種媒体を活用し
た効果的な活動周知
を検討、実施する
・交流や情報交換の
場の提供を充実させ
る

・つながる会につ
いての市民周知
・三者連携の「家
庭」の部分を担う
組織であることか
ら、同会と「地
域」との連携の推
進

・つながる会につ
いての継続的な市
民周知
・withコロナにお
ける交流や学習の
場の提供

・つながる会につい
ての継続的な市民周
知
・コロナ禍や家庭事
情等による保護者間
や他校、地域との関
係性の希薄化
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

321 担当課 計画
掲載頁

49

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

学校・家庭・地域等の連携・協働の推進

学校・家庭・地域連携協
力体制推進事業

教育総務課

・次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援するよう、持続可能な学校・家庭・地域の
連携・協働を推進する。

・「学校・家庭・地域連携推進会議会長会」に業務委託を行い、中学校区を基本に市内に
設置された15の地域協力者会議において、各地区の実情に応じた子どもたちの健やかな成
長を支援する事業を実施する。
・学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の導入に向け、検討を進める。
・地域学校協働活動が推進されるように、関係各課等と連携を図る。

・会長会を年４回開催し、各地域が抱える課題や特徴的な取組について情報交換を行い、
効果的な三者連携の推進を図る。
・学校運営協議会制度の導入に向けた庁内における組織体制づくり、準備委員会の立ち上
げ等、具体的な推進体制を整備し、モデル校を選定して検証を行う。
・関係各課等と連携しながら、地域における学校支援の取組等を基盤に、地域学校協働活
動が推進されるよう検討を進める。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・学校運営協議会
設置校拡大
・地域学校協働活
動の推進

Ｂ

計画どおり取り
組むことができ
たため

取組計画
（目標値）

・「学校運営協議
会検討会議」設置
・規則制定
・関係者への説明

・学校運営協議会
設置（２校）
・モデル校での検
証
・制度周知

・学校運営協議会設
置校拡大（15校）
・地域学校協働活動
の推進

・学校運営協議会
設置校拡大（26
校）
・地域学校協働活
動の推進

取組実績

・5月に「検討会
議」を設置
・規則制定済
（2021年4月1
日施行）
・三者連携会長
会、市民セン
ター長・公民館
長会議、校長
会、市議会等に
おいて制度導入
を説明

・三者連携会長会を
オンライン等も活用
しながら年4回開催
・各地域協力者会議
において、地域特性
に応じた取組を実施
・モデル校として片
瀬小学校と秋葉台小
学校に学校運営協議
会を設置し、検証を
進めた
・各地区等における
制度周知を実施

・三者連携会長会を
年5回開催
・各地域協力者会議
において、地域特性
に応じた取組を実施
・市内13地区全てに
学校運営協議会を追
加設置した
・地域学校協働本部
の在り方等について
考え方をまとめた
・各種媒体を活用し
た制度周知を行った

計画どおり取り
組むことができ
たため

計画どおり取り組
むことができたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

・拡大にあたって
は、学校や地域の
意見を取り入れ、
検証作業との両輪
により効果的に進
めていく
・学校運営協議会
の設置によって、
三者の更なる連携
が期待されること
への理解と協力を
得るために、十分
な事業周知を行っ
ていく

・三者連携会長会
や関係各課等との
連携により、学校
や地域ごとの進め
方、あり方を検討
する
・学校、家庭、地
域、それぞれへの
アプローチとし
て、さまざまな場
面での研修会や説
明会の実施、その
他各種媒体を活用
した効果的な制度
周知などを検討、
実施する

・未設置校や地域関
係者等との調整によ
る次年度設置校の決
定と当該校への説明
・地域学校協働本部
の体制構築やコー
ディネーターの配置
に向けた地域関係者
等との調整を進める
・学校運営協議会委
員向け研修会の実施

・設置校拡大の進
め方
・関係者への制度
説明及び意識啓発
にむけた取組

・学校運営協議会
と地域学校協働本
部の進め方
・学校運営協議会
の制度周知と意識
啓発

・学校運営協議会設
置校の拡大
・地域学校協働本部
の体制構築
・コミュニティ・ス
クール全般の制度周
知と意識啓発
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

322 担当課 計画
掲載頁

49

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

学校・家庭・地域等の連携・協働の推進

地産地消の充実事業 学校給食課

・地産地消の良さを知り、感謝の心を育てる。

・学校給食に安全・安心・新鮮な地元農水産物などの給食食材の使用を推進し、地産地消
の充実を図る。
・児童・生徒と生産者との交流を通し、感謝の心を育てる。

・「地産地消推進モデル校」の取り組みを含め、より円滑に地場産物を使用できるよう、
調整を進める。
・供給可能な地場産物を生かせる料理や時期の検討を行う。
・生産者との交流や食農体験を支援する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ B

・藤沢産使用品目の
充実：年間36品目
・市内産食材を使用
した藤沢ランチの実
施：年間9回
・藤沢産米の使用回
数増：年間１５回

B

地産地消モデル校
の増と、使用品
目、藤沢ランチ実
施回数を維持でき
たため

取組計画
（目標値）

・藤沢産使用品目の
充実：年間36品目
・市内産食材を使用
した藤沢ランチの実
施：年間9回

・藤沢産使用品目の
充実：年間36品目
・市内産食材を使用
した藤沢ランチの実
施：年間9回

・藤沢産使用品目の
充実：年間36品目
・市内産食材を使用
した藤沢ランチの実
施：年間9回
・藤沢産米の使用回
数増：年間１５回

・藤沢産使用品目の
充実：年間36品目
・市内産食材を使用
した藤沢ランチの実
施：年間9回
・藤沢産米の使用回
数増：年間１５回

取組実績

・藤沢産使用品目
の充実：年間37
品目（令和2年度
実績）
・市内産食材を使
用した藤沢ランチ
の実施：各校年間
6回
・地産地消モデル
校における地場産
物使用：4校

・藤沢産使用品目
の充実：年間43
品目（令和3年度
実績）
・市内産食材を使
用した藤沢ランチ
の実施：各校年間
8.3回
・地産地消モデル
校における地場産
物使用：4校

・藤沢産使用品目
の充実：年間45品
目（令和4年度実
績）
・市内産食材を使
用した藤沢ランチ
の実施平均：1校あ
たり年間9.5回
・藤沢産米の使用
回数：年間平均２
９回
・地産地消モデル
校における地場産
物使用：4校

藤沢産使用品目の
増加、藤沢ランチ
実施回数を前年よ
り増やすことがで
きたため

藤沢産使用品目、
藤沢ランチ実施平
均回数、藤沢産米
年間使用回数を前
年より増やすこと
ができたため

課題を踏まえた
今後の取組

・生産者との間で
の献立と納品量や
品質等に係る事前
調整
・地場産物利用に
係るモデル校にお
ける使用品目・量
の充実と、モデル
校以外における使
用回数等の拡充

・生産者との間で
の献立と納品量や
品質等に係る事前
調整
・地場産物利用に
係るモデル校にお
ける生産者との交
流の充実と、モデ
ル校以外における
地場産物の使用回
数等の拡充

・生産者との間で
の献立と納品量や
品質等に係る事前
調整
・地場産物利用に
係るモデル校にお
ける生産者との交
流の充実と、モデ
ル校以外における
地場産物の使用回
数等の拡充

・給食として使用
するための量や品
質の確保
・生産者の減少と
新たな生産者の確
保

・給食として使用
するための量や品
質の確保
・生産者の減少と
新たな生産者の確
保と品質の向上

・給食として使用
するための量や品
質の確保
・新たな生産者の
確保と品質の向上
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

323 担当課 計画
掲載頁

50

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

学校・家庭・地域等の連携・協働の推進

地域における防犯対策事
業（こども110番・地域

安全マップ）

教育指導課・防犯交通安全
課

・地域における子どもの安全安心を守るための環境整備を推進する。

・子どもが犯罪などから助けを求めてきた際に、一時的な緊急避難場所として、また、警
察などへの通報場所として、民家やお店等にこども１１０番の看板の掲示を依頼する。
・犯罪機会論に基づく地域安全マップの指導員を養成するための講習会を定期的に開催
し、学校における地域安全マップづくりの推進を図る。

・学校安全担当者会において、地域安全マップ指導員養成講座を開催する。
・学校における地域安全マップづくりを年２校ずつモデル校として行う。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・犯罪機会論の視点
に基づいた講義の実
施
・地域安全マップづ
くりの講習の実施

B

新型コロナウイルス
感染症を踏まえ、書
面開催で行うことが
できたため

取組計画
（目標値）

・犯罪機会論の視点
に基づいた講義の実
施.
・地域安全マップづ
くりの講習の実施

・犯罪機会論の視点
に基づいた講義の実
施
・地域安全マップづ
くりの講習の実施

・犯罪機会論の視点
に基づいた講義の実
施
・地域安全マップづ
くりの講習の実施

・犯罪機会論の視点
に基づいた講義の実
施
・地域安全マップづ
くりの講習の実施

取組実績

・新型コロナウイル
ス感染拡大防止のた
め地域安全マップ指
導者養成講座（学校
安全担当者会）は書
面開催となった
・講師作成の地域安
全マップ研修動画を
各学校で視聴できる
ようにした

・新型コロナウイル
ス感染拡大防止のた
め、地域安全マップ
指導者養成講座（学
校安全担当者会）を
オンラインで開催し
た

・地域安全マップ指
導者養成講座（学校
安全担当者会）をオ
ンラインで開催した
・小学校２校で学区
をフィールドワーク
しながら、犯罪機会
論の視点を生かした
地域安全マップづく
りを行うことができ
た

新型コロナウイルス
感染症拡大防止に取
組つつ、工夫してオ
ンラインでの開催が
できたため

学校安全担当者会の
開催と、小学校2校で
の地域安全マップづ
くりを実施すること
ができたため

課題を踏まえた
今後の取組

・コロナ禍であるた
めスタッフの協力な
くても体験を通して
学べるよう、VR等
の導入を検討する
・こども１１０番の
看板の掲示を依頼す
る

コロナ禍であるもの
の、地域安全マップ
づくりを子どもたち
が実施できるよう、
マップづくりのやり
方やフィールドワー
クの実施形態、その
工夫について検討す
る

地域安全マップ指導
者養成講座（学校安
全担当者会）を通し
て犯罪機会論の視点
に基づいた地域安全
マップづくりが行え
るよう人材育成に努
める

地域安全マップサ
ポートスタッフにつ
いて、児童数が多い
学校で開催する場
合、スタッフの数を
揃えることが困難で
ある

・コロナ禍であるた
め、校外の複数のサ
ポートスタッフを教
室に招き入れ、活動
してもらうのは難し
かった
・長時間、グループ
で顔を近づけ、マッ
プを作ることが難し
い

地域に根差した地域
安全マップサポート
スタッフの確保が難
しい
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

324 担当課 計画
掲載頁

50

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

学校・家庭・地域等の連携・協働の推進

男女共同参画事業 人権男女共同平和国際課

・ジェンダー平等・男女共同参画に関する意識を身につけることにより、子どもたちが社
会的に自立ができるよう、学校等と連携し啓発活動の推進を図る。

・デートDV防止啓発パンフレットの配布を通して学校と連携し、子どもたちが知識を身に
着けることで、社会的自立ができるよう支援する。
・ふじさわジェンダー平等ネットワーク協力員の活動を通して地域、家庭と連携し、子ど
もたちが性別により学びの機会が制限されないように、ジェンダー平等・男女共同参画の
啓発を推進する。

・誰もが性別に関わらず選択、活躍ができる社会を目指し、学校・家庭・地域等と連携し
ながら、ジェンダー平等・男女共同参画の啓発を推進する。

「男女共同参画」を「ジェンダー平等・男女共同参画」とする。
「ふじさわ男女共同参画ネットワーク協力員」の名称を、「ふじさわジェンダー平等ネットワーク協力員」
に改める。（令和４年４月１日～）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ B

・デートＤＶ防止
啓発パンフレット
の配布
・ふじさわジェン
ダー平等ネット
ワーク協力員等と
連携した啓発の実
施

B

コロナ禍による
影響で中止した
事業もあった
が、手法の見直
しや検討を行
い、実施に努め
たため

取組計画
（目標値）

・デートＤＶ防
止啓発パンフ
レットの配布
・ふじさわ男女
共同参画ネット
ワーク協力員等
と連携した啓発
の実施

・デートＤＶ防
止啓発パンフ
レットの配布
・ふじさわ男女
共同参画ネット
ワーク協力員等
と連携した啓発
の実施

・デートＤＶ防止
啓発パンフレット
の配布
・ふじさわジェン
ダー平等ネット
ワーク協力員等と
連携した啓発の実
施

・デートＤＶ防止
啓発パンフレット
の配布
・ふじさわジェン
ダー平等ネット
ワーク協力員等と
連携した啓発の実
施

取組実績

・公立中学校２
年生全員に啓発
パンフレットを
配布
・ふじさわ男女
共同参画ネット
ワーク協力員へ
の研修の実施
（書面開催）

・公立中学校２
年生全員に啓発
パンフレットを
配布

・公立中学校２年
生全員に啓発パン
フレットを配布
・湘南台公民館に
て、藤沢市ジェン
ダー平等推進週間
（男女共同参画週
間）のパネル展示
を実施

ジェンダー平
等・男女共同参
画に関する啓発
事業について、
コロナ禍を踏ま
えた手法で、一
部を除き継続実
施したため

「女性活躍」や
「若年女性の自殺
防止」「多様な
性」など時代を反
映したテーマを設
定し、啓発事業を
展開することがで
きたため

課題を踏まえた
今後の取組

動画配信等、コ
ロナ禍でも影響
を受けにくく、
かつ効果的な手
法での実施を検
討する

ジェンダーに関
する情報収集を
進めるととも
に、積極的な情
報発信に努める

ふじさわジェン
ダー平等ネット
ワーク協力員のあ
り方を含め、市民
との事業連携の手
法等について検討
を行う

コロナ禍での周
知啓発活動の実
施手法の検討

コロナ禍を通じ
て顕在化した諸
問題に対応した
啓発活動の実施

ふじさわジェン
ダー平等ネット
ワーク協力員の担
い手不足
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

325 担当課 計画
掲載頁

50

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

学校・家庭・地域等の連携・協働の推進

非行防止推進活動事業 青少年課

・青少年を犯罪や非行に走らせない社会を作るため、地域・学校・家庭・警察・関係団体
等と連携し、一体となった非行防止活動の輪をひろげ、社会環境の変化に合わせた、非行
防止活動を行う。

・関係機関や関係団体、青少年指導員と連携しパトロールを行い、青少年の問題行動の早
期発見、指導を行う。また、啓発事業として講演会等を実施する。

・全青少年指導員を対象とした研修を通じてスキルアップを図り、各関係機関、関係団体
と連携した取り組みを進め、健全な社会環境と非行防止について関心を持ってもらえるよ
うな事業を行い、啓発を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ B

・街頭指導キャン
ペーンの実施
・各地区定期的に昼
夜のパトロールの実
施（声掛け件数目標
1,600件）
・講演会の実施

B

コロナ禍のた
め、一部縮小し
た事業もある
が、概ね計画ど
おり取り組むこ
とができたため

取組計画
（目標値）

・街頭指導キャン
ペーンの実施
・各地区定期的に昼
夜のパトロールの実
施（声掛け件数目標
1,600件）
・講演会の実施

・街頭指導キャン
ペーンの実施
・各地区定期的に昼
夜のパトロールの実
施（声掛け件数目標
1,600件）
・講演会の実施

・街頭指導キャン
ペーンの実施
・各地区定期的に昼
夜のパトロールの実
施（声掛け件数目標
1,600件）
・講演会の実施

・街頭指導キャン
ペーンの実施
・各地区定期的に昼
夜のパトロールの実
施（声掛け件数目標
1,600件）
・講演会の実施

取組実績

・12月・3月に街
頭指導キャンペーン
の実施
・各14地区日中で
のパトロールや、街
頭等指導員による藤
沢駅・湘南台駅周辺
等のパトロール、夜
間での特別街頭指導
員によるパトロール
の実施（合計声掛け
件数1,111人）
・11月29日に防犯
をテーマにした講演
会を実施

・12月・3月に街
頭指導キャンペーン
の実施
・各14地区日中で
のパトロールや、街
頭等指導員による藤
沢駅・湘南台駅周辺
等のパトロール、夜
間での特別街頭指導
員によるパトロール
の実施（合計声掛け
件数802人）
・7月15日に性教
育をテーマにした講
演会を実施

・7月・12月・3月
に街頭指導キャン
ペーンの実施
・各14地区日中での
パトロールや、街頭
等指導員による藤沢
駅・湘南台駅周辺等
のパトロール、夜間
での特別街頭指導員
によるパトロールの
実施（合計声掛け件
数１，４５８人）
・7月13日に子ども
の自立をテーマにし
た講演会を実施

コロナ禍のた
め、一部縮小及
び変更した事業
もあるが、概ね
計画どおり取り
組むことができ
たため

コロナ禍のため、
一部縮小した事業
もあるが、概ね計
画どおり取り組む
ことができたため

課題を踏まえた
今後の取組

コロナ禍の状況
を踏まえなが
ら、可能な範囲
で各関係団体と
連携し非行防止
活動を実施する

開催方法や事業
内容など実施に
向けた検討を行
い、非行防止活
動を実施する

感染症の状況を踏
まえて事業の実施
手法について各関
係団体の意向を丁
寧に聞き取り、非
行防止活動を実施
する

コロナ禍のた
め、各関係団体
とキャンペーン
等を開催するこ
とが難しい

コロナ禍を踏ま
えた各関係団体
合同のイベント
開催手法

新型コロナウイル
ス感染症の５類引
き下げを踏まえ、
各関係団体と感染
症対策の見直しを
どの程度行うかの
調整が必要となる
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

326 担当課 計画
掲載頁

50

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

学校・家庭・地域等の連携・協働の推進

放課後子ども教室推進事
業

青少年課

・すべての小学生児童を対象に、放課後の安全・安心な子どもの居場所を設ける。

・小学校の余裕教室等を有効活用し、放課後の児童に地域のボランティアが見守る居場所
（遊び場）を提供する。

・藤沢市子どもの居場所づくり推進計画の計画期間である2020年度（令和2年度）から
2024年度（令和6年度）までの間に、地域子どもの家、児童館等が整備されていない小
学校区を中心に整備を目指す。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｃ Ｃ

・放課後子ども教
室設置校拡大（2
校）
・関係者への説明

Ｃ

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より計画どおり取
り組めなかったた
め

取組計画
（目標値）

・放課後子ども
教室設置校拡大
（1校）
・関係者への説
明

・放課後子ども
教室設置校拡大
（1校）
・関係者への説
明

・放課後子ども教室
設置校拡大（1校）
・関係者への説明

・放課後子ども教
室設置校拡大（善
行小学校、御所見
小学校）
・関係者への説明

取組実績

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
を受けて、既存
の放課後子ども
教室事業の実施
についても長期
の休止や大幅な
制限を余儀なく
され、実施小学
校との連携強化
にとどまった

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
の影響もあり、
既存の放課後子
ども教室事業の
実施についても
緊急事態宣言中
は活動自粛とな
るなど、実施小
学校との連携強
化にとどまった

新型コロナウイル
ス感染症拡大の影
響もあり、既存の
放課後子ども教室
事業の実施につい
ても、感染対策を
行うなかで活動す
るなど、実施小学
校との連携強化を
行い、次年度実施
に向けて調整を進
めた

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より計画どおり取
り組めなかったた
め

新型コロナウイルス
感染症の影響により
計画どおり取り組め
なかったため

課題を踏まえた
今後の取組

・拡大にあたって
は、学校や地域の
意見を取り入れ、
検証作業との両輪
により効果的に進
めていく

・屋外での活動を
中心にする、参加
の対象者を制限す
る等の工夫によ
り、コロナ禍にお
いても事業を実施
できるよう、検討
を重ねる

・拡大にあたって
は、学校や地域の
意見を取り入れる
とともに、児童推
計を基に効果的な
方法を検討し進め
ていく

・コロナ禍の中、
児童が安心して利
用できる環境を整
えるとともに、指
導員も安心して運
営ができるよう検
討を重ねる

・拡大にあたって
は、学校や地域の意
見を取り入れるとと
もに、児童推計を基
に効果的な方法を検
討し進めていく

・保護者及び児童が
安心して利用できる
環境を整えるととも
に、従事者も安心し
て運営ができるよう
検討を重ねる

・設置校の拡大手
法の検討
・関係者への制度
説明
・コロナ禍での事
業の実施手法の検
討

・設置校の拡大手
法の検討
・関係者への制度
説明
・コロナ禍での事
業の実施手法の検
討
・担い手の確保等

・設置校の拡大手法
の検討
・関係者への制度説
明
・コロナ禍での事業
の実施手法の検討
・担い手の確保等
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基本方針 3 施策の柱

事業コード
事業名

327 担当課 計画
掲載頁

51

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

教育の実施が目
標値を大きく下
回ったため

教育の実施が目標
値を上回った

課題を踏まえた
今後の取組

・関係機関への
継続した周知と
調整の実施
・実施結果の振
り返り、フィー
ドバックの実
施、ニーズの把
握
・ZOOM等の使
用をはじめ、感
染拡大防止策を
講じた講演会の
実施

・感染拡大して
も中止にならな
いよう、ZOOM
を活用する等、
対面以外でも開
催できる方法を
周知する。
・関係機関及び
学校に掲示物等
を通して事業の
周知を拡充する

・例年、実施して
いる教育機関から
継続的に依頼が続
くよう現場のニー
ズを把握
・事業推進のため
関係機関と連携の
もと、周知を図
り、依頼数の増加
を目指す

・感染予防策を
講じた教育の実
施
・ZOOM等を用
いた新しい形で
の講演会の実施
・健康教育の実
施機関、場所の
拡大

・教育に関する
情報が、依頼の
あった学校に関
係する本人、保
護者への周知に
限られている。
・感染予防策を
講じた教育の実
施

・例年、同じ学校
からの依頼が多い
が、依頼のない教
育機関のニーズが
不明である

取組実績

・中学校におけ
る思春期健康教
育の実施３回
・思春期講演会
の開催「思春期
の子どもとの関
わり～コロナ禍
のいまこそ学び
たい子どもの発
達～」１回

・中学校1校・高
校2校における思
春期健康教育の
実施３回
・思春期講演会
は新型コロナウ
イルス感染症拡
大のため中止

・中学校・高校に
おける思春期健康
教育の実施１１
回、その他養護教
諭・PTAに対する
実施各１回
・思春期講演会の
オンデマンド開催
「これから思春期
を迎える子ども達
に伝えたいこと」

取組計画
（目標値）

・思春期講演会
の実施（年１
回）
・思春期保健教
育の実施（年１
０回）

・思春期講演会
の実施（年１
回）
・思春期保健教
育の実施（年１
０回）

・思春期講演会の
実施（年１回）
・思春期保健教育
の実施（年１０
回）

・思春期講演会の
実施（年１回）
・思春期保健教育
の実施（年１０
回）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｃ Ｃ

・思春期講演会の
実施（年１回）
・思春期保健教育
の実施（年１０
回）

A

教育の実施が目
標値を大きく下
回ったため

子どもたちの健やかな成
長を支えるため、学校・
家庭・地域の連携・協働
を進めます

学校・家庭・地域等の連携・協働の推進

思春期健康教育事業 健康づくり課

・次代を担う子どもたちが、思春期における心身の変化や適切な対応等について理解し、
健やかに成長できるように支援するため、学校・家庭・地域の連携・協働を推進する。

・自分の心や体を大切にし、健全な母性・父性が育成できるよう支援するため、依頼を受
けた学校等に対して、教育媒体の貸出しを含め、保健師による思春期健康教育を実施す
る。
・思春期の子どもたちの特徴や課題を理解するため、保護者だけでなく、思春期の子ども
を支える学校教職員や、母子保健従事者などに向けて講演会を実施する。

・思春期健康教育については、小・中学校の校長会や養護教諭部会等で周知と出張講座依
頼を呼びかけ、依頼元と調整を行いながら実施する。
・講演会については、保護者や支援者が聞きたいと思えるテーマで計画し、講師・日時・
会場などの決定や事業周知を速やかに行い、円滑な実施を図る。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

411 担当課 計画
掲載頁

52

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

取組計画上の目標を
概ね達成したため

取組計画上の目標を
概ね達成したため

課題を踏まえた
今後の取組

・「新たな生活様
式」に対応した事業
の実施形態として、
オンラインと対面の
ハイブリッド型の展
開を見据え、「いつ
でも・どこでも・だ
れでも」学び、つな
がることができる環
境を整える
・人材バンクの新た
な利用層の獲得に向
けた情報発信の工夫
を図る

・関係機関等との連
携・協働し、講座受
講者が地域で活動す
るための情報を提供
する
・人材バンク登録者
のスキルアップを図
るとともに利用促進
を図るための情報発
信方法を検討する

市民のニーズを把握
しながら、より多く
の人々に興味・関心
を持っていただける
ような講座内容や開
催様式を検討してい
く

生涯学習活動推進室
の機能を生かした、
つながりづくりや地
域人材の発掘・育成

・講座受講者が地域
活動につながるよう
な活動機会の提供
・コロナ禍もあり人
材バンク登録者の利
用が伸びていない

多様な開催形式や内
容を企画すること
で、新たな参加者層
の獲得を図ったが、
全体としては従来の
参加者との変化は少
なかった

取組実績

・関係機関等との連
携・協働を意識し、
市民の学習ニーズに
応じた主体的な学習
活動や仲間づくりを
推進した（SNSの
活用等）
・コロナ禍における
新たな学びのあり方
として、オンライン
ツールの活用や動画
作成を行った

・これからの地域づ
くりを担う世代であ
る50代を対象とし
た講座を開催した
・人材バンク登録者
についてミニ講座や
展示、動画を活用し
た紹介を実施するこ
とにより、周知を
図った

・転入者等を主な対
象とした、藤沢の魅
力等を学ぶ機会を提
供する「ふじさわ探
キュン講座」を開催
し、気づきや意識の
変化、行動変容の
きっかけづくりを
図った
・ライフスタイルの
多様化に合わせ、オ
ンラインを活用した
講座の開催を行った

取組計画
（目標値）

・地域特性を生かし
た学習機会の提供
・学習者同士や地域
つながりづくり
・地域コミュニティ
の活性化を図る人材
の育成

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B B
取組計画上の目標を
概ね達成したため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

人生１００年時代を見据えた、生涯学習の
充実

生涯学習推進事業 生涯学習総務課

・市民が「いつでも、どこでも、だれでも」学びたいことを学ぶことのできる環境を整
え、主体的なネットワークを構築する。
・知識や技術・技能を生かして、地域で活動することができる人材を育成・支援する。

・生涯学習活動推進室（フラッポ）での事業実施
　〇生涯学習講座（生涯学習大学事業・サロン事業）  〇生涯学習人材バンク
　〇生涯学習出張講座　〇生涯学習相談、生涯学習情報の収集及び発信

・複合施設の特性を生かした多様な機関・団体との連携や、勤労世代や保護者世代をター
ゲットとした事業を展開することで、公民館事業との区別化を図る。
・生涯学習人材バンクの市民講師をはじめとした地域人材を発掘、育成する。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

412 担当課 計画
掲載頁

52

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

オンライン開催や感
染防止対策の工夫に
より、コロナ禍にお
いても多くの事業を
実施できたため。

コロナウイルス感染
症の影響はあった
が、国等のガイドラ
インに基づき感染防
止対策を施したうえ
で多くの事業を実施
できたため。

課題を踏まえた
今後の取組

コロナ禍においても
取組を止めることが
ないよう、リモート
開催の環境整備やス
キル習得の機会を設
けるとともに、令和
３年度事業において
は、市民の「情報格
差解消」を図る事業
を設定する。

引き続きコロナ禍に
おいても事業が継続
できるように多様な
開催手法を導入す
る。また、実施でき
ていない事業（公民
館まつり等）の再開
に向けて、国の制
限・基準を踏まえた
検討を進める。

コロナウイルス感染
症の感染症法上の位
置付けが５類に変更
となることに伴い、
事業実施の水準をコ
ロナ前の形に戻すと
ともに、コロナ禍で
得たオンライン開催
などの新たな手法を
活かして、多様化す
るニーズをとらえた
事業展開を図る。

公民館事業は従来か
ら集合して対面で開
催することを基本と
していたため、コロ
ナ禍において中止に
せざるを得ない事業
が多くあった。

事業内容によって
は、オンライン開催
などの代替手段が取
れず中止にせざるを
得ないものがある。

料理教室など、基本
的に対面開催を想定
している事業につい
ては、コロナウイル
ス感染症拡大の影響
を受けやすく、実施
手法の変更や、事業
中止にせざるを得な
かった。

取組実績

・公民館運営審議
会・評議員会を開
催。
・基本方針の重点事
業を各館で実施。
・サークル支援事業
を実施。

・公民館運営審議
会・評議員会を開
催。
・基本方針の重点事
業を各館で実施。
・サークル支援事業
を実施。

・公民館運営審議
会・評議員会を開
催。
・基本方針の重点事
業を各館で実施。
・サークル支援事業
を実施。

取組計画
（目標値）

・公民館運営審議
会・評議員会を開
催。
・令和２年度事業計
画基本方針に基づく
事業の実施と令和３
年度計画の策定。

・公民館運営審議
会・評議員会を開
催。
・令和３年度事業計
画基本方針に基づく
事業の実施と令和４
年度計画の策定。

・公民館運営審議
会・評議員会を開
催。
・令和４年度事業計
画基本方針に基づく
事業の実施と令和５
年度計画の策定。

・公民館運営審議
会・評議員会を開
催。
・令和５年度事業計
画基本方針に基づく
事業の実施と令和６
年度計画の策定。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

・公民館運営審議
会・評議員会を開
催。
・令和６年度事業計
画基本方針に基づく
事業の実施と令和７
年度計画の策定。

B

コロナ禍において、
計画通りの事業をす
べて実施することが
できなかったから。

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

人生１００年時代を見据えた、生涯学習の
充実

公民館運営事業 生涯学習総務課

・各地区が有する地域特性を生かし、住民の学習ニーズや地域課題をとらえた事業展開を
図る。
・住民同士の学びあいを通じ、「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を推進する。

・公民館事業計画基本方針に基づいた特色のある事業実施
・公民館サークル等の育成・支援
・公民館運営審議会・公民館評議員会の開催

・公民館が有する地域コーディネート機能を生かし、地区内の多様な主体と連携し、学び
を通して地域課題の解決に取り組む。
・乳幼児から高齢者までの多世代が集う地域拠点としての役割を担うとともに、若い世代
を含めた人材育成を行うことで、未来創造型の地域づくりを推進する。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

421 担当課 計画
掲載頁

53

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

引き続き一部サービ
スを縮小していたが
概ね計画どおりで
あったため

引き続き一部サービ
スを縮小していたが
概ね計画どおりで
あったため

課題を踏まえた
今後の取組

・４市民図書館１１
市民図書室のあり方
について研究してい
く
・NPO法人との連
携強化を図るため連
絡調整会議等を通じ
て情報の共有を図る
・宅配ボランティア
の育成を図る

・「これからの図書
館検討委員会」の報
告書に基づき４市民
図書館１１市民図書
室のあり方について
研究していく
・NPO法人との連
携強化を図るため連
絡調整会議等を通じ
て情報の共有を図る
・宅配ボランティア
の育成を図る

・南市民図書館の再
整備に向けた検討と
４市民図書館１１市
民図書室のあり方に
ついて研究してい
く。
・NPO法人との連携
強化を図るため連絡
調整会議等を通じて
情報の共有を図る
・宅配ボランティア
の育成を図る

・分館３館の委託化
による運営状況の検
証
・宅配サービスの
PR方法や需要の増
加に伴うボランティ
アの確保、育成
・コロナ禍における
サービスの維持

・分館３館の委託料
における人件費の検
討
・コロナ禍における
サービスの維持及び
情勢に応じた対応
・「これからの図書
館検討委員会」の開
催

・分館３館の委託料
における人件費の検
討
・コロナ禍における
サービスの維持及び
情勢に応じた対応
・「これからの図書
館検討委員会」の開
催

取組実績

・４市民図書館１１
市民図書室での資
料、情報、施設の提
供サービスを実施し
た
・辻堂、湘南大庭に
加えて南市民図書館
の運営業務をNPO
法人に委託した
・宅配サービス利用
者へ資料提供を行っ
た

・４市民図書館１１
市民図書室での資
料、情報、施設の提
供サービスを実施し
た
・分館３館の運営業
務をNPO法人に委
託した
・宅配サービス利用
者へ資料提供を行っ
た

・４市民図書館１１
市民図書室での資
料、情報、施設の提
供サービスを実施し
た
・分館３館の運営業
務をNPO法人に委託
した
・宅配サービス利用
者へ資料提供を行っ
た

取組計画
（目標値）

・４市民図書館１１
市民図書室の円滑な
運営業務とサービス
の充実
・分館３館の適正な
運営業務委託の実施

・４市民図書館１１
市民図書室の円滑な
運営業務とサービス
の充実
・分館３館の適正な
運営業務委託の実施

・４市民図書館１１
市民図書室の円滑な
運営業務とサービス
の充実
・分館３館の適正な
運営業務委託の実施

・４市民図書館１１
市民図書室の円滑な
運営業務とサービス
の充実
・分館３館の適正な
運営業務委託の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・４市民図書館１１
市民図書室の円滑な
運営業務とサービス
の充実
・分館３館の適正な
運営業務委託の実施

B
コロナ禍で一部サー
ビスを縮小したが概
ね計画どおりであっ
たため

人生１００年時代を見据えた
生涯学習社会をめざします

多様な学びを支援する図書館活動の推進

総合市民図書館運営管理事業 総合市民図書館

・市民が「学ぶ楽しさ」「知る喜び」「役立つ情報」「深い思索」「やすらぎ・ふれあい」を得られ
るよう、資料・情報・施設の提供を行う。

・全ての人の多様な学びを支援するために、４市民図書館・１１市民図書室で資料・情報・施設を提
供する。
・新しい時代に即した「これからの図書館」のあり方について研究・検討する。
・辻堂市民図書館と湘南大庭市民図書館及び南市民図書館の運営を、ＮＰＯ法人に業務委託する。総
合市民図書館は、施設管理、予算執行、サービス業務の支援等を行うとともに、業務委託された図書
館の運営状況を検証する。
・図書館・図書室に来館・来室することが困難な障がい者や高齢者に対し、ボランティアにより図書
館資料を宅配する。

・市民や時代のニーズに対応しながら、引き続き４市民図書館・１１市民図書室において資料・情
報・施設の提供を行っていく。
・「これからの図書館検討委員会」の報告に基づき、新しい時代に即した「これからの図書館」のあ
り方について研究・検討していく。
・総合市民図書館と分館３館を運営業務委託しているＮＰＯ法人との連携を図り、効率的な図書館運
営を図っていく。
・市内全域の宅配サービス利用希望者に対応できるよう、宅配ボランティアの確保を図るとともに宅
配ボランティアの育成を行っていく。
・宅配サービスを利用している利用者に対し、資料の紹介を行うことにより、より多くの資料に触れ
ることができるようにしていく。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

422 担当課 計画
掲載頁

53

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画通り、防火
シャッター等改
修工事を実施し
たため

計画通り、全熱交
換機等改修工事を
実施したため

課題を踏まえた
今後の取組

利用者の安全面
を第一に優先順
位をつけ、計画
的に修繕および
改修工事を実施
する

利用者の安全面
を第一に優先順
位をつけ、再整
備計画も視野に
入れながら、計
画的な修繕及び
改修工事を実施
する

利用者の安全面を
考慮し、優先順位
をつけ再整備計画
も視野に入れ、計
画的な修繕及び工
事を実施する。ま
た、施設運営、利
用者への影響が最
小限に抑える

老朽化した施
設、設備の適切
な維持管理を行
うための、修繕
計画の策定

老朽化した施
設・設備の適切
な維持管理を行
うため、修繕個
所の把握及び修
繕計画の策定

老朽化した施設・
設備の適切な維持
管理を行うため、
修繕箇所、施設運
営への影響把握、
修繕計画の策定

取組実績

・総合市民図書
館のエレベー
ター改修工事を
実施
・各館で発生し
た設備の不具合
や故障等の修繕
を実施

・総合市民図書
館の防火シャッ
ター等改修工事
の実施

・総合市民図書館
の全熱交換機等改
修工事の実施

取組計画
（目標値）

各館の状況を踏
まえ、修繕およ
び改修工事を行
い、安全な施設
環境を維持する

各館の状況を踏
まえ、修繕およ
び改修工事を行
い、安全な施設
環境を維持する

各館の状況を踏ま
え、修繕および改
修工事を行い、安
全な施設環境を維
持する

各館の状況を踏
まえ、修繕およ
び改修工事を行
い、安全な施設
環境を維持する

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

各館の状況を踏
まえ、修繕およ
び改修工事を行
い、安全な施設
環境を維持する

B

計画通りのエレ
ベーター改修工
事及び必要な設
備修繕を実施し
たため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

多様な学びを支援する図書館活動の推進

総合市民図書館整備事業 総合市民図書館

・安心で快適な読書環境を整備し、市民の満足度の向上を図る。

・市民が安心して利用できる図書館施設を維持していくために４市民図書館の施設修繕と
改修工事を行うとともに、再整備について検討する。

・限られた予算の中で、老朽化した施設の維持・管理するために、計画的かつ効率的に施
設修繕と改修工事を実施するよう努めていく。
・南市民図書館の再整備については、「第３次藤沢市公共施設再整備プラン」に沿って進
めていく。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

423 担当課 計画
掲載頁

54

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

図書室のオンライン
化及び電子図書サー
ビスの導入が決定し
たため

図書室のオンライン
化及び電子図書サー
ビスの導入が完了し
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・図書館システム及
び図書館ホームペー
ジの適正な維持管理
及び県内図書館・市
内大学図書館との連
携強化
・図書室オンライン
化に向けたシステム
の仕様や具体的な運
用方法の検討

・図書館システム及
び図書館ホームペー
ジの適正な維持管理
及び県内図書館・市
内大学図書館との連
携強化
・図書室オンライン
化及び電子図書サー
ビス導入に向けたシ
ステムの仕様や具体
的な運用方法の検討

・図書館システム及
び図書館ホームペー
ジの適正な維持管理
及び県内図書館・市
内大学図書館との連
携強化
・新図書館システム
導入のため各企業に
情報提供依頼を行
い、要件定義の作成
や仕様調整を行う

図書室のオンライン
化に向けた検討

・図書室のオンライ
ン化に向けた検討
・電子図書サービス
導入に向けた検討

・新図書館システム
導入に向けた検討

取組実績

・４市民図書館、１
１市民図書室のコン
ピュータ機器の維持
管理を行った
・図書館ホームペー
ジにて最新の情報提
供
・図書室オンライン
化の検討

・４市民図書館、１
１市民図書室のコン
ピュータ機器の維持
管理を行った
・図書館ホームペー
ジにて最新の情報提
供
・図書室オンライン
化に向けた具体的な
運用方法の検討
・電子図書サービス
導入の検討

・４市民図書館、１
１市民図書室のコン
ピュータ機器の維持
管理を行った
・図書館ホームペー
ジにて最新の情報提
供
・図書室のオンライ
ン化及び電子図書
サービスの導入を
行った

取組計画
（目標値）

・図書館システム・
ホームページの適正
な維持管理及び更な
る充実
・利用者の利便性の
向上
・図書室オンライン
化の検討

・図書館システム・
ホームページの適正
な維持管理及び更な
る充実
・利用者の利便性の
向上
・図書室オンライン
化の検討

・図書館システム・
HPの適正な維持管理
及び更なる充実
・利用者の利便性の
向上
・図書室オンライン
化及び電子図書サー
ビスの実施

・図書館システム・
HPの適正な維持管
理及び更なる充実
・利用者の利便性の
向上
・電子図書サービス
の更なる充実の検討

・電子図書サービス導入の検討及び実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・図書館システム・
HPの適正な維持管
理及び更なる充実
・利用者の利便性の
向上
・電子図書サービス
の更なる充実の検討

B

図書館システム及び
ホームページの適正
な維持管理が行えた
ため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

多様な学びを支援する図書館活動の推進

図書館情報ネットワーク
事業

総合市民図書館

・資料・情報の迅速・的確な提供により市民サービスの向上を図る。

・図書館情報ネットワークシステムの推進、維持管理及び県内公立図書館・市内大学図書
館との連携を推進する。

・４市民図書館１１市民図書室のネットワークシステムの更なる充実を図るとともに、県
内公立図書館や市内大学図書館の一層の連携強化を図ることにより、図書館サービスの向
上に取り組んでいく。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

424 担当課 計画
掲載頁

54

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

新型コロナウイルス
の感染拡大により開
催できない時期が
あったが、概ね事業
を開催できたため

感染症対策で一部の
事業に影響があった
ものの、概ね事業を
開催できたため

課題を踏まえた
今後の取組

・感染症対策で来館
できなくなってし
まった学校や保育園
の子どもたちにも団
体貸出などを通じて
本に触れてもらえる
よう、学校や保育園
との連携強化を図っ
ていく
・交流会や研修会を
オンラインで行うな
ど実施方法について
検討していく

健康づくり課な
どブックスター
トに関わる課と
協議しながら実
施方法を検討し
ていく

・コロナ禍後の感染
症対策など、事業の
実施方法について関
係各課と連携しなが
ら検討していく
・コロナ禍でボラン
ティア登録者が減少
したため、新規登録
者の募集を行ってい
く

新型コロナなどによ
り事業が中止となっ
た場合の対応につい
て検討する

新型コロナの影響で
ブックスタートが読
み聞かせを行う本来
の方法に戻っていな
い

コロナ禍後の事業の
実施方法について検
討を進める

取組実績

・「ふじさわ子ども
読書プラン2025
第4次藤沢市子ども
読書活動推進計画」
を策定した
・新型コロナによ
り、おはなし会や研
修会など実施できな
かった事業があった

感染症対策とし
て講演会や研修
会の開催方法を
オンラインにす
るなど開催方法
を工夫しながら
実施した

・ブックスタートは
新型コロナの影響で
まだ本来の方法で実
施できなかった
・交流会・研修会な
どは計画通り実施で
きた

取組計画
（目標値）

・新規団体利用登
録の拡充
・ブックスタート
事業の実施
・交流会・研修会
等の実施

・新規団体利用登
録の拡充
・ブックスタート
事業の実施
・交流会・研修会
等の実施

・新規団体利用登
録の拡充
・ブックスタート
事業の実施
・交流会・研修会
等の実施

・新規団体利用登
録の拡充
・ブックスタート
事業の実施
・交流会・研修会
等の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・新規団体利用登
録の拡充
・ブックスタート
事業の実施
・交流会・研修会
等の実施

B
第４次子ども読書活
動推進計画は策定で
きたが、新型コロナ
により中止となった
事業が多かったため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

多様な学びを支援する図書館活動の推進

子ども読書活動推進事業 総合市民図書館

・子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をよ
り深く生きる力を身に付けることができるよう、子どもの読書活動を整備し、読書機会の
充実を図る。

・「藤沢市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書環境の整備と読書機会の充
実を図る。

・ブックスタート事業など、関係各課と連携しながら子どもの発達段階にあわせた事業を
実施する。
・ボランティア交流会及び研修会等を実施し、情報共有や知識向上を図り、子どもの読書
環境の充実を図る。
・団体貸出など学校及び子どもに関わる施設・関係団体との連携事業の充実を図る。
・学校図書館の運営等への支援を図る。
・子ども同士で本を読み合うなど、読書への関心を高めることができる取組を実施する。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

425 担当課 計画
掲載頁

54

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

・録音図書について
は年間目標を達成で
きなかった
・多くのボランティ
アを養成できた

・録音図書について
は年間目標を達成で
きなかった
・多くのボランティ
アを養成できた

課題を踏まえた
今後の取組

・講習会について
は、開催方法を工
夫し、適切な方
法・規模で行う
・図書の製作状況
を把握し、完成ま
でに遅れが生じそ
うな場合には、助
言や指導を行う

・図書の製作状況を
把握し、完成までに
時間がかかる場合は
助言や指導を行う
・広報ふじさわでボ
ランティア基本講習
会を取り上げてもら
えたことで、例年よ
り多くの応募があっ
た
　今後も募集時には
積極的な広報活動を
実施したい

・ボランティアの
技術向上を目的と
した講習会等を実
施する
・業務作業の分担
方法を検討する

・ボランティア数が
少なく、図書製作が
滞ることがあった
・ボランティアの養
成・技術向上を目的
とする講習会は、情
勢を踏まえた上で開
催する必要がある

・難しい内容の図書
が多く音訳に時間が
かかってため、録音
図書製作数が目標値
に届かなかった

・難しい内容の図
書が多く音訳に時
間がかかった
・コロナ状況下で
ボランティア技術
向上の講習会等が
実施できなかった

取組実績

・点字図書は19
タイトル、録音図
書は50タイトル
製作
・新型コロナウイ
ルス等感染症拡大
防止のため、講習
会は開催できな
かった

・点字図書は19
タイトル、録音図
書は43タイトル
製作
・ボランティア基
本講習会を開催し
た（修了者29
人）

・点字図書は14タ
イトル、録音図書
は42タイトル製作
・ボランティア基
本講習会を開催し
た（修了者20人）

取組計画
（目標値）

・点字図書12タイ
トル、録音図書50
タイトルの製作
・ボランティア基本
講習会の実施

・点字図書12タイ
トル、録音図書50
タイトルの製作
・ボランティア基本
講習会の実施

・点字図書12タイト
ル、録音図書50タイ
トルの製作
・ボランティア基本
講習会の実施

・点字図書12タイ
トル、録音図書50
タイトルの製作
・ボランティア基本
講習会の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・点字図書12タイ
トル、録音図書50
タイトルの製作
・ボランティア基本
講習会の実施

Ｂ
・年間製作目標を達
成したから
・講習会が開催でき
なかったから

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

多様な学びを支援する図書館活動の推進

点字図書館事業 総合市民図書館

・視覚障がい者の生活向上を図る。

・視覚障がい者への点字・録音図書の製作・貸出サービス、文化レクリエーション活動へ
の支援、点字指導及びボランティアの育成を行う。

・引き続きボランティア講習会等を開催し、ボランティアの養成・技術向上に努めるとと
もに、特に点字図書の充実を図る。また市民図書館内にあることをいかし、４市民図書館
と連携した事業を開催する。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

431 担当課 計画
掲載頁

55

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

関係団体等と連
携し、創意工夫
を図りながら取
組を進めた。

― ― ―

課題を踏まえた
今後の取組

セーリングをは
じめとしたス
ポーツ活動・ボ
ランティアの推
進・国際交流・
共生社会等の各
分野の取組にお
いて、オンライ
ンを活用した事
業を引き続き推
進する。

スポーツ都市宣
言に基づくス
ポーツ施策の推
進や、チーム
FUJISAWA20
20によるボラン
ティア活動の推
進に取り組む。

― ― ―

コロナ禍のた
め、競技の実体
験や、海外選手
との直接の交流
事業は実施でき
なかった。

大会を通じて
培った様々な経
験を、本市にお
ける様々な施策
に生かしていく
必要がある。

― ― ―

取組実績

オンラインを活
用し、各種取組
を行った。
海外選手と中学
生の交流、応援
団による企画、
高校生動画企
画、応援動画、
YouTubeチャ
ンネル　等。

コロナ禍での大
会開催となった
が、フラワー
レーンプロジェ
クトや事前キャ
ンプ受入れなど
を通じて、子ど
もたちの参画機
会を積極的に提
供した。

― ―

取組計画
（目標値）

大会は延期した
が引き続き取組
を推進。オンラ
インの取組を5
事業以上実施。

大会実施年度で
あり、子どもた
ち等、幅広い世
代が活躍する機
会を提供する。

― ―

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ａ Ａ

―

―

― ― ―

オンラインの新
規取組を積極的
に実施したか
ら。

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

健康で豊かなスポーツライフの推進

オリンピック・パラリン
ピック関連事業

生涯学習総務課
（東京オリンピック・パラリン

ピック開催準備室）

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とする様々な取組を実
施し、スポーツ活動やボランティアの推進を図るとともに、国際理解や共生社会の実現に
繋げる。

・セーリング競技の普及啓発を図る各種イベントや、市民と海外セーリングチームとの国
際交流事業、市内の子どもたちを対象とした、オリンピアン・パラリンピアン等によるス
ポーツ体験教室などを実施する。
・年齢、障がいの有無、国籍等を問わず様々な市民が、大会へ参加する機会として、シ
ティキャストフジサワ（藤沢市・都市ボランティア）や「２０２０応援団 藤沢ビッグ
ウェーブ」等の取組を進めていく。

・セーリング競技の普及啓発イベント、スポーツ体験教室等を実施するとともに、東京
2020大会参加国のホストタウンとして、選手団の事前キャンプ実施を支援するととも
に、スポーツや文化を通じ、市民との交流事業を図る。
・聖火リレー（ミニセレブレーション・セレブレーションを含む）や、ライブサイトの運
営等の取組を進める中で、藤沢市独自のボランティアを募集するなど、より多くの市民が
大会に参加できるよう機会を創出する。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

432 担当課 計画
掲載頁

55

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

感染対策をふま
え、啓発や取組を
実施した

感染対策をふま
え、啓発や取組を
実施した

課題を踏まえた
今後の取組

・関係機関との
連携など、身体
活動促進に向け
た環境整備の推
進
・身体活動の普
及啓発

・就労世代・子育
て世代を中心に身
体活動の普及啓発
と、運動を通した
身体活動機会の拡
大
・安全かつ効果的
な身体活動の促進
・関係機関と連携
を図り、健康づく
りにつながる環境
の整備

・就労世代・子育
て世代を中心に
SNS等を活用した
身体活動の普及啓
発と、運動を通じ
た身体活動機会の
拡大
・関係機関と連携
を図り、健康づく
りにつながる環境
の整備

・就労世代の運
動習慣や身体活
動時間の減少に
向けた啓発方法
・関係機関との
課題共有と推進
に向けた連携

・就労世代の運動
習慣や身体活動時
間の減少に対する
啓発方法の検討
・関係機関との課
題共有と推進に向
けた連携強化

・就労世代・子育
て世代の運動習慣
や身体活動時間の
減少に対する啓発
方法の検討
・関係機関との課
題共有と推進に向
けた連携強化

取組実績

・軽体操や公園
遊具の紹介など
の普及啓発
・人材育成や団
体支援など取り
組みへの支援
・からだ動かし
隊73団体
・YouTubeを
活用した普及啓
発

・軽体操や公園
遊具の紹介など
の普及啓発
・人材育成や団
体支援など取り
組みへの支援
・からだ動かし
隊79団体
・YouTubeを
活用した普及啓
発

・軽体操やウォー
キングマップ配布
などの普及啓発
・人材育成や団体
支援など取り組み
への支援
・からだ動かし隊
８４団体
・YouTubeを活
用した普及啓発

取組計画
（目標値）

健康づくり推進
会議での指標数
値の進捗管理・
推進に向けての
検討

健康づくり推進
会議での指標数
値の進捗管理・
推進に向けての
検討

健康づくり推進会
議での指標数値の
進捗管理・推進に
向けての検討

健康づくり推進
会議での指標数
値の進捗管理・
推進に向けての
検討

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

健康づくり推進
会議での指標数
値の進捗管理・
推進に向けての
検討

B

新型コロナウイル
ス感染症による普
及啓発機会の減少
したため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

健康で豊かなスポーツライフの推進

健康づくり推進事業 健康づくり課

・生活習慣病の発症予防や重症化予防を図り、健康寿命の延伸をめざすために、身体活動
促進についての普及啓発を行う。

・身体活動の促進を図るための軽体操の普及啓発を行う。

・日常生活に取り入れやすい、軽体操を通じて身体活動促進の普及啓発を図る。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

433 担当課 計画
掲載頁

55

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

B B

感染症対策を講
じた中で実施で
きたため。

感染症対策を講
じた中で実施で
きたため。

コロナ禍での事
業等の実施方法
及び周知方法。

コロナ禍での事
業等の実施方法
及び周知方法。

規制を緩和してい
るが、コロナ禍前
の利用状況には
戻っていない。

B

感染症対策を講じ
た中で実施できた
ため。

市民のスポーツ活
動を推進するにあ
たり、体育館開放
やオープン教室等
の実施を行う。

・体育館開放を実施することで、スポーツをする環境の充実を図る。
・オープン教室は多様な市民のニーズを捉え、内容を見直すことで参加率の向上を図る。

取組実績

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により、体育
館開放及びオー
プン教室は、休
止期間や利用制
限がある中で可
能な限りで実
施。

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により、体育
館開放及びオー
プン教室は、休
止期間や利用制
限がある中で可
能な限りで実
施。

新型コロナウイル
ス感染症が落ち着
きを見せてきたこ
とから、規制を緩
和しながら事業を
実施した。

課題を踏まえた
今後の取組

感染症対策を講
じることで、従
来の実施方法と
異なることか
ら、利用者等に
対する早期の情
報発信が必要と
なる。

体育館利用方法
等に変更が生じ
た際の迅速な周
知方法につい
て、手法を検討
する。

参加者の拡大に向
けた対策を検討す
る。

取組計画
（目標値）

市民のスポーツ活
動を推進するにあ
たり、体育館開放
やオープン教室等
の実施を行う。

市民のスポーツ活
動を推進するにあ
たり、体育館開放
やオープン教室等
の実施を行う。

市民のスポーツ活
動を推進するにあ
たり、体育館開放
やオープン教室等
の実施を行う。

市民のスポーツ活
動を推進するにあ
たり、体育館開放
やオープン教室等
の実施を行う。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

・「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」スポーツ活動に親しむことができるよ
う、事前申し込み不要のオープン教室や体育館開放を実施する。

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

健康で豊かなスポーツライフの推進

生涯スポーツ活動推進事
業

スポーツ推進課

・子どもから高齢者まで気軽に利用、参加できるスポーツ・レクリエーションの機会を提
供し、スポーツや健康に関する意識の向上を図る。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

434 担当課 計画
掲載頁

56

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

競技スポーツの発
展につながったた
め

競技スポーツの発展
につながったため

課題を踏まえた
今後の取組

・継承大会の参加
者を増加させるた
め、市民への周知
方法を検討する
・競技スポーツの
発展に寄与するた
め、競技者が広く
賞賜金制度を利用
できるよう効果的
な周知方法を検討
する

・継承大会の参加
者を増加させるた
め、市民への周知
方法を検討する
・競技スポーツの
発展に寄与するた
め、競技者が広く
賞賜金制度を利用
できるよう効果的
な周知方法を検討
する
　また、申請方法
の簡略化について
も検討する

・継承大会の参加者
を増加させるため、
市民への周知方法を
検討する
・実施していなかっ
た一部の競技につい
て、実施をする
・競技スポーツの発
展に寄与するため、
競技者が広く賞賜金
制度を利用できるよ
う効果的な周知方法
を検討する
　また、申請方法の
簡略化についても検
討する

・継承大会参加者
を増加させるため
の手法の検討
・賞賜金の効果的
な周知方法の検討

・継承大会参加者
を増加させるため
の手法の検討
・賞賜金の効果的
な周知方法の検
討、申請方法の簡
略化の検討

・継承大会参加者を
増加させるための手
法の検討
・賞賜金の効果的な
周知方法の検討、申
請方法の簡略化の検
討

取組実績

・新型コロナウイル
ス感染症の影響によ
り、限られた種目の
み継承大会を実施
（実施種目）：13
種目
・全国、国際大会に
出場する市民に賞賜
金を交付
活動をサポートした
※社会体育の部
（全国大会）：30
人（国際大会）：1
人

・新型コロナウイル
ス感染症の影響によ
り、限られた種目の
み継承大会を実施
（実施種目）：21種
目
・全国、国際大会に
出場する市民に賞賜
金を交付
活動をサポートした
※社会体育の部
（全国大会）：131
人（国際大会）：9人
（オリンピック
等）：4人

・新型コロナウイルス
感染症の影響により、
限られた種目のみ継承
大会を実施（実施種
目）：２９種目

・全国、国際大会に出
場する市民に賞賜金を
交付
活動をサポートした
※社会体育の部
（全国大会）：295人
（国際大会）：22人

取組計画
（目標値）

・藤沢市民総合体
育大会継承大会の
実施
・賞賜金の交付と
制度周知

・藤沢市民総合体
育大会継承大会の
実施
・賞賜金の交付と
制度周知

・藤沢市民総合体育
大会継承大会の実施
・賞賜金の交付と制
度周知

・藤沢市民総合体
育大会継承大会の
実施
・賞賜金の交付と
制度周知

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ B

・藤沢市民総合体
育大会継承大会の
実施
・賞賜金の交付と
制度周知

B

競技スポーツの発
展につながったた
め

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

健康で豊かなスポーツライフの推進

競技スポーツ推進事業 スポーツ推進課

・競技スポーツ団体と連携・協働し、多くの市民が競技スポーツ大会へ参加する機会を提
供するとともに、全国大会等の参加を支援することで、意欲の向上、負担の軽減を図り、
競技スポーツを推進する。

・藤沢市体育協会と連携した事業を実施する。
・全国大会、国際大会出場者に賞賜金を交付し、競技スポーツ大会への参加を支援する。

・藤沢市民総合体育大会継承大会を実施することで、競技スポーツ大会に参加する機会を
創出し、競技人口の増加を図る。
・スポーツ人の集いで著名な人物の講演を行い、市民のスポーツに対する関心を高める。
・優秀な成績を収めた団体・個人を表彰することで、競技者の意欲の向上を図る。
・賞賜金制度の周知方法を工夫し、制度の認知度の向上を図る。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

435 担当課 計画
掲載頁

56

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

実施できなかっ
たため

コロナ禍以前に近
い開催結果となっ
た

課題を踏まえた
今後の取組

・実行委員会に
おいて各種対策
について協議す
る
・大会開催の可
否について、感
染症の拡大状況
を見ながら早期
に判断する

・実行委員会にお
いて各種対策につ
いて協議する
・大会開催の可否
について、感染症
の拡大状況を見な
がら早期に判断す
る
・コロナ禍におい
ても実施可能な
チーム数を上限と
し、募集を進める

・実行委員会にお
いて各種対策につ
いて協議する
・コロナ禍におい
ても実施可能な
チーム数を上限と
し、募集を進める

・夏場の屋外で
の開催による熱
中症対策
・コロナ禍での
大会開催の可否
を含めた実施方
法

・夏場の屋外での
開催による熱中症
対策、審判員の募
集方法の検討
・コロナ禍での大
会開催の可否を含
めた実施方法

・夏場の屋外での
開催による熱中症
対策、審判員の募
集方法の検討
・ポストコロナに
対応した大会運営
を主管団体と模索
する

取組実績

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により、３大
会とも中止

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により、３大
会とも中止

ビーチバレージャパ
ンは8/11、１２、
14に開催し44チー
ムが参加した
全国中学生大会は8
／１７、１８に開催
し、6９チームが参
加した
県中学生大会は７／
３１に開催し、6８
チームが参加した

取組計画
（目標値）

・開催大会数の
維持（３大会）
・全国中学生大
会への全都道府
県からの参加

・開催大会数の
維持（３大会）
・全国中学生大
会への全都道府
県からの参加

・開催大会数の維
持（３大会）
・全国中学生大会
への全都道府県か
らの参加

・開催大会数の
維持（３大会）
・全国中学生大
会への全都道府
県からの参加

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C C

・開催大会数の
維持（３大会）
・全国中学生大
会への全都道府
県からの参加

B

実施できなかっ
たため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

健康で豊かなスポーツライフの推進

地域特性活性化推進事業 スポーツ推進課

・「国内ビーチバレー発祥の地」としての藤沢市鵠沼海岸の地域特性を活かし、ビーチバ
レーの普及・競技人口の拡大を目指す。

・国内最高峰の大会である「ビーチバレージャパン」、中学生の全国大会である「湘南藤
沢カップ全国中学生ビーチバレー大会」とその予選を兼ねた「神奈川県中学生ビーチバ
レー大会」を開催する。

・ビーチバレージャパンを開催し、多くの市民にトップアスリートの試合を観戦する機会
を提供することで「観るスポーツ」を推進する。
・全国中学生大会に参加しやすい環境づくりを推進し、全都道府県からの参加を目指す。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

436 担当課 計画
掲載頁

56

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り
組むことができ
たため

計画どおり取り組
むことができたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

修繕及び改修工
事等対象となる
施設の優先順位
付けの実施

・劣化度調査の
実施
・修繕及び改修
工事等対象とな
る施設の優先順
位付けの実施

・劣化度調査の実
施
・修繕及び改修工
事等対象となる施
設の優先順位付け
の実施

・施設の老朽状
況に応じた適正
な予算確保
・事後保全型か
ら予防保全型へ
の切り替え

・施設の老朽状
況に応じた適正
な予算確保
・事後保全型か
ら予防保全型へ
の切り替え

・施設の老朽状況
に応じた適正な予
算確保
・事後保全型から
予防保全型への切
り替え

取組実績

各種施設修繕を
実施

各種施設工事及
び修繕を実施

各種施設工事及び
修繕を実施

取組計画
（目標値）

公園施設長寿命
化計画に基づく
施設修繕の実施

公園施設長寿命
化計画に基づく
施設修繕の実施

長寿命化計画策定
調査委託業務の実
施

長寿命化計画策
定調査委託業務
の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

長寿命化計画策
定調査委託業務
の実施

B

計画どおり取り
組むことができ
たため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

健康で豊かなスポーツライフの推進

スポーツ施設整備事業 スポーツ推進課

・市民が生涯にわたって多様なスポーツに親しみ、健康で明るく豊かなスポーツライフを
実現する環境づくりを目指す。

・市民が安心して施設を利用できるよう、適宜工事、修繕等を行い、安全に施設を運営す
る。また、学校や民間企業、神奈川県と連携し、活動場所の確保に努める。

・各スポーツ施設の劣化度を調査し、長寿命化を図る。
・市民がスポーツに親しむことができる環境を整備する。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

437 担当課 計画
掲載頁

57

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

事業の実施及び
情報発信を行う
ことができたた
め

事業の実施及び情
報発信を行うこと
ができたため

課題を踏まえた
今後の取組

イベント・大会
の運営方法を改
めて検討し、感
染症対策を行う
とともに、内容
の充実を図る

イベントでの感
染症対策を継続
し、実施する。
連絡協議会更な
る組織強化に向
け、連携を進め
る

アフターコロナに
おけるイベント・
大会の実施方法、
コロナにより低下
した参加者数・満
足度の向上方法を
検討し、実施する
連絡協議会の更な
る組織強化に向
け、連携を進める

コロナ禍でのイ
ベント・大会の
実施方法

コロナ禍でのイ
ベントの実施方
法及び連絡協議
会の組織の強化

アフターコロナに
おけるイベント・
大会の実施方法、
参加者数・満足度
の向上及び連絡協
議会の組織強化

取組実績

・新型コロナウ
イルス感染症の
影響により、多
くのイベントに
ついて中止
・障がい者ス
ポーツカレン
ダーや機関誌を
通じて、情報発
信を実施

・ふじさわパラ
スポーツフェス
タを開催し、イ
ンクルーシブス
ポーツの推進を
図った
・障がい者ス
ポーツカレン
ダーや機関誌を
通じて、情報発
信を実施

・ふじさわパラス
ポーツフェスタ及
びふじさわボッ
チャ競技大会を開
催し、インクルー
シブスポーツの推
進を図った
・障がい者スポー
ツカレンダーや機
関誌を通じて、情
報発信を実施

取組計画
（目標値）

・誰もが参加で
きるイベント・
大会の実施
・情報発信

・誰もが参加で
きるイベント・
大会の実施
・情報発信

・誰もが参加でき
るイベント・大会
の実施
・情報発信

・誰もが参加で
きるイベント・
大会の実施
・情報発信

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・誰もが参加で
きるイベント・
大会の実施
・情報発信

B

情報発信を行う
ことができたた
め

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

健康で豊かなスポーツライフの推進

インクルーシブスポーツ
事業

スポーツ推進課

・スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利という理念を踏ま
え、障がいの有無にかかわらず、スポーツ活動に参加できる機会を創出する。
・障がい者がスポーツに親しめる環境を整備するため、藤沢市障がい者スポーツ連絡協議
会の活動の充実を図る。

・障がい者と健常者が共にスポーツを楽しめる事業を開催する。
・藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会の組織力を強化し、障がい者スポーツ事業の開催、
情報発信等を行う。

・ふじさわパラスポーツフェスタ専門部会を年１０回開催し、新たな種目を検討すること
で、内容の充実を図る。
・藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会の加盟団体と協力団体を増やす。
・障がい者スポーツカレンダーと機関誌を作成し、情報の一元化を図るとともに情報発信
する。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

438 担当課 計画
掲載頁

57

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

一部研修会等が
実施できなかっ
たため。

コロナ禍以前と近
い形で事業が実施
できたため。

課題を踏まえた
今後の取組

・感染症対策を
協議し、実施可
否の判断につい
て検討する。
・交流会につい
ては、他市の感
染状況も見て、
実施可否の判断
をする。

・感染症対策を
協議し、実施可
否の判断につい
て検討する。
・交流会につい
ては、他市の感
染状況も見て、
実施可否の判断
をする。

・コロナ禍以前の
開催方法を考慮し
つつ、新しい形で
の実施方法を検討
する。

コロナ禍での交
流会等の実施方
法。

ポストコロナに
合わせ、新しい
生活様式での交
流会開催方法の
検討。

ポストコロナに合
わせ、新しい生活
様式での交流会開
催方法の検討。

取組実績

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により、交流
会は次年度へ延
期、研修会は中
止。

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より、大和市及び
横須賀市との交流
研修会及びニュー
スポーツに関する
研修会を中止。小
田原市及び平塚市
との交流研修会は
実施。

規模縮小や感染症
対策を講じた上
で、横須賀市、大
和市との交流研修
を9/17、小田原
市、平塚市との交
流研修を
12/11、ニュー
スポーツ研修会を
3/19に実施し
た。

取組計画
（目標値）

・他市とのスポー
ツ交流会の実施。
・ニュースポーツ
研修会の実施。

・他市とのスポー
ツ交流会の実施。
・ニュースポーツ
研修会の実施。

・他市とのスポー
ツ交流会の実施。
・ニュースポーツ
研修会の実施。

・他市とのスポー
ツ交流会の実施。
・ニュースポーツ
研修会の実施。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｃ Ｃ

・他市とのスポー
ツ交流会の実施。
・ニュースポーツ
研修会の実施。

B

実施できなかっ
たため。

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

健康で豊かなスポーツライフの推進

スポーツサポート事業 スポーツ推進課

・地域スポーツ指導者を養成し、活用することで、市民のスポーツ・レクリエーション活
動を推進する。

・健康・体力づくりを効果的に推進するため、研修を充実させることでスポーツ推進委員
の資質向上を図るとともに、各種事業や地域活動に派遣することで、市民のスポーツ・レ
クリエーション活動を安全かつ効果的に推進するよう取り組む。

・年２回の他市との交流研修会等を実施し、各市の取組を学ぶ。
・ニュースポーツの研修会や大会を実施し、ニュースポーツの知識や事業運営のノウハウ
を習得する。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

441 担当課 計画
掲載頁

57

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り
組むことができ
たため

目標としていた文
化財の新規指定・
登録を実施できな
かったため

課題を踏まえた
今後の取組

・文化財の散逸
を防ぐため指定
候補物件の調査
を進める
・文化財保存活
用地域計画の情
報収集を行う

・文化財の散逸
を防ぐため指定
候補物件の調査
を進める
・文化財保存活
用地域計画の情
報収集を行う
（策定済・策定
中の県内市のヒ
アリング）

・文化財の散逸を
防ぐため指定候補
物件の調査を進め
る
・指定・登録文化
財の活用について
の検討
・文化財保存活用
地域計画の情報収
集を行う（策定
済・策定中の県内
市のヒアリング）

・文化財の散逸
・指定・登録文
化財の所有者の
負担

・文化財の散逸
・指定・登録文
化財の所有者の
負担

・文化財の散逸
・指定・登録文化
財の所有者の負担
・既存文化財の周
知

取組実績

市指定文化財の
指定（２件）
国登録有形文化
財の登録（３
件）

市指定文化財の
指定（３件）
国登録有形文化
財の登録（１
件）

市指定文化財の指
定（０件）
国登録有形文化財
の登録（０件）
指定候補文化財の
調査（１件）
登録候補文化財の
検討（１件）

取組計画
（目標値）

・市指定文化財
の指定（１件）
・国登録有形文
化財の登録（１
件）
・指定・登録候
補文化財の調
査・検討・調整

・市指定文化財
の指定（１件）
・国登録有形文
化財の登録（１
件）
・指定・登録候
補文化財の調
査・検討・調整

・市指定文化財の
指定（１件）
・国登録有形文化
財の登録（１件）
・指定・登録候補
文化財の調査・検
討・調整

・市指定文化財
の指定（１件）
・国登録有形文
化財の登録（１
件）
・指定・登録候
補文化財の調
査・検討・調整

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・市指定文化財
の指定（１件）
・国登録有形文
化財の登録（１
件）
・指定・登録候
補文化財の調
査・検討・調整

C

計画どおり取り
組むことができ
たため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

藤沢の文化財や歴史資料の保存・継承と活
用

歴史遺産保存整備活用事
業

郷土歴史課

・歴史・文化の継承や地域の特性を生かした文化の発展を図る。

・市内に遺存する歴史的資産を適正に保存・活用することで、歴史的資産の文化財的価値
の維持・向上を図り、活用が図れるように整備する。

・市指定文化財
　指定候補物件の調査を進める。
・国登録有形文化財
　旧江の島道沿いの歴史的建造物の登録に向けた調査を進める。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

442 担当課 計画
掲載頁

58

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り組
むことができたた
め

計画どおり取り組
むことができたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

文化財保護に関
して、継続的に
行っていく

文化財保護に関
して、継続的に
行っていく

文化財保護に関し
て、継続的に行っ
ていく

・修理等補助金
における速やか
な対応
・文化財説明板
の既存修繕と新
規設置の作業順
位

・修理等補助金
における速やか
な対応
・文化財説明板
の既存修繕と新
規設置の作業順
位

・修理等補助金に
おける速やかな対
応
・文化財説明板の
既存修繕と新規設
置の作業順位

取組実績

・藤沢市指定重
要文化財等保存
管理奨励交付金
の交付
・藤沢市指定重
要文化財等修理
等補助金の交付
・文化財説明板
の設置・修繕

・藤沢市指定重
要文化財等保存
管理奨励交付金
の交付
・藤沢市指定重
要文化財等修理
等補助金の交付
・文化財説明板
の設置・修繕

・藤沢市指定重要
文化財等保存管理
奨励交付金の交付
・文化財説明板の
設置・修繕

取組計画
（目標値）

・保存管理奨励
交付金の交付
・修理等補助金
の交付
・文化財説明板
の設置

・保存管理奨励
交付金の交付
・修理等補助金
の交付
・文化財説明板
の設置

・保存管理奨励交
付金の交付
・修理等補助金の
交付
・文化財説明板の
設置

・保存管理奨励
交付金の交付
・修理等補助金
の交付
・文化財説明板
の設置

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・保存管理奨励
交付金の交付
・修理等補助金
の交付
・文化財説明板
の設置

Ｂ

計画どおり取り組
むことができたた
め

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

藤沢の文化財や歴史資料の保存・継承と活
用

文化財保護事業 郷土歴史課

・歴史的文化遺産の後世への継承と地域文化財の活用を推進する。
・郷土愛と豊かな心を育てる。

・文化財の調査・研究、保存・管理、公開普及・活用及び埋蔵文化財の調査等を実施す
る。

・保存管理奨励交付金や修理等補助金を適正に交付し、文化財保護に関して、継続的に
行っていく。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

443 担当課 計画
掲載頁

58

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り組
むことができたた
め

計画どおり取り組
むことができたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

情報収集を迅速
に進め、関連す
る各課・機関と
十分な調整・協
議を行う

・仕様の策定に
当たっては、法
令を踏まえた妥
当性について、
関連する各課・
機関と十分な調
整・協議を行う
・新収蔵庫の機
能を活かし、収
蔵する文化財を
守り、整理・保
管がしやすい運
用を検討する

収蔵品の効率的な
整理及び適正な保
管だけでなく、よ
り多くの市民が文
化財に触れる機会
を提供できるよ
う、改めて機能や
建設予定地を含め
た見直しを行う

・仮設収蔵庫の
整備
・収蔵計画の検
討
・解体工事に向
けた調整

・新収蔵庫の仕
様策定
・新収蔵庫の運
用の検討

物価高騰等の影響
による建設費の大
幅増

取組実績

・保管施設整備
の検討
・第３次藤沢市
公共施設再整備
プラン（暫定
版）に位置付け
られた
・収蔵庫建替え
の間に必要とな
る仮設収蔵庫の
調整を行った

・第1収蔵庫の
アスベスト調査
を実施
・既存の収蔵庫
から廃棄物を搬
出
・第3次藤沢市
公共施設再整備
プランにて、実
施事業に位置付
けられた

・第１収蔵庫の保
管資料を仮設収蔵
庫へ移送した
・第１収蔵庫及び
旧あずま保育園を
解体した

取組計画
（目標値）

・保管施設整備
方針の検討
・再整備に向け
た庁内検討

・アスベスト事
前調査（第１収
蔵庫）
・廃棄物搬出処
理

・保管資料を仮設
収蔵庫へ移動
・第１収蔵庫解体
工事

・新収蔵庫の機
能及び建設予定
地の検討

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

・新収蔵庫の機
能及び建設予定
地の検討

B

計画どおり取り組
むことができたた
め

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

藤沢の文化財や歴史資料の保存・継承と活
用

文化財収蔵庫整備事業 郷土歴史課

・文化財収蔵施設の集約化と適正な文化財の収集・整理・保管・活用。

・市内各所に分散、老朽化した収蔵施設の集約化と文化財の適正な収集・整理・保管・活
用ができる施設について検討を進める。

・公共施設の再整備計画を踏まえて、収蔵庫の集約化を進める。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

444 担当課 計画
掲載頁

58

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

概ね目標を達成
したため

概ね目標を達成し
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・参加者等の把
握、参加人数の
制限等新型コロ
ナウイルス感染
症対策を行った
上で、感染状況
を踏まえて事業
を実施する
・VR（バーチャ
ルリアリティ）
やSNSなどICT
を活用した事業
を展開する

・参加者等の把
握、参加人数の
制限等新型コロ
ナウイルス感染
症対策を行った
上で、感染状況
を踏まえて事業
を実施する
・VR（バーチャ
ルリアリティ）
やSNSなどICT
を活用した事業
を展開する

・市民活動団体等
と連携した有効活
用を検討する
・個人所有者の負
担を軽減する方策
を検討する

新型コロナ感染
症対策と両立し
た事業の実施方
法、実施内容の
見直し

新型コロナ感染
症対策と両立し
た事業の実施方
法、実施内容の
見直し

・国登録有形文化
財「有田家住宅」
の有効活用
・個人所有の歴史
的建造物の維持、
保存

取組実績

・旧三觜邸の公
開（１４回）
・古民家を利用
した事業（中
止）

・旧三觜家の公
開（５１回）
・古民家を利用
した事業（３
回）

・古民家を利用し
た事業（３回）
・国登録有形文化
財「有田家住宅」
の寄附受入れ

取組計画
（目標値）

・旧三觜家の公
開（４８回）
・古民家を利用
した事業（５
回）

・旧三觜家の公
開（４８回）
・古民家を利用
した事業（５
回）

古民家を利用した
事業（５回）

古民家を利用し
た事業（５回）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C Ｂ

古民家を利用し
た事業（５回）

B

目標を達成でき
なかったため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

藤沢の文化財や歴史資料の保存・継承と活
用

歴史的建造物維持活用事
業

郷土歴史課

・郷土の歴史、文化資産として歴史的建造物を維持、保存するとともに、公開、活用する
ことで文化の向上を図る。

・国登録有形文化財等、歴史的建造物の維持、保存
・古民家を活用した事業を実施する。

・歴史的建造物の維持、活用を図る。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

445 担当課 計画
掲載頁

58

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

概ね計画どおり
取り組むことが
できたため

概ね計画どおり取
り組むことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・新型コロナウ
イルス感染症対
策を行いつつ、
公開活用の充実
に努める
・ホームページ
のコンテンツの
充実を図る
・展示方法の検
討
・目標値の見直
し

・新型コロナウ
イルス感染症対
策を行いつつ、
公開活用の充実
に努める
・ホームページ
のコンテンツの
充実を図る
・展示方法の検
討
・目標値の見直
し

・公開活用の充実
に努める
・ホームページの
コンテンツの充実
を図る
・展示方法の検討

・新型コロナウ
イルス感染症対
策と事業の両立
・展示環境
・コロナ禍にお
ける目標値

・新型コロナウ
イルス感染症対
策と事業の両立
・展示環境
・コロナ禍にお
ける目標値

・新型コロナウイ
ルス感染症対策と
事業の両立
・展示環境
・コロナ禍におけ
る目標値

取組実績

・市民ギャラ
リー常設展示室
にて計５回の展
示を実施等
・参加者数
22,049人

・市民ギャラ
リー常設展示室
にて計５回の展
示を実施等
・参加者数
22,270人

・市民ギャラリー
常設展示室にて計
６回の展示を実施
等
・参加者数
18,790人

取組計画
（目標値）

・公開活用事業
の実施（展示開
催延日数３００
日）
・参加者数
（18,500人）

・公開活用事業
の実施（展示開
催延日数３００
日）
・参加者数
（18,500人）

・公開活用事業の
実施（展示開催延
日数３００日）
・参加者数
（18,500人）

・公開活用事業
の実施（展示開
催延日数３００
日）
・参加者数
（18,500人）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・公開活用事業
の実施（展示開
催延日数３００
日）
・参加者数
（18,500人）

B

概ね計画どおり
取り組むことが
できたため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

藤沢の文化財や歴史資料の保存・継承と活
用

歴史資料公開活用事業 郷土歴史課

・展示会開催等により、地域の歴史・文化に対する理解を深め、郷土愛の醸成を促す。

・地域施設における展示事業実施、学校等における郷土資料講座の実施、映像記録の保
存・公開の実施、電子博物館の整備等、公開活用事業の充実を図る。

・公開活用事業の充実に努める。
・浮世絵館ホームページ及びみゆネットふじさわのコンテンツの充実を図る。
・ふじさわ宿交流館においては、地域との連携を図る中で新たな展示を進める。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

446 担当課 計画
掲載頁

59

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

目標としていた
来館者数に達し
なかったため

目標としていた来
館者数に達しな
かったため

課題を踏まえた
今後の取組

・新型コロナウ
イルス感染症対
策を行ったうえ
で、事業やイベ
ントを実施する
・地域との連携
を進め来館者を
飽きさせない工
夫をする
・目標値の見直
し

・新型コロナウイ
ルス感染症対策を
行ったうえで、事
業やイベントを実
施する
・地域団体や他の
宿場等と連携し、
市内・市外ともに
さらなる誘客を促
進する
・イベントのライ
ブ配信を行い、当
館の魅力を発信す
る

・事業やイベント
を充実させ、来館
者数の増を図る
・地域団体や他の
宿場等と連携し、
市内・市外ともに
さらなる誘客を促
進する
・イベントのライ
ブ配信を行い、当
館の魅力を発信す
る

・新型コロナウ
イルス感染症対
策と、開館、イ
ベント実施の両
立
・コロナ禍にお
ける目標値

・新型コロナウ
イルス感染症対
策と、開館、イ
ベント実施の両
立

・新型コロナウイ
ルス感染症対策
と、開館、イベン
ト実施の両立

取組実績

・歴史講座の開
催（年９回）
・指定管理者に
よるイベント等
の実施（年20回
程度）
・動画配信など
イベント代替策
の実施
・来館者数
16,100人

・開館５周年記
念事業の実施
・指定管理者に
よるイベント等
の実施（年70回
程度）
・歴史講座の開
催（年９回）
・来館者数
20,183人

・歴史講座の開催
（年９回）
・指定管理者によ
るイベント等の実
施（年70回程
度）
・動画配信などイ
ベント代替策の実
施
・来館者数
20,234人

取組計画
（目標値）

藤沢宿活性化の
ための伝統芸
能・歴史紹介等
のイベント実施
（来館26,000
人）

藤沢宿活性化の
ための伝統芸
能・歴史紹介等
のイベント実施
（来館26,000
人）

藤沢宿活性化のた
めの伝統芸能・歴
史紹介等のイベン
ト実施（来館
26,000人）

藤沢宿活性化の
ための伝統芸
能・歴史紹介等
のイベント実施
（来館26,000
人）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｃ Ｃ

藤沢宿活性化の
ための伝統芸
能・歴史紹介等
のイベント実施
（来館26,000
人）

Ｃ

目標としていた
イベント等の開
催が行えなかっ
たため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

藤沢の文化財や歴史資料の保存・継承と活
用

ふじさわ宿交流館運営事
業

郷土歴史課

・旧東海道藤沢宿において、ふじさわ宿交流館を拠点とし、他の様々な取組と併せ地域の
活性化に繋がる活用を図る。

・旧東海道藤沢宿に地域の歴史や文化を学べ、休憩や交流の場としても活用できる施設と
してふじさわ宿交流館を運営する。
　-藤沢宿の歴史・文化・なりわいの紹介。
　-伝統芸能の発表の場の提供。
　-地域の活性化のための事業実施。

・指定管理者である藤沢市観光協会と連携し、運営を行う。
・地域の市民活動団体等と連携し、地域のにぎわいの創出を目指す。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

447 担当課 計画
掲載頁

59

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

目標である利用
者数を達成でき
なかったため

目標である利用者
数を達成できな
かったため

課題を踏まえた
今後の取組

・資料を多角的
に研究し、様々
な紹介方法を考
える
・感染症防止対
策を行ったうえ
で展示やイベン
トを実施する
・目標値の見直
し

・資料を多角的
に研究し、様々
な紹介方法を考
える
・感染症防止対
策を行ったうえ
で展示やイベン
トを実施する
・アウトリーチ
活動の強化

・資料を多角的に
研究し、様々な紹
介方法を考える
・浮世絵館を知っ
てもらうためのア
ウトリーチ活動の
強化
・浮世絵をはじめ
とした郷土資料を
教育の現場で活用
してもらうことを
推進

・長期的な研究
や資料収集に基
づいた展示企画
・感染症対策と
展示・イベント
の両立
・コロナ禍にお
ける目標値

・長期的な研究
や資料収集に基
づいた展示企画
・感染症対策と
展示・イベン
ト・アウトリー
チ活動の両立

・長期的な研究や
資料収集に基づい
た展示企画
・感染症対策と展
示・イベント・ア
ウトリーチ活動の
両立

取組実績

年度期間中、５
回の展示と５回
の外部展示を開
催
・利用者数約
5,095人
・開館日数168
日

年度期間中、6
回の展示と４回
の外部展示を開
催
・利用者数約
14,532人
・開館日数272
日

年度期間中、6回
の展示と４回の外
部展示を開催
・利用者数約
12,772人
・開館日数306
日

取組計画
（目標値）

・藤澤浮世絵館
の運営（利用者
数21,500人）
・開館日数250
日

・藤澤浮世絵館
の運営（利用者
数21,500人）
・開館日数250
日

・藤澤浮世絵館の
運営（利用者数
21,500人）
・開館日数250
日

・藤澤浮世絵館
の運営（利用者
数２1,500人）
・開館日数250
日

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C C

・藤澤浮世絵館
の運営（利用者
数21,500人）
・開館日数250
日

C

目標である利用
者数を達成でき
なかったため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

藤沢の文化財や歴史資料の保存・継承と活
用

藤澤浮世絵館運営事業 郷土歴史課

・これまで市が収集してきた浮世絵類を中心とした郷土資料を市民をはじめ多くの人に見
ていただく場を提供することにより、郷土の歴史・文化についての関心を喚起し、郷土愛
あふれる藤沢の実現に資する。

・市民が集い文化の継承に繋がる生涯学習の場として、浮世絵類の展示を中心とした藤澤
浮世絵館を運営する。
　-東海道、藤沢宿、江の島など所蔵する浮世絵の特色を活かした展示。
　-市民等が気軽に訪れ、学び、憩えるスペースの設置。
　-地図や写真などのビジュアル資料も駆使した地域の歴史の紹介。

・東京オリンピック2020大会の開催を契機とした国内外に向けたＰＲを継続していく。
・教育機関との連携による郷土の歴史文化の啓発、推進を図る。
・関連団体との連携や企画による集客及びＰＲを進める。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

451 担当課 計画
掲載頁

59

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

新型コロナウイ
ルス感染症の対
策を取り、事業
を実施すること
ができたため

市民ギャラリー利
用状況では一部空
き室が生じている
ものの、本市事業
の目標値は達成し
ているため

課題を踏まえた
今後の取組

主催事業の一部に
おいてオンライン
配信を併用するこ
とができた

引き続きオンライ
ン配信を行うな
ど、様々な方法に
よる事業の実施に
取り組む

引き続き新型コ
ロナウイルス感
染症下におけ
る、様々な方法
による事業の実
施に取り組む

・ギャラリー運用
方法の見直しや広
報活動を行い、利
用者数の増を図る
・主催事業におけ
る運営方法の検討

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より、集客を伴う
展覧会が制限され
たことから、様々
な方法による事業
の実施が求められ
る

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により、集客
を伴う展覧会が
制限されたこと
から、様々な方
法による事業の
実施が求められ
る

・新型コロナウイ
ルス感染症の影響
による文化芸術活
動の縮小
・主催事業におけ
る運営方法等の再
構築

取組実績

4事業の実施
主催事業
・第41回藤沢市芸
術文化展
・絵本展をみにい
こう！
・第2回わたしの
すきな絵本展

共催事業
・第40回藤沢書道
展

【文化芸術課】
主催事業　5事業
・第71回藤沢市展
・第21回カナガワ
ビエンナーレ国際児
童画展巡回展
・第34回藤沢市高
等学校美術展　他
共催事業　5事業
・第41回藤沢書道
展　他
【他課】
主催事業　３事業
共催事業　１事業

【文化芸術課】
主催事業　6事業
・第72回藤沢市展
・第3回わたしのす
きな絵本展
・第3５回藤沢市高
等学校美術展　他
共催事業　４事業
・第4２回藤沢書道
展　他
【他課】
主催事業　４事業
共催事業　２事業

取組計画
（目標値）

本市が主催・共
催する事業（展
覧会等）の実施
（15事業）

本市が主催・共
催する事業（展
覧会等）の実施
（15事業）

本市が主催・共催
する事業（展覧会
等）の実施
（15事業）

本市が主催・共
催する事業（展
覧会等）の実施
（15事業）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

本市が主催・共
催する事業（展
覧会等）の実施
（15事業）

B

図書館と連携した
事業を実施するこ
とができたが、新
型コロナウイルス
感染症の影響によ
り一部事業を実施
することができな
かったため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

文化芸術活動の支援

市民ギャラリー運営事業 文化芸術課

・市民の文化活動を支援することにより、市民の創作活動の充実を図る。

・市民の美術創作活動の推進及び美術作品鑑賞のため、主催等による事業を実施する。
・市民の文化・創作活動の発表及び鑑賞の場を提供する。

・主催等事業の内容の充実及び来場者数の増に努め、同フロアにある図書館との連携につ
いても検討を進めていく。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

452 担当課 計画
掲載頁

60

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

新型コロナウイルス
感染症の影響により
一部事業の中止や縮
小を余儀なくされた
ため

新型コロナウイルス
感染症の感染対策と
して、ホールの座席
制限等はあったが、
計画した事業をほぼ
全て実施することが
できたため

課題を踏まえた
今後の取組

一部事業について
オンライン配信を
行うなど、鑑賞機
会の提供に努めた

集客による事業の
実施を基本としつ
つ、引き続きオン
ライン配信を行う
など、様々な実施
方法に取り組む

引き続き新型コ
ロナウイルス感
染症下におけ
る、様々な方法
による事業の実
施に取り組む

ホームページの
他、SNSを利用
した広報力の強化
に取り組む

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より、集客を伴う
事業の実施が制限
されたことから、
今後、様々な方法
による事業の実施
が求められる

引き続き、新型
コロナウイルス
感染症拡大によ
る入場者数や施
設使用制限等が
懸念される

新型コロナウイル
ス感染症による入
場制限等が緩和さ
れる中で、チケッ
ト販売をはじめと
した集客に力を入
れる必要がある

取組実績

・音楽事業等の
開催
29事業
6,725人

・芸術文化団体
等への支援
3団体

・市民オペラ、
音楽事業等の開
催
32事業15,838
人

・芸術文化団体
等への支援
1団体

・市民オペラ、音
楽事業等の開催
53事業20,532
人

・芸術文化団体等
への支援
5団体

取組計画
（目標値）

音楽・演劇事業
等の開催
（参加者・鑑賞
者等の人数
30,000人）

音楽・演劇事業
等の開催
（参加者・鑑賞
者等の人数
30,000人）

音楽・演劇事業等
の開催
（参加者・鑑賞者
等の人数
25,000人）

音楽・演劇事業
等の開催
（参加者・鑑賞
者等の人数
25,000人）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

音楽・演劇事業
等の開催
（参加者・鑑賞
者等の人数
30,000人）

B

新型コロナウイルス
感染症の影響により
一部事業を実施する
ことができなかった
ため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

文化芸術活動の支援

芸術文化振興事業
文化芸術課・（公財）藤

沢市みらい創造財団

・関係団体と連携し、子どもから高齢者まですべての市民が様々な芸術文化に触れる機会
の拡大に努め、市民一人ひとりがこころ豊かな生活と、活力のある社会の実現を図ること
を目指した取組を推進する。

・市民オペラを中心とした音楽事業や舞台・大衆芸能等の演劇事業、文化の普及や継承を
目的とした市民・関係団体などとの協働による事業の実施
・芸術文化の創造の機会の提供として市立小・中学校を対象としたアウトリーチ（学校訪
問）事業の実施
・音楽、演劇等の舞台芸術活動を行う団体に対する助成を行う

・市民を主体とした文化芸術活動を総合的に展開し、文化芸術の鑑賞や活動の機会の充実
を図ると共に、文化芸術団体の自主的な活動を側面から支援し、多様な活動を促進してい
く。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

453 担当課 計画
掲載頁

60

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

新型コロナウイルス
感染症の影響に伴
い、実施方法の変更
等はあったが、両事
業とも実施できたた
め

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
伴い、実施方法の
変更等はあった
が、両事業とも実
施できたため

課題を踏まえた
今後の取組

事業実施団体と
連携しながら、
オンライン配信
など、様々な方
法を検討してい
く

引き続き新型コ
ロナウイルス感
染症下におけ
る、様々な方法
による事業の実
施に取り組む

・集客数を増やす
ため、他のイベン
トとの同時開催を
見込んだ実施時期
検討
・周知方法等の検
討

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により、集客
を伴う事業の実
施が制限された

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響下における、
対面での事業実
施方法

イベント周知方法
や集客方法につい
て、効果の検証が
必要

取組実績 実績なし

・こころの劇場
（動画配信）
視聴者数
1,832人（17
校）
・ワクワク体験
ひろば　体験参
加者数1,323人
（2日間合計）

・こころの劇場（動
画配信）
視聴者数　3,562人
（35校）
・ワクワク体験ひろ
ば　体験参加者数
（2日間合計）
湘南台：560人
市民会館：1,377人

取組計画
（目標値）

・こころの劇場
小学生招待事業
の実施
・ワクワク体験
ひろばの開催

・こころの劇場
小学生招待事業
の実施
・ワクワク体験
ひろばの開催

・こころの劇場小
学生招待事業の実
施
・ワクワク体験ひ
ろばの開催

・こころの劇場
小学生招待事業
の実施
・ワクワク体験
ひろばの開催

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

・こころの劇場
小学生招待事業
の実施
・ワクワク体験
ひろばの開催

B

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により事業を
実施することが
できなかったた
め

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

文化芸術活動の支援

次世代育成事業 文化芸術課

・文化芸術団体等との協働により、将来の藤沢の文化芸術を担う子どもたちを中心とした
人材の育成を図るとともに、多種多様な文化芸術の発見につなげる。

・子どもたちが芸術を体験・鑑賞できる場として、市内の小学６年生を対象としたこころ
の劇場小学生招待事業を実施する。
・子どもたちが様々な伝統芸能を体験できる事業等を実施する。

・関係団体と連携し、文化芸術の創造や鑑賞機会を提供することにより、将来の藤沢の文
化芸術を担う人材のさらなる育成に努める。
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基本方針 4 施策の柱

事業コード
事業名

454 担当課 計画
掲載頁

60

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

新型コロナウイ
ルス感染症対策
を取りながらで
きる限りの事業
を実施すること
ができたため

目標値である若手
アーティスト紹介
者数１５人を達成
できたため

課題を踏まえた
今後の取組

SNSを活用する
ほか、動画配信
を通した芸術振
興事業を積極的
に取り組む

引き続きSNSや
動画配信を活用
した芸術振興事
業に加え、教育
普及としてのア
ウトリーチ事業
についても積極
的に取り組む

SNSでの発信は
もちろん、学校や
近隣地域へ積極的
にアピールする

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により、対面
による事業実施
ができないもの
に関しては、十
分な対策をとる
ほか、対面にた
よらない方法を
検討

昨年に引き続き、
対面による事業実
施が難しかった。
十分な感染対策を
取りつつ、対面に
頼らない事業のほ
か、新たな方法で
芸術等の普及に取
り組む事業を検討
する

新型コロナウイル
ス感染症対策の影
響から、団体での
鑑賞やリピートし
て来てくださる鑑
賞者が減ってお
り、集客に苦心し
た。広報方法を検
討する

取組実績

・若手アーティ
ストの企画展３
本、紹介者数
９人
・オンラインで
のアーティスト
紹介２人

・若手アーティ
ストの企画展2
本、紹介者数９
人

・若手アーティス
トの企画展３本、
紹介者数１５人

取組計画
（目標値）

若手アーティス
トへの支援
（若手アーティ
スト紹介者数
１７人）

若手アーティス
トへの支援
（若手アーティ
スト紹介者数
10人）

若手アーティスト
への支援
（若手アーティス
ト紹介者数　15
人）

若手アーティス
トへの支援
（若手アーティ
スト紹介者数
20人）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

若手アーティス
トへの支援
（若手アーティ
スト紹介者数
20人）

B

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により対面で
のワークショッ
プを実施できな
かったため

人生１００年時代を見据
えた生涯学習社会をめざ
します

文化芸術活動の支援

アートスペース運営事業 文化芸術課

・本市の美術振興施設として、若手芸術家等の創作活動の支援を行うとともに、湘南ゆか
りの作家を紹介し、身近な美術鑑賞の機会の提供を行うなど、市民に広く文化芸術に関す
る情報を発信し、文化芸術活動の充実を図る。

・若手芸術家等の創作活動及び展示・発表等を支援する。
・身近な場所での美術鑑賞の機会を提供する。
・個人等の美術作品の制作・展示・発表の場を提供する。
・ワークショップや美術講座の開催により、美術学習の場を提供する。

・若手芸術家等の創作活動の支援、美術鑑賞の機会の提供、美術作品の展示・発表、及び
美術学習の場の提供等を行うとともに、東京2020オリンピックを契機に、さらなる文化
芸術の創造と発信に努める。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

511 担当課 計画
掲載頁

61

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

就学援助費等を
支給した結果、
保護者の経済的
負担の軽減が図
られたため。

就学援助費等を支
給した結果、保護
者の経済的負担の
軽減が図られたた
め。

課題を踏まえた
今後の取組

引き続き、認定
基準や支給費目
等について検討
する。

認定基準や支給
費目等につい
て、変更案と激
変緩和措置案を
検討する。

認定基準や支給費
目等について、変
更案と激変緩和措
置案を実施時期を
含め検討する。

就学援助の認定
審査において、
改定前の生活保
護基準を用いて
いることから、
現状に即した基
準や支給費目に
ついて検討する
必要がある。

就学援助の認定
審査において、
改定前の生活保
護基準を用いて
いることから、
現状に即した基
準や支給費目に
ついて検討する
必要がある。

就学援助の認定審
査において、改定
前の生活保護基準
を用いていること
から、現状に即し
た基準や支給費目
について、実施時
期を含め検討する
必要がある。

取組実績

就学困難と認め
られる児童生徒
の保護者に対
し、小・中学校
入学準備金、学
用品費、めがね
購入費等を援助
した。
（認定者数）
・小学校
　　2,930人
・中学校
　　1,686人

就学困難と認め
られる児童生徒
の保護者に対
し、小・中学校
入学準備金、学
用品費、めがね
購入費等を援助
した。
（認定者数）
・小学校
　　2,717人
・中学校
　　1,628人

就学困難と認めら
れる児童生徒の保
護者に対し、小・
中学校入学準備
金、学用品費、め
がね購入費等を援
助した。
（認定者数）
・小学校
　　2,525人
・中学校
　　1,589人

取組計画
（目標値）

就学援助費等の
支給。

就学援助費等の
支給。

就学援助費等の支
給。

就学援助費等の
支給。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

就学援助費等の
支給。

B

就学援助費等を
支給した結果、
保護者の経済的
負担の軽減が図
られたため。

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

教育の機会均等

要保護準要保護
児童・生徒援助事業

学務保健課

・保護者の経済的負担の軽減
・義務教育の円滑な推進

・経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費、修学旅行
費、社会見学費、医療費、学校給食費、めがね購入費、卒業アルバム購入費などを援助す
る。

・今後とも、保護者の経済的負担の軽減や義務教育の円滑な推進を図るために就学援助制
度を実施する。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

512 担当課 計画
掲載頁

61

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり、事
業を行うことが
できたため

計画どおり、事業
を行うことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

奨学生の生活状
況によっては、
バックアップふ
じさわ等と連携
し、不安なく学
生生活を送れる
よう支援する

奨学生の生活状
況によっては、
バックアップふ
じさわ等と連携
し、不安なく学
生生活を送れる
よう支援する

奨学生の生活状況
によっては、バッ
クアップふじさわ
等と連携し、不安
なく学生生活を送
れるよう支援する

奨学生に対し
て、面談等によ
り学習・生活状
況等を把握しな
がら丁寧なフォ
ローアップを
行っていく

奨学生に対し
て、面談等によ
り学習・生活状
況等を把握しな
がら丁寧なフォ
ローアップを
行っていく

奨学生に対して、
面談等により学
習・生活状況等を
把握しながら丁寧
なフォローアップ
を行っていく

取組実績

①19名の募集があ
り、11名を選考し
た（うち１名辞退）
②14名に総額
5,300,200円を給
付した
③年3回の面談を実
施し、大学等に在学
中のフォローアップ
をした

①21名の募集があ
り、８名を選考した
②18名総額
6,175,700円を給
付した
③年3回の面談を実
施し、大学等に在学
中のフォローアップ
をした

①16名の募集があ
り、10名を選考した
②25名総額
9,119,400円を給付
した
③年3回の面談を実施
し、大学等に在学中
のフォローアップを
した

取組計画
（目標値）

①奨学生の募集・選
考
②奨学金の給付
③奨学生の継続支援
（面談等）

①奨学生の募集・選
考
②奨学金の給付
③奨学生の継続支援
（面談等）

①奨学生の募集・選
考
②奨学金の給付
③奨学生の継続支援
（面談等）

①奨学生の募集・選
考
②奨学金の給付
③奨学生の継続支援
（面談等）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

①奨学生の募集・選
考
②奨学金の給付
③奨学生の継続支援
（面談等）

Ｂ

計画どおり、事
業を行うことが
できたため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

教育の機会均等

奨学金給付事業 教育総務課

・経済的な理由により進学が困難な者に奨学金を給付し、教育の機会均等を図る。

・意欲と能力のある高校生等が、経済的理由により進学を断念することなく、大学等での
修学の機会が得られるよう給付型の奨学金を給付する。
－入学準備奨学資金
－学費奨学資金

・国による高等教育無償化に係る動向を注視し、施策の内容を十分に検証したうえで見直
しを行っていく。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

513 担当課 計画
掲載頁

61

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり、事
業周知が図られ
たため

計画どおり、事業
周知が図られたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

教育部などが主
催するイベント
に、リーフレッ
トを配布するな
ど、広く一般の
方に、事業周知
ができるよう努
める

教育部などが主
催するイベント
に、リーフレッ
トを配布するな
ど、広く一般の
方に、事業周知
ができるよう努
める

教育部などが主催
するイベントに、
リーフレットを配
布するなど、広く
一般の方に、事業
周知ができるよう
努める

より効果的なPR
活動を検討し、
実施していく

より効果的なPR
活動を検討し、
実施していく

より効果的なPR
活動を検討し、実
施していく

取組実績

①基金受付
541件
26,051,485円

②リーフレットの配
布
基金周知のため、市
民センター等の市内
施設や口座開設金融
機関及び市立学校教
員に、リーフレット
を配布した

①基金受付
887件
42,920,306円

②リーフレットの配
布
基金周知のため、市
民センター等の市内
施設や口座開設金融
機関及び市立学校教
員に、リーフレット
を配布した

①基金受付1,70５件
51,8６3,266円

②リーフレットの配
布
基金周知のため、市
民センター等の市内
施設や口座開設金融
機関及び市立学校教
員に、リーフレット
を配布した

取組計画
（目標値）

①専用口座やふる
さと納税による基
金受付
②各関係機関への
リーフレットの配
布

①専用口座やふる
さと納税による基
金受付
②各関係機関への
リーフレットの配
布

①専用口座やふるさ
と納税による基金受
付
②各関係機関への
リーフレットの配布

①専用口座やふる
さと納税による基
金受付
②各関係機関への
リーフレットの配
布

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ Ｂ

①専用口座やふる
さと納税による基
金受付
②各関係機関への
リーフレットの配
布

Ｂ

計画どおり、事
業周知が図られ
たため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

教育の機会均等

教育応援基金事業 教育総務課

・次の世代を担う子どもたちが、その能力や可能性を伸ばすことができる教育環境を整備
する、その原資とするため、教育応援基金を募る。

・教育総務課窓口及び各種イベント時の募金箱設置
・各種金融機関専用口座を開設し、基金受付
・ふるさと納税による基金受付
・各関係機関へリーフレットを配布し、基金周知を図る

・より多くの基金を募るため、ＰＲ活動の強化を図る。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

514 担当課 計画
掲載頁

62

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

事業の新規開設等
により登録人数が
増加したことと、
中学3年生すべて
が進学できたた
め。

登録のある中学3年
生がすべて進学でき
たため。

課題を踏まえた
今後の取組

引き続き、学校・
教育委員会、その
他支援に関係する
機関と連携しなが
ら、修学と進学、
さらに不登校など
の課題を抱える子
どもへの支援を確
実に行う。併せ
て、学習支援を通
じて明らかになる
世帯の課題に対し
支援を行う。

引き続き、学校・
教育委員会、その
他支援に関係する
機関と連携しなが
ら、修学と進学、
さらに不登校など
の課題を抱える子
どもへの支援を確
実に行う。併せ
て、学習支援を通
じて明らかになる
世帯の課題に対し
支援を行うこと
や、高校中退防止
に向けた支援も行
う。

・学校・教育委員
会、その他支援に関
係する機関と連携し
ながら、支援を必要
とする子どもに情報
が届くように、周知
活動を行う。
・修学と進学、不登
校などの課題を抱え
る子どもへの支援を
確実に行う。
・学習支援を通じて
明らかになる世帯の
課題に対し支援を行
う。

利用人数は、例年
通りであるが、中
には定着という面
では、さらなる支
援が必要な生徒も
多い。

利用人数は増加傾
向にあるが、定着
に向け、丁寧な支
援を必要とする場
合もある。

・高校進学後の利用
継続に向けた丁寧な
支援。
・潜在化した課題を
抱える子どもに対す
る、事業の周知。

取組実績

・3か所の事業
所に登録のある
生徒数
　186人。
・3か所の事業
所で中学3年生
30名すべてが
進学。

・御所見地区に新
たに学習支援事業
所を開設
・4か所の事業所
に登録のある生徒
数は197名。
・4か所の事業所
で中学3年生37名
がすべて進学。

・4か所の事業所に
登録のある生徒数
152名。
・４か所の事業所に
登録のある中学３年
生29名がすべて進
学。

取組計画
（目標値）

・学校を含めた
教育委員会など
の支援機関との
連携。
・中学3年生の
確実な進学。

・学校を含めた
教育委員会など
の支援機関との
連携。
・中学3年生の
確実な進学。

・学校を含めた教
育委員会などの支
援機関との連携。
・中学3年生の確
実な進学。

・学校を含めた
教育委員会など
の支援機関との
連携。
・中学3年生の確
実な進学。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・学校を含めた
教育委員会など
の支援機関との
連携。
・中学3年生の確
実な進学。

B

登録人数は例年並
み。登録のある中
学3年生すべてが
進学できたため。

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

教育の機会均等

子どもの学習・生活支援
事業

地域共生社会推進室

・生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の子どもに対する学習支援等を通じて、貧困の連鎖
を防止するとともに、子どもの社会的な自立を促す。

・対象となる子どもの状況に応じて、学習の場所･機会の提供や受験勉強に関する情報提
供、必要に応じ学校説明会等への同行を行う。また、順調な学校生活を送るための生活相
談等を行う。
・子どもへの支援を通じて明らかになる保護者や世帯の抱える課題に対する支援を行う。

・不登校の子どもや進学に課題を抱える子どもやその保護者に対し、学校や支援機関との
連携を図りつつ、経済面での助言等（学費等の支援制度などを丁寧に説明）を行っていく
ことで、世帯の経済的な負担の軽減を含め、安心して進学（修学）できるよう丁寧な支援
を行っていく。

96



基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

515 担当課 計画
掲載頁

62

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

各施設へ助成を
行うことによ
り、利用者の経
済的な負担軽減
に繋がり、幼児
教育の推進が図
られたため

各施設へ助成を行
うことにより、利
用者の経済的な負
担軽減に繋がり、
幼児教育の推進が
図られたため

課題を踏まえた
今後の取組

対象施設の利用
児童数が減少傾
向にあることか
ら当面は現状ど
おり事業を進め
るが、今後は無
償化の影響等を
踏まえ、補助水
準の見直し等に
ついて検討して
いく

具体例を交えて
施設への案内を
行い、例外的な
事業については
随時個別に検討
を行っていく

事業の目的や施設
の状況を踏まえ、
補助対象事業の拡
大については引き
続き検討を行って
いく

補助単価の妥当
性等を検討する
必要がある

補助対象となる
事業の基準をわ
かりやすく施設
に案内する必要
がある

補助対象事業の拡
大を求める意見が
ある

取組実績

幼児教育振興助
成費補助金交付
対象施設数：
４２施設

幼児教育振興助
成費補助金交付
対象施設数：
４１施設

幼児教育振興助成
費補助金交付対象
施設数：
４0施設

取組計画
（目標値）

市内私立幼稚
園・幼児教育施
設に対する補助
金交付

市内私立幼稚
園・幼児教育施
設に対する補助
金交付

市内私立幼稚園・
幼児教育施設に対
する補助金交付

市内私立幼稚
園・幼児教育施
設に対する補助
金交付

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

市内私立幼稚
園・幼児教育施
設に対する補助
金交付

B

各施設へ助成を
行うことによ
り、利用者の経
済的な負担軽減
に繋がり、幼児
教育の推進が図
られたため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

教育の機会均等

幼児教育振興助成事業 保育課

・市内の私立幼稚園等の教育及び衛生環境の充実を図り、幼児教育を推進する。

・市内の私立幼稚園及び幼児教育施設の設置者に対し、教材教具等の購入、及び園児や教
職員への健康管理事業に要する費用の一部を助成する。

・教育環境の整備や衛生管理事業の充実を図るため、引き続き幼稚園等に対する助成を行
う。
・２０１９年（令和元年）１０月から実施された幼児教育・保育の無償化の影響を踏ま
え、事業の見直しを検討する。
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事業コード
事業名

516 担当課 計画
掲載頁

62

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

保護者の経済的
負担の軽減が図
られたため

保護者の経済的負
担の軽減が図られ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

利用者への分か
りやすい制度周
知により理解促
進を図るため、
対象施設への説
明やホームペー
ジの内容の見直
し等を行う

利用者の理解促
進を図るため、
ホームページ・
利用者に送付す
る通知の内容の
見直し等を行う

ホームページの更
新や認定継続に必
要な手続きに関す
る通知発送等を随
時行い、利用者の
理解促進を図る

制度や手続きが
複雑であるた
め、利用者へ分
かりやすい制度
周知を行う必要
がある

制度や手続きが
複雑であるた
め、わかりやす
い制度の周知
や、申請手続き
の案内を行う必
要がある

制度や手続きが複
雑であるため、必
要な手続きを利用
者にわかりやすく
案内する必要があ
る

取組実績

施設等利用給付
認定者数
6,054人

施設等利用給付
認定者数
6,055人

施設等利用給付認
定者数
5,552人

取組計画
（目標値）

施設等利用給付
認定者数
6,500人

施設等利用給付
認定者数
6,500人

施設等利用給付認
定者数　6,500
人

施設等利用給付
認定者数
6,500人

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

施設等利用給付
認定者数
6,500人

B

保護者の経済的
負担の軽減が図
られたため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

教育の機会均等

幼稚園利用者に対する保
育料軽減事業

保育課

・幼児教育・保育の無償化により、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培
う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図る。

・幼稚園の利用者を対象に、通常時間（教育時間）や預かり保育の利用料（保育料）の負
担軽減を行う。

・未就学児に教育・保育の機会を保障するとともに、保護者の経済的負担の軽減を図るた
め、子ども・子育て支援法に基づき、保育料の負担軽減を行う。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

517 担当課 計画
掲載頁

63

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

利用者の経済的
な負担軽減が図
られたため

利用者の経済的な
負担軽減が図られ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

現行制度からの
移行を検討する
必要がある

幼児教育施設の
運営状況や国の
制度の開始を踏
まえ、事業の見
直しについて検
討する

移行に向けて、制
度や対象施設基準
等の検討を行って
いく

令和３年度から
の国の制度の開
始に伴い、無償
化制度の対象者
からの誤申請な
ど、制度が複雑
であるため一部
運用に支障が生
じている

補助事業開始か
ら５年後の見直
しについて検討
する必要がある

令和７年度以降の
国庫補助事業への
移行について検討
する必要がある

取組実績

対象施設：17
施設（うち基準
適合15施設）
対象児童数：
274人

対象施設：20
施設（うち基準
適合18施設、
基準不適合１施
設、各種学校１
施設）
対象児童数：
259人

対象施設：24施
設（うち基準適合
２２施設、基準不
適合１施設、各種
学校１施設）
対象児童数：
220人

取組計画
（目標値）

幼児教育施設利
用者の保育料の
助成

・保育料の助成
・令和７年度に
向けた事業の見
直しの検討

・保育料の助成
・令和７年度に向
けた事業の見直し
の検討

・保育料の助成
・令和７年度に
向けた事業の見
直しの検討

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・保育料の助成
・令和７年度に
向けた事業の見
直し検討

B

利用者の経済的
な負担軽減が図
られたため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

教育の機会均等

幼児教育施設保育料補助
事業

保育課

・幼児教育施設の利用者に対する助成事業により、保護者の多様な教育・保育ニーズへの
対応と経済的負担の軽減を図る。

・市が幼稚園に準じる施設として認定した「幼児教育施設」の利用者のうち、幼児教育・
保育の無償化の対象とならない利用者を対象に、保育料の一部を助成する。

・幼児教育施設の利用者に対して保育料助成事業を行い、経済的負担の軽減を図る。
・幼児教育・保育の無償化実施後の幼児教育施設の運営状況や国の動向等を踏まえ、５年
後を目途に事業の見直しを検討する。
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事業コード
事業名

518 担当課 計画
掲載頁

63

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

コロナの影響に
より利用者数は
減少したもの
の、保護者の多
様な保育ニーズ
への対応が図ら
れたため

預かり保育の利用
者数が増加し、保
護者の多様なニー
ズへの対応が図ら
れたため

課題を踏まえた
今後の取組

預かり保育の長
時間化など、幼
稚園の意見等を
踏まえ、事業の
充実を検討する

預かり保育の充
実の必要性を推
進し、事業の充
実を検討する

預かり保育の長時
間化等の推進に向
け、事業の充実を
検討する

保育需要の増加
傾向を踏まえ、
預かり保育の充
実に向けた検討
を行う必要があ
る

預かり保育の長
時間化など、保
護者のニーズに
対応した保育の
充実に向けた検
討を行う必要が
ある

市全体の保育需要
の増加を踏まえ、
預かり保育の拡充
推進に向けた検討
を行う必要がある

取組実績

補助対象施設：
市内私立幼稚園
（21施設）

補助対象施設：
市内私立幼稚園
（22施設）

補助対象施設：市
内私立幼稚園
（21施設）

取組計画
（目標値）

預かり保育の実
施に係る人件費
及び運営費の補
助

預かり保育の実
施に係る人件費
及び運営費の補
助

預かり保育の実施
に係る人件費及び
運営費の補助

預かり保育の実
施に係る人件費
及び運営費の補
助

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

預かり保育の実
施に係る人件費
及び運営費の補
助

B

コロナの影響に
より利用者数は
減少したもの
の、保護者の多
様な保育ニーズ
への対応が図ら
れたため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

教育の機会均等

幼稚園等預かり保育推進
事業

保育課

・保護者の就労等、保育ニーズの高い児童が幼稚園を選択できるよう、幼稚園における預
かり保育の推進に向けた支援を行い、保護者の多様な保育ニーズへの対応を図る。

・幼稚園の設置者に対し、預かり保育事業の実施に要する人件費等の助成により、預かり
保育の推進に向けた支援を行う。

・保護者の多様なニーズに対応するため、幼稚園における預かり保育事業の充実に向けた
支援を行う。
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事業コード
事業名

521 担当課 計画
掲載頁

63

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

新しい参加団体
を含め、フリー
スクール等と情
報共有ができた
ため

コロナ禍において
も、計画を実施す
ることができた前
年度比でも参加人
数等が増えたため

課題を踏まえた
今後の取組

・フリースクー
ル等との情報共
有と連携
・相談支援教室
との連携
・学校との情報
共有と連携

・多様な学びの
場の確保を目指
し、関係機関と
さらなる連携を
進める
・フリースクー
ル等との情報共
有と連携
・相談支援教室
との連携

・情報交換会の充実
とともに、連携・協
力を図る
・おしゃべりひろば
を通じた学校や相談
支援教室との連携、
相談支援体制の充実
を図る
・中学校夜間学級へ
の就学にかかる情報
を広く周知する

・フリースクー
ル等と学校、保
護者の連携が図
れるよう、どの
ようにアプロー
チするか
・保護者同士の
思いを児童生徒
へどのようにア
プローチするか

・フリースクール等
に対する学校の理解
を進め、保護者を含
め、連携が図れるよ
うにする
・保護者の思いを学
校と共有できるよう
にし、多様な学びの
場への理解を図る

学校とフリース
クール等の民間施
設がどのようにつ
ながれるかをわか
りやすく示せる工
夫をするなど、児
童生徒や保護者の
ニーズに応えらえ
るように連携を図
る

取組実績

・フリースクー
ル等情報交換会
（11/5実施）
・おしゃべりひ
ろば(4回中2回実
施)
7/13…中止
10/13…４名
11/27…８名
2/25…中止

・フリースクー
ル等情報交換会
（12/9実施）
・おしゃべりひ
ろば(4回中3回実
施)
7/16…5名
10/18…２名
11/24…３名
2月…中止

・フリースクール
等情報交換会
（12/8実施）
・おしゃべりひろ
ば
7/13…１０名
10/20…８名
12/16…８名
2/１３…７名
中学校夜間学級へ
のR4年度入学１名

取組計画
（目標値）

各関係機関との
連携の充実

各関係機関との
連携の充実

各関係機関との連
携の充実
夜間学級への就学
に係る情報共有等

各関係機関との連
携の充実
夜間学級への就学
に係る情報共有等

中学校夜間学級に係る広域的な仕組みへの参画

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

各関係機関との連
携の充実
夜間学級への就学
に係る情報共有等

B

・フリースクー
ル等と情報共有
ができたため
・保護者同士が
思いを共有でき
たため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

子ども・若者の社会的自立を支援する教育の
推進

不登校児童生徒支援事業 教育指導課

・不登校児童生徒が社会的自立を目指せるよう効果的な支援を行う。

・不登校児童生徒の状況に応じた支援を図るため、関係機関との連携協力の充実に努め
る。
・不登校児童生徒を持つ保護者同士が思いを共有できる場「おしゃべりひろば」を開催す
る。

・情報交換会を年1回開催し、フリースクールなどの民間施設やNPO等関係機関との連携
を推進する。
・不登校児童生徒を持つ親の会として、「おしゃべりひろば」を年４回開催する。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

522 担当課 計画
掲載頁

64

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

未実施のため。 中学校のみではあ
るが、事業の実施
ができたため。

課題を踏まえた
今後の取組

参加者を分散し
て密を避けなが
ら実施すること
やリモート形式
での実施を視野
に、感染症対策
を施しつつ技能
振興を図る。

実施する学校数
や１回あたりの
参加人数を制限
するなど、感染
症対策を十分に
行い、藤沢市技
能職団体連絡協
議会と協議をし
ながら事業を実
施する。

早めに事業協力
の依頼をするこ
とで、事業実施
時期を長期間と
し、協力可能な
団体を増やして
いきたい。

コロナ禍におい
ても実施可能な
技能振興事業の
検討。

コロナ禍におい
ても実施可能な
技能振興事業の
検討。

協力可能な団体
数が減少してい
る。

取組実績

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止のため未実
施。

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止のため未実
施。

６つの技能職団体
（藤沢左官業組合・
藤沢菓子組合・神奈
川県電気工事工業組
合藤沢地区本部・神
奈川土建一般労組湘
南支部・畳組合湘
南・神奈川県生花小
売商協同組合藤沢支
部）が市内の中学校
５校に訪問し、技能
の披露や体験教室を
実施した。

取組計画
（目標値）

技能振興を図る
ため、学校訪問
事業を実施す
る。

技能振興を図る
ため、学校訪問
事業を実施す
る。

技能振興を図る
ため、学校訪問
事業を実施す
る。

技能振興を図る
ため、学校訪問
事業を実施す
る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C C

技能振興を図る
ため、学校訪問
事業を実施す
る。

B

未実施のため。

すべての子ども・若者への
学びのセーフティネットを
構築します

子ども・若者の社会的自立を支援する教育の
推進

技能職体験事業 産業労働課

・小中学生に技能者の世界及び仕事を身近に感じてもらい、勤労観及び職業観の醸成を図る
と共に、技能振興に寄与する。

・藤沢市技能職団体連絡協議会に加盟している職人の団体が小中学校に直接訪問し、授業時
間の中で職人の技能の実演見学やものづくりの体験ができる教室を実施する。

・実施した学校の先生へアンケートを実施し、学校の実施しやすい状況や職人への要望など
を確認し、事業の質の向上を図る。
・希望する学校が増えてきているため、実施校の選定方法の見直しや実施可能な団体の拡大
などを図る。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

523 担当課 計画
掲載頁

64

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおりに実施
ができたため。

計画どおりに実施
ができたため。

課題を踏まえた
今後の取組

Fプレイスを実習
会場とする場合
は、同施設の藤沢
公民館等に声掛け
をし、可能な範囲
で仕事の切り出し
などの協力を得て
いく。

人数が多い場合
は、Fプレイスを
実習会場とするた
め、JOBチャレ
職員と接する機会
が難しいが、藤沢
公民館等の職員等
の協力を得てい
く。

実習のできる事業
所に偏りがないよ
うに実習の受け入
れ方法等につい
て、再度検討して
いく。

例年JOBチャレふ
じさわから切り出
した業務に従事し
てもらっている
が、可能な範囲で
より多くの人と接
する業務を整理し
ていきたい。

業務を行っている
中で、JOBチャレ
職員等との接触は
なく、実際に働く
職員等と接する機
会を調整していき
たい。

実習を行う事業所
に偏りが出てしま
うことがある。

取組実績

藤沢養護学校から
の実習生10人、
鎌倉養護学校から
の実習生を1人受
入れた。
その他地域の
NPO法人や就労
移行支援事業所か
らの実習生を３人
受け入れた。

藤沢養護学校から
の実習生１８人の
ほか、その他地域
のNPO法人や就
労移行支援事業所
からの実習生８人
を受け入れた。

藤沢養護学校から
の実習生１７人の
ほか、その他地域
のNPO法人や就
労移行支援事業所
からの実習生７人
を受け入れた。

取組計画
（目標値）

特別支援学校から
の依頼に基づき、
職場実習の場を調
整し、実施する。

特別支援学校から
の依頼に基づき、
職場実習の場を調
整し、実施する。

特別支援学校から
の依頼に基づき、
職場実習の場を調
整し、実施する。

特別支援学校から
の依頼に基づき、
職場実習の場を調
整し、実施する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

特別支援学校から
の依頼に基づき、
職場実習の場を調
整し、実施する。

B

計画どおりに実施
ができたため。

すべての子ども・若者への
学びのセーフティネットを
構築します

子ども・若者の社会的自立を支援する教育の
推進

障がい者就労支援事業 産業労働課

・障がい者の雇用・就労に向けた支援事業等を実施することにより、障がい者の雇用・就労
の促進を図る。

・社会的自立に向けた就労体験の機会を提供するため、県内の特別支援学校の生徒を対象に
職場実習を実施する。

・庁内障がい者雇用の促進を目的に設置している「JOBチャレふじさわ」と連携し、より実
践度の高い実習を実施する。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

524 担当課 計画
掲載頁

64

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり実施で
きたため。

計画どおり実施で
きたため。

課題を踏まえた
今後の取組

庁内の関係機関と
連携し協議する中
で、ネットワーク
を構築し支援の充
実を図る。

・自立や就労に困
難を抱える若者の
長期化、高齢化の
課題に対応できる
よう、庁内関係機
関との連携を深め
る。
・業種に限定しな
い新たな受け入れ
先の確保について
検討する。

・就労に結びつく
個別伴走型の支援
及びプログラムの
充実を図る。
・関係団体との連
携を図る他、他市
の好事例などを参
考にしながら、時
代やニーズに合わ
せたセミナーの開
催、及び職場体験
先を確保してい
く。

・長期化・高齢化
するひきこもり、
長期無業者に支援
を図る必要があ
る。
・就労状態が不安
定な就職氷河期世
代に対する支援を
図る必要がある。

・長期化・高齢化
するひきこもり、
長期無業者に支援
を図る必要があ
る。
・社会体験、就労
体験などの受け入
れ先の確保を行う
必要がある。

・長期化・高齢化
するひきこもり、
長期無業者への支
援を図る必要があ
る。
・高齢化する保護
者や家族への支援
を図る必要があ
る。

取組実績

自立や就労に困難
を有する若者やそ
の保護者に対し、
社会参加や就労体
験の各種支援プロ
グラムを実施し
た。

自立や就労に困難
を有する若者に対
し、社会参加や就
労体験の各種支援
プログラムを実施
した。また、支援
者及び保護者など
に対し、セミナー
や交流会を開催し
た。

対象者へ社会参加
や就労体験の各種
支援プログラム等
を実施し、就労準
備から就労後の定
着まで支援を行っ
た。また、支援者
及び保護者等に対
し、セミナーや交
流会を開催した。

取組計画
（目標値）

・各種支援プログラ
ムの実施。
・地域の事業所及び
関係機関との連携強
化。

・各種支援プログラ
ムの実施。
・地域の事業所及び
関係機関との連携強
化。

・各種支援プログラ
ムの実施。
・地域の事業所及び
関係機関との連携強
化。

・各種支援プログラ
ムの実施。
・地域の事業所及び
関係機関との連携強
化。

対象年齢について「概ね15歳から39歳まで」を「概ね１５歳から４４歳まで」に変更し
た。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・各種支援プログラ
ムの実施。
・地域の事業所及び
関係機関との連携強
化。

 B

計画どおり実施で
きたため。

すべての子ども・若者への
学びのセーフティネットを
構築します

子ども・若者の社会的自立を支援する教育の
推進

若年者就労支援事業 産業労働課

・概ね15歳から39歳までのニートやひきこもりなど困難を抱える若年者とその家族を対象
に、自立・就労・定着に至るまでの支援を行う。

・専門スタッフによるきめ細かな相談、サークル活動、社会参加、就労体験等の各種プログ
ラムを実施する。また、家族や保護者を対象とした相談会やセミナーを行う。

・家族支援や事業周知のため、保護者セミナー等を行う。
・就労体験やボランティア体験の受入れ可能な事業所等を確保し、就労体験の機会を提供す
る。
・若者サポート事業との連携及び医療・保健・福祉等の関係機関との連携をより一層図る。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

525 担当課 計画
掲載頁

64

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

概ね計画どおり
取り組むことが
できたため

概ね計画どおり取
り組むことができ
たため

課題を踏まえた
今後の取組

・保護者や子ど
もとの関係づく
りに注力し、信
頼関係を築いた
うえでの支援を
実施する
・制度や手続き
を正しく理解
し、保護者や子
どもに適切な案
内をする

・保護者や子ど
もとの関係づく
りに注力し、信
頼関係を築いた
うえでの支援を
実施する
・継続した訪問
と関係機関との
連携強化

・保護者や子ども
との関係づくりに
注力し、信頼関係
を築いたうえでの
支援を実施する
・継続した訪問と
関係機関との連携
強化

・拒否感がある
保護者への支援
の実施
・子どもの支援
制度改正への対
応

・拒否感がある
保護者への支援
の実施
・不登校、ひき
こもり、高校中
退者等所属のな
い子どもへのア
プローチ

・拒否感がある保
護者への支援の実
施
・不登校、ひきこ
もり、高校中退者
等所属のない子ど
もへのアプローチ

取組実績

・支援対象人数
　　　１１５人
・支援内訳(延
数)
　養育　４９人
　教育　５５人
　日常　３１人
　就労　　５人
・支援終結人数
　　　　４２人

・支援対象人数
　　　１１４人
・支援内訳(延
数)
　養育　３７人
　教育　４０人
　日常　２８人
　就労　　9人
・支援終結人数
　　　　２８人

・支援対象人数
　　　１２１人
・支援内訳(延数)
　養育　４０人
　教育　４０人
　日常　３３人
　就労　　８人
・支援終結人数
　　　　１７人

取組計画
（目標値）

子どもとその世
帯の社会的自立
に向けた支援を
行う
・支援対象人数
　　１００人

子どもとその世
帯の社会的自立
に向けた支援を
行う
・支援対象人数
　　１００人

子どもとその世帯
の社会的自立に向
けた支援を行う
・支援対象人数
　　１００人

子どもとその世
帯の社会的自立
に向けた支援を
行う
・支援対象人数
　　１００人

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

子どもとその世
帯の社会的自立
に向けた支援を
行う
・支援対象人数
　　１００人

B

計画どおり取り
組むことができ
たため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

子ども・若者の社会的自立を支援する教育の
推進

自立支援推進事業 生活援護課

・子どものいる生活保護世帯と生活困窮世帯の社会的自立を促進する。

・生活保護世帯及び生活困窮世帯の子ども・若者とその保護者に対し、ケースワーカーと
子ども支援員が学校等関係機関と連携し、日常生活支援・養育支援・教育支援・就労支援
等、個別にきめ細かな寄り添い型の支援を実施する。

・ケースワーカーと子ども支援員が、関係機関と連携し、生活保護世帯及び生活困窮世帯
の子ども・若者とその保護者に対し、切れ目のない支援を拡充していく。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

526 担当課 計画
掲載頁

65

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

支援対象者は増
えたが、就労・
増収者は前年を
下回り、目標達
成できなかっ
た。

支援対象者、就
労・増収者とも前
年を上回ったが、
目標達成はできな
かった。

課題を踏まえた
今後の取組

就職率について
は、コロナ禍の
中でも前年より
高い値であった
ことから、まず
は支援対象者を
増やし、そのう
えで関係機関と
連携し、能力や
実情に応じた適
切な就労支援を
実施する。

支援対象者は前
年より若干増え
たが、就労・増
収者は減り、就
職率も前年より
低い値であっ
た。令和４年度
からは就労支援
相談員を１名増
員し、個別の寄
り添い型の支援
を強化・推進し
ていく。

支援対象者、就
労・増収者とも前
年を上回り、就職
率も上昇した。就
労支援相談員を中
心に、今後も更な
る個別の寄り添い
型支援を推進し、
就労者・増収者を
増やしていく。

コロナの影響に
よる雇用環境の
悪化、求職活動
の自粛等から、
平常時の就労支
援が困難な状況
にある。

コロナ禍が続い
ており、前年同
様、平常時の就
労支援が困難な
状況にある。

コロナ禍の沈静化
により、前年に比
べ、就労支援の環
境が改善されつつ
ある。

取組実績

・支援対象者
　　１１９人
・就労・増収者
　　　７１人
・就職率
　　５９．７％

・支援対象者
　　１２６人
・就労・増収者
　　　６７人
・就職率
　　５３．２％

・支援対象者
　　１３５人
・就労・増収者
　　　８０人
・就職率
　　５９．３％

取組計画
（目標値）

就労可能な生活
保護利用者の就
労促進を図る。
・就労・増収者
　　100人

就労可能な生活
保護利用者の就
労促進を図る。
・就労・増収者
　　100人

就労可能な生活保
護利用者の就労促
進を図る。
・就労・増収者
　　100人

就労可能な生活
保護利用者の就
労促進を図る。
・就労・増収者
　　1１0人

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C C

就労可能な生活
保護利用者の就
労促進を図る。
・就労・増収者
　　1１0人

C

支援対象者、就
労・増収者共、
前年を下回り、
目標を達成でき
なかったため。

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

子ども・若者の社会的自立を支援する教育の
推進

自立支援推進事業（就労
支援）

生活援護課

・就労可能な生活保護利用者の就労による自立を促進する。

・就労阻害要因のない稼働年齢の生活保護利用者に対しハローワークと連携を強化し、
ケースワーカーと就労支援相談員が就労収入を得ることによる経済的自立をめざし、個別
に寄り添い型の支援を実施する。また、ただちに就労に結び付かない者に対しては、就労
準備支援事業所と連携し、社会的自立に向けた支援を実施する。

・ケースワーカーと就労支援相談員が、ハローワークとの連携を一層強化することで、支
援の充実を図る。また、就労準備支援を要する利用者の掘り起こしを含めた積極的な支援
を推進する。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

531-1 担当課 計画
掲載頁

65

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

いじめ防止教室に
おいて、学校の積
極的な参加があっ
たため

中学生いじめ防止対
策報告会の内容の充
実が図られたため

課題を踏まえた
今後の取組

・児童生徒向けのい
じめ防止対策事業に
ついて、学校の実情
に応じて、他の機関
が実施するものも取
り入れる方向で検討
する
・「Stopいじめ！
中学生の集いinふじ
さわ」について、中
学生の主体的な取組
になるよう内容を検
討する

・生徒向けいじめ
防止対策事業に、
他の機関での実践
を試行的に行っ
た。今後は、取組
を広げていく方向
で検討する
・「Stopいじ
め！中学生の集い
inふじさわ」につ
いて、中学生の主
体的な取組になる
よう内容を検討す
る

・新入学児童・保
護者向けのいじめ
防止対策のリーフ
レットの内容を検
討する
・「Stopいじめ！
中学生の集いinふ
じさわ」を通し、
小中の連携が図れ
るよう小学校への
周知に努める

・いじめ防止教室
の内容の検討
・リーフレット等
の有効活用につい
ての発信
・中学生の主体的
ないじめ防止の取
組の推進

・いじめ防止教室
の内容及び団体の
検討
・リーフレット等
の周知及び授業で
の活用
・中学生の主体的
ないじめ防止の取
組の推進

・いじめ防止教室
の内容及び団体の
検討
・リーフレット等
の内容の検討
・中学生の主体的
ないじめ防止の取
組の推進

取組実績

・いじめ防止啓発
リーフレットの配布
・中学生いじめ防止
対策報告会のオンラ
イン開催
・いじめ防止教室の
実施（１３校）
・いじめ防止啓発講
演会の実施（人権男
女共同平和課との共
催）

・いじめ防止啓発
リーフレットの配布
・中学生いじめ防止
対策報告会のオンラ
イン開催
・いじめ防止教室の
実施（17校）
・いじめ防止啓発講
演会の実施（人権男
女共同平和課との共
催）

・いじめ防止啓発
リーフレットの配付
・中学生いじめ防止
対策報告会のオンラ
イン開催
・いじめ防止教室の
実施（18校）
・いじめ防止講演会
の実施（人権男女共
同平和国際課との共
催）

取組計画
（目標値）

・いじめ防止啓発
リーフレットの配布
・中学生いじめ防止
対策報告会の開催
・いじめ防止啓発講
演会の実施

・いじめ防止啓発
リーフレットの配布
・中学生いじめ防止
対策報告会の開催
・いじめ防止啓発講
演会の実施

・いじめ防止啓発
リーフレットの配布
・中学生いじめ防止
対策報告会の開催
・いじめ防止啓発講
演会の実施

・いじめ防止啓発
リーフレットの配布
・中学生いじめ防止
対策報告会の開催
・いじめ防止啓発講
演会の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・いじめ防止啓発
リーフレットの配布
・中学生いじめ防止
対策報告会の開催
・いじめ防止啓発講
演会の実施

B

生徒の主体的な取
組に課題があった
ため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

互いの違いを認め合う共生社会をめざし、多
様なニーズに応じる学習機会の提供

いじめ防止啓発関連事業 教育指導課

・教職員、児童生徒、市民等に対して、いじめ防止の意識啓発を図る。

・いじめ防止啓発リーフレットおよび条例リーフレットの作成、配布
・中学生いじめ防止対策報告会「Stop いじめ！中学生の集い in ふじさわ」の開催
・藤沢市子どもをいじめから守る啓発講演会の実施（関係課と共催）

・藤沢市子どもをいじめから守る条例」に基づき、いじめ防止対策を推進する。
・啓発講演会、いじめ防止教室を継続して実施する。
・いじめ防止啓発リーフレット等の配布及び改訂等を検討する。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

531-2 担当課 計画
掲載頁

65

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

計画どおり取り
組むことができ
たため

計画どおり取り組
むことができたた
め

課題を踏まえた
今後の取組

・動画配信等、
コロナ禍でも影
響を受けにく
く、かつ効果的
な手法での実施
を検討する
・教育委員会や
「ふじさわ人権
協議会」、人権
擁護委員との連
携を通じ、対応
を図る

・動画配信等、
コロナ禍でも影
響を受けにく
く、かつ効果的
な手法での実施
を検討する
・教育委員会や
「ふじさわ人権
協議会」、人権
擁護委員との連
携を通じ、対応
を図る

・これまでの実施
手法を検証し、今
後の実施手法を検
討する
・教育委員会や
「ふじさわ人権協
議会」、人権擁護
委員との連携を通
じ、対応を図る

・コロナ禍での
周知啓発活動の
実施手法の検討
・新たな人権課
題への対応

・コロナ禍での
周知啓発活動の
実施手法の検討
・新たな人権課
題への対応

・コロナ禍の影響
が薄れてくる中で
の事業実施手法の
検討
・新たな人権課題
への対応

取組実績

・「藤沢市子ど
もをいじめから
守る啓発講演会
～心のストレッ
チでみんな笑顔
に～いじめのな
い明日へ」の実
施（Fプレイス
ホール）
・条例周知リー
フレットの作
成、配布

・「藤沢市子ど
もをいじめから
守る啓発講演会
子どもを取り巻
くネット環境～
コロナ禍におけ
るTwitter・
LINE・スマート
フォンの危険性
～」の実施（動
画配信）
・条例周知リー
フレットの配布

・「藤沢市子ども
をいじめから守る
啓発講演会　オー
ル1の落ちこぼ
れ、教師になる～
育もう子どもの肯
定感～」の実施
（動画配信）
・ピンクシャツ
デーの周知啓発

取組計画
（目標値）

・子どもをいじ
めから守る啓発
講演会の実施
・条例リーフ
レットの作成、
配布

・子どもをいじ
めから守る啓発
講演会の実施
・条例リーフ
レットの配布

子どもをいじめか
ら守る啓発講演会
の実施

・条例リーフレッ
トの作成、配布
・いじめ相談窓口
カードの作成、配
布
・ピンクシャツ
デーの周知啓発

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・条例リーフレッ
トの作成、配布
・いじめ相談窓口
カードの作成、配
布
・ピンクシャツ
デーの周知啓発

B

計画どおり取り
組むことができ
たため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

互いの違いを認め合う共生社会をめざし、多
様なニーズに応じる学習機会の提供

いじめ防止啓発関連事業 人権男女共同平和国際課

・子ども・若者が安心して学びに向かえるよう、人権を尊重し、いじめのない社会をめ
ざし、子どものいじめ防止啓発関連事業を推進する。

・子どものいじめ防止について社会全体への意識啓発を図るために講演会を開催すると
ともに、「藤沢市子どもをいじめから守る条例」を広く市民に周知するため、リーフ
レットを作成、配布する。
・いじめ重大事態が発生した場合の市長部局の再調査を目的に、附属機関として藤沢市
いじめ問題再調査委員会を設置し運営を図る。

・子どものいじめ防止に関する意識啓発事業の更なる推進を図るとともに、藤沢市いじ
め問題再調査委員会のより迅速な対応と円滑な運営を図る。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

532 担当課 計画
掲載頁

66

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

各事業において、
問題点を明確に
し、改善策を練っ
た上で具体で形に
しているため

各事業において、
問題点を明確に
し、改善策を練っ
た上で具体で形に
しているため

課題を踏まえた
今後の取組

・国際理解協力員や
ＦＬＴを学校に派遣
するとともに、外国
語教育担当者会など
を通して教員の指導
力の向上を図り、国
際理解教育、外国語
教育の充実を図る
・国際理解協力員に
ついては、学習段階
を考慮した配置学年
の検討を行う

・小学校から中学校
9年間での継続的な
外国語指導を実施す
るため、ＦＬＴや国
際理解協力員につい
て、発達段階に応じ
た効果的な活用につ
いて検討していく
・国際理解協力員に
ついては、外国語教
育への接続となるよ
う低学年での実施と
する

・小学校から中学校9
年間での継続的な外
国語指導を実施する
ため、FLTや国際理
解協力員について、
発達段階に応じた効
果的な活用について
検討していく
・国際理解協力員に
ついては、外国語教
育への接続となるよ
う低学年と特別支援
学級での実施とする

・ＦＬＴの効果的な
活用についての周知
・学習段階を考慮し
た国際理解協力員の
適切な配置

・ＦＬＴの効果的
な活用についての
周知
・学習段階を考慮
した国際理解を深
める授業の工夫

・FLTの効果的な
活用についての周
知
・学習段階を考慮
した国際理解を深
める授業の工夫

取組実績

・ＦＬＴを小中学校
へ派遣し、外国語教
育の充実を図った
・国際理解協力員を
小1～小4と特別支
援学級へ派遣し、国
際理解教育の推進を
図った

・ＦＬＴを小中学校
へ派遣し、外国語教
育の充実を図った
・国際理解協力員を
小1～小4と特別支
援学級へ派遣し、国
際理解教育の推進を
図った

・ＦＬＴを小中学校
へ派遣し、外国語教
育の充実を図った
・国際理解協力員を
小1～小２と特別支援
学級へ派遣し、国際
理解教育の推進を
図った

取組計画
（目標値）

・ＦＬＴの小中学校
への派遣日数2、
805日
・国際理解協力員を
小1～小4と特別支
援学級へ各2時間派
遣、特別支援学校は
各1時間派遣

・ＦＬＴの小中学校
への派遣日数3、
420日
・国際理解協力員を
小1～小4と特別支
援学級へ各2時間派
遣、特別支援学校は
各1時間派遣

・英語教育の質の向
上を目指し、小中学
校へのＦＬＴの適切
な派遣日数を確保し
ていく
・異文化理解の素地
を養うことを目指
し、国際理解協力員
を小学校低学年を中
心に適切に派遣して
いく

・英語教育の質の向
上を目指し、小中学
校へのＦＬＴの適切
な派遣日数を確保し
ていく
・異文化理解の素地
を養うことを目指
し、国際理解協力員
を小学校低学年を中
心に適切に派遣して
いく

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・英語教育の質の向
上を目指し、小中学
校へのＦＬＴの適切
な派遣日数を確保し
ていく
・異文化理解の素地
を養うことを目指
し、国際理解協力員
を小学校低学年を中
心に適切に派遣して
いく

B
各事業において、問
題点を明確にし、改
善策を練った上で具
体で形にしているた
め

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

互いの違いを認め合う共生社会をめざし、多
様なニーズに応じる学習機会の提供

国際理解教育事業 教育指導課

・広く国際的な視野に立って物事を考え、行動できる児童生徒の育成を図る。

・「藤沢市立学校国際教育運営指針」に基づき、国際理解を深めるために国際理解協力員
を小学校・特別支援学校に派遣し、ふれあい体験を通して、異文化やコミュニケーション
に対する興味・関心、共生への理解を高める。
・外国語指導講師（ＦＬＴ）を小・中学校に派遣し、生きた英語に触れる体験を通して、
児童生徒の異文化への理解やコミュニケーションに対する興味・関心を高める。

・国際理解協力員や外国語指導講師を学校に派遣し、国際理解教育の充実を図る。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

533 担当課 計画
掲載頁

66

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

アセスメントを
取り入れ、適正
に指導時数を配
当したことが定
着してきたため

アセスメントを取
り入れ、適正に指
導時数を配当した
ことが定着してき
たため

課題を踏まえた
今後の取組

引き続きアセス
メントを取り入
れ、適正に指導
時数を配当し、
予算の有効活用
を図るととも
に、国際教室配
置校を拠点とし
たグループ制に
よる連携、情報
共有の体制づく
りをめざす

・引き続きアセ
スメントを活用
し、適正に指導
時数を配当し、
予算の有効活用
を図る
・日本語が全く
できない児童生
徒については日
本語指導教室へ
の通級も知ら
せ、支援に努め
ていく

・引き続きアセス
メントを活用し、
適切に指導時数を
配当し、予算の有
効活用を図る
・日本語が全くで
きない児童生徒に
ついてはアセスメ
ントを通じて、日
本語指導教室への
通級も知らせ、支
援に努めていく

外国につながり
のある児童生徒
が増加傾向で、
日本語が全くで
きない子が多
く、十分な指導
時数を配当でき
ていない状況が
続いている

外国につながり
のある児童生徒
が増加傾向で、
日本語が全くで
きない子の比率
が高まってお
り、指導方法や
形態等工夫する
必要がある

外国につながりの
ある児童生徒が増
加傾向で、日本語
が全くできない子
の比率が年々高
まっており、指導
方法や形態等工夫
する必要がある

取組実績

日本語指導員を
小・中学校あわ
せて35校に派遣
した。その他、
通訳、翻訳依頼
があった時には
適宜対応した

日本語指導員を
小・中学校あわ
せて46校に派遣
した。その他、
通訳、翻訳依頼
があった時には
適宜対応した

・日本語指導員を
小・中学校あわせて
39校に派遣した。そ
の他、通訳、翻訳依
頼があった時には適
宜対応した
・日本語指導教室を
開級し、さらなる学
校への対応を図った

取組計画
（目標値）

・日本語指導員を派
遣（小・中学校、白
浜養護学校）
・国際教室配置校担
当者会の実施

・日本語指導員を派
遣（小・中学校、白
浜養護学校）
・国際教室配置校担
当者会の実施

・日本語指導員を派
遣（小・中学校、白
浜養護学校）
・国際教室配置校担
当者会の実施

・日本語指導員を派
遣（小・中学校、白
浜養護学校）
・国際教室配置校担
当者会の実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

・日本語指導員を派
遣（小・中学校、白
浜養護学校）
・国際教室配置校担
当者会の実施

B

令和２年度より
アセスメントを
取り入れ、適正
に指導時数を配
当したため

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

互いの違いを認め合う共生社会をめざし、多
様なニーズに応じる学習機会の提供

日本語を母語としない児
童生徒への支援事業

教育指導課

・日本語指導の必要な児童生徒が安心して学校生活や学習に取り組めるよう支援する。

・日本語指導の必要な児童生徒に日本語指導員を派遣し、日本語の学習および学校生活へ
の適応を支援する。
・日本語を母語としない児童生徒の状況や困り感に対する教員の理解を図るため研修を実
施する。
・国際教室配置校の担当教員に対する情報共有や研修を実施する。

・日本語指導を必要とする児童生徒に対する支援や研修の充実を図る。また、早期に日本
語を習得できるような初期指導のあり方について検討する。
・日本語を母語としない児童生徒や保護者の支援につながる情報を共有し、各学校で活用
できるようにする。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

534 担当課 計画
掲載頁

66

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

新型コロナウイル
スの影響下におい
て新しい取組であ
る動画配信にて実
施することができ
たため

ウィズコロナ時代と
して感染症対策を講
じながら、子どもた
ちへ異文化理解を図
ることができたた
め。

課題を踏まえた
今後の取組

交流事業の内容
について、コロ
ナ禍でも実施可
能な手法を検討
する

感染対策と両立
したワーク
ショップの実施

新たな団体へボラ
ンティアの要請、
周知先の拡大を検
討

令和３年度以
降、ウィズコロ
ナの時代に安全
かつ有意義な交
流会を開催する
ための手法を検
討

令和４年度にお
いてもウィズコ
ロナの時代に安
全かつ有意義な
交流会を開催す
るための手法を
検討

・外国につながり
がある市民との交
流がより図れるよ
うな催しの検討
・効果的な周知・
集客方法

取組実績

第１１回
MINTOMO交流
会の中止

第１２回
MINTOMO交流
会（ワーク
ショップの様子
を動画配信）の
開催

第13回
ＭＩＮＴＯＭＯ交
流会の開催

取組計画
（目標値）

第１１回
MINTOMO交流
会を開催する

第１２回
MINTOMO交流
会を開催する

第１３回
MINTOMO交流
会を開催する

第１４回
MINTOMO交流
会を開催する

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

C B

第１５回
MINTOMO交流
会を開催する

Ｂ

新型コロナウイ
ルス感染拡大に
より中止せざる
を得なかったた
め

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

互いの違いを認め合う共生社会をめざし、多
様なニーズに応じる学習機会の提供

多文化共生推進事業 人権男女共同平和国際課

・子どもたちを中心とした国際交流の場を提供し、外国人の方と日本人の子どもたちの交
流を通して異文化への理解を図り、多文化共生を推進する。

・地域で活動する日本語教室の先生や大学生等により組織された実行委員会に委託して、
小中学生を対象とした交流会を企画・実施し、子どもたちを中心に国際交流を行う。

・外国人市民と日本人市民との交流をより一層図るため、交流会の内容や周知方法を検討
していく。
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基本方針 5 施策の柱

事業コード
事業名

535 担当課 計画
掲載頁

66

事業目的

事業内容

計画における
方向性

計画の変更点

自己評価

評価理由

課題

各種照会や訪問
などにより不就
学の可能性のあ
る児童生徒の確
認に努めたた
め。

各種照会や訪問な
どにより不就学の
可能性のある児童
生徒の確認に努め
たため。

課題を踏まえた
今後の取組

住民登録の際な
ど、外国籍の方
が市役所を訪れ
る機会を確実に
とらえ、もれな
く案内を実施す
るなど、関係各
課、関係機関と
連携した業務運
営を徹底する。

住民登録の際な
ど、外国籍の方
が市役所を訪れ
る機会を確実に
とらえ、もれな
く案内を実施す
るなど、関係各
課、関係機関と
連携した業務運
営を徹底する。

住民登録の際な
ど、外国籍の方が
市役所を訪れる機
会を確実にとら
え、もれなく案内
を実施するなど、
関係各課、関係機
関と連携した業務
運営を徹底する。

外国籍の学齢児
童生徒が増加傾
向にあることか
ら、今後の業務
量の増加が想定
される。

外国籍の学齢児
童生徒が増加傾
向にあり、今後
の業務量の増加
が想定されるこ
とから、もれの
ない案内の実施
が必要である。

外国籍の学齢児童
生徒が増加傾向に
あり、毎年多くの
外国籍の子が就学
対象者となること
から、もれのない
案内の実施が必要
である。

取組実績

不就学の可能性
のある児童生徒
について、出入
国在留管理局や
インターナショ
ナルスクールへ
の照会を行った
ほか、訪問によ
る調査を実施し
た。

不就学の可能性
のある児童生徒
について、出入
国在留管理局や
インターナショ
ナルスクールへ
の照会を行った
ほか、訪問によ
る調査を実施し
た。

不就学の可能性や
連絡のとれない児
童生徒について、
出入国在留管理局
やインターナショ
ナルスクールへの
照会を行ったほ
か、訪問による調
査を実施した。

取組計画
（目標値）

外国籍の学齢児
童生徒に対する
就学支援。

外国籍の学齢児
童生徒に対する
就学支援。

外国籍の学齢児童
生徒に対する就学
支援。

外国籍の学齢児
童生徒に対する
就学支援。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

B B

外国籍の学齢児
童生徒に対する
就学支援。

B

各種照会や訪問
などにより不就
学の可能性のあ
る児童生徒の確
認に努めたた
め。

すべての子ども・若者へ
の学びのセーフティネッ
トを構築します

互いの違いを認め合う共生社会をめざし、
多様なニーズに応じる学習機会の提供

外国籍児童生徒
就学支援事業

学務保健課

・就学機会の提供

・法的に就学義務のない外国籍の学齢児童生徒に対し就学案内を行い、藤沢市立小・中学
校へ就学を希望する子どもたちの就学支援を行う。

・住民登録などを行う行政窓口での案内機能の強化をはじめ、関係各課、関係機関と連携
して就学しやすい環境を整備し、不就学ゼロを目指す。
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３ 藤沢市教育振興基本計画評価委員会について 

 

本市では「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条に基づき、

教育委員会の権限に属する事務について、点検・評価を行っています。 

点検・評価に当たっては、教育に関し学識経験を有する方や地域住民、保護

者などの知見の活用を図るものとされていることから、「藤沢市教育振興基本計

画評価委員会」を開催し、評価委員会委員から藤沢市教育振興基本計画に位置

付けられた５つの基本方針ごとの講評や、重点事業に対する講評、総括的な講

評をいただいております。 

 

〇令和５年度の開催状況 

・第１回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 

２０２３年（令和５年）７月４日（火） 

点検・評価重点事業に係る説明及び質疑について 

・第２回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 

２０２３年（令和５年）８月４日（金） 

教育振興基本計画点検・評価 重点事業に係る講評 

教育振興基本計画の５つの基本方針ごとの講評 

教育委員会への総括的講評 

 

〇令和５年度 藤沢市教育振興基本計画評価委員会委員（敬称略） 

 氏 名 役 職 等 

委員長 藤 井 佳 世 横浜国立大学教育学部教授 

副委員長 渡 邊 泰 典 多摩大学グローバルスタディーズ学部教授 

委 員 越   美 紀 藤沢の子どもたちのためにつながる会副代表 

委 員 安 藤 正 俊 学校・家庭・地域連携推進会議会長会副会長 

 

〇令和５年度 点検・評価 重点事業一覧 

 

基本方針 事業コード 事 業 名 担当課 

１ １４５ 学習支援事業 教育指導課 

２ ２３１ 特別支援教育整備事業 教育指導課 

５ ５３１－１ いじめ防止啓発関連事業 教育指導課 

113



４ 基本方針ごとの評価委員会委員からの講評 

  

 

 

 

 

施 策 の 柱 評価委員会委員からの講評 

１ 確かな学力の向上 

 

【藤井委員】 

全体の 29 事業中、概ね目標を達成した事業（自己評価 B）

が 28 事業となっており、各施策の柱を支える事業がとても順

調に進められていることが分かりました。昨年度、自己評価 C

だった事業が 1 名増で部活指導員を配置できたことにより自己

評価 Bとなっています。また、施策の柱３「豊かな心を育む教

育の推進」の 1 つが、白浜養護学校からの依頼を受けて事業が

開催され、目標値を上回ったことから自己評価 A となっていま

す。これからも、多様な子どもたちが学べるための取り組みを

積極的に続けてほしいと思います。 

全体を通して、少しずつコロナ禍から脱している様子が伺え

ました。他方で、コロナ禍の影響を受けにくい実施方法につい

ては、今後も継続できることがあると思いますので、事業内容

や効果を踏まえて多様な実施方法の継続を検討して頂けたらと

思います。また、情報発信と広報が取り組み実績に影響すると

思われますので、必要としているところにアプローチできるよ

うな工夫を通して、一人ひとりの子どもの教育環境がより充実

することを願っています。 

 

【渡邊委員】 

基本方針 1 の事業実績全般を踏まえて、各施策の柱を支える

事業がきちんと実施されていると評価いたします。 

過年度で唯一自己評価が C であった事業コード 127 及び

133「中学校部活関係事業」についても今年度は目標を達成

し、すべての事業につき自己評価 B以上を実現することとなり

ました。新型コロナウイルス感染症の流行についても見通しが

立てづらい中、多くの事業で困難に直面しながら着実に事業を

進めてきたものと考えられます。引き続き子どもの学びの環境

が充実することを期待いたします。 

 

【越委員】 

基本方針 1 の 29 の事業の内、28 事業が概ね目標を達成し

ており、１つ１つの事業がしっかりと進められていることが分

かりました。施策の柱である「豊かな心を育む教育推進」にお

２ 
豊かな心を育む 

教育の推進 

３ 
健やかな体を育む

教育の推進 

４ 

一人ひとりの教育

的ニーズに応じた

教育の推進 

５ 
熱意と指導力のあ

る教員の育成 

ともに学び，多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します 

基本方針１ 
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いては目標を上回ったということで昨年、目標を達成できなか

ったと評価されたことを意識され、より一層工夫をこらし、事

業を向上させようと努力されたことが分かりました。 

事業コード 123-2 の環境教育推進事業においては毎年成果

をあげており、取組実績を見るとコロナ禍においても感染防止

対策を徹底し、体験学習を開催されたこと、この事業に関わっ

た方々の努力に感謝いたします。日々の生活の中で切り離すこ

とのできないゴミの排出という問題を幼少期から学童期の子ど

もたちへの学習会は工夫が必要だったと思います。今後は地球

温暖化を取入れた学習会の向上に期待します。 

 

【安藤委員】 

基本方針１の事業実績全般を踏まえ、各施策の柱の事業が概

ね目標を達成されていることを評価いたします。 

前年度と比較して自己評価のランクＣが無くなり、ランクＢ 

が増えたことは、コロナ禍の影響が残る中で諸事業を進めるこ

とに困難もあったと思いますが、努力と工夫の結果だと思いま

す。 

事業コード 127「中学校部活動関係事業」について、Ｂラン

クとなり、指導員の配置が増えたことは評価いたします。指導

員の人材確保は容易ではないと考えますが、地道に地域の力も

借りながら、引き続き人材探しに努力してください。 
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施 策 の 柱 評価委員会委員からの講評 

１ 
命を守る教育の

推進 

 

【藤井委員】 

全体の 18 事業中、概ね目標を達成した事業（自己評価 B）

が全 18 事業となっており、各施策の柱を支える事業がとても

順調に進められていることが分かりました。昨年度、自己評価

C だった事業（施策の柱１「命を守る教育の推進」）は計画通り

進めることができたり、希望する学校で事業が実施できたりし

たことなどから、自己評価 B となりました。それらの事業にお

いて、「課題を踏まえた今後の取組」からは、すべての子どもに

関わる事業であるという認識に基づき、より広く働きかけ、偏

りなく実施しようとする姿勢を感じました。どの事業もとても

大切な取り組みだと思いますので、すべての事業において「課

題を踏まえた今後の取組」を確実に実施できることを願ってい

ます。 

 

【渡邊委員】 

基本方針 2 の事業実績全般を踏まえて、各施策の柱を支える

事業がきちんと実施されていると評価いたします。 

昨年度は実施できなかった事業コード 211-2「防災教育推進

事業」や 213-2「救命普及啓発推進事業」も新型コロナウイル

ス感染症の流行状況が落ち着く中で、実際に講習を実施できた

ことが確認できました。しかし、感染症の感染力が下がったわ

けでもないことから、今後も流行状況とのバランスを踏まえな

がら講習を実施してほしいと思います。 

事業コード 232「学校 ICT 環境整備事業」については児童・

生徒・教員への普及が終わり、これから活用していく段階とな

りますので、「ICT について学ぶ時間が取りにくい」という課題

はワークライフバランスの問題と合わせて今後の改善を期待い

たします。 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心で快適

な学校施設等の

整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心で，学びを支える学校づくりを進めます 

基本方針２ 
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３ 

学びを支える質

の高い教育環境

の整備 

 

【越委員】 

基本方針 2 の 18 の事業中、全ての事業において B 評価であ

り、概ね目標を達成しており、順調に事業が進められていること

が分かりました。安全・安心で学びを支える学校づくりというこ

とで一番重要であり、基本的なことではあるが、１人ひとりの意

識が大切だと思います。 

事業コード 213-2 の救命普及啓発推進事業においては新型コ

ロナウイルス感染症により、救命講習ができなかった数年を取り

戻すため、代替手法での実施から希望のあった中学校への救命講

習を行うなど、手厚い取組みをされていることが分かりました。 

現在、あらゆる場所に AED が設置されていますが、あっても

使用できないではなく、緊急時に正しい応急手当ができる教育を

目指し、今後も引続き、取り組んでくださることを期待します。 

 

【安藤委員】 

基本方針２の事業実績全般を踏まえ、評価Ｃが無くなり、Ｂに

なり、各施策の柱の事業が概ね目標を達成されていることを評価

いたします。 

事業コード 211「防災教育推進事業」、213「救命普及啓発推

進事業」について、前年度コロナ禍での実施が出来なかった事業

が実施されたことはよかったと思います。この事業は、防災・救

命教育として実践的な内容であり、今後起こりうる災害、緊急事

態に備え体験しておくことが、いざというとき役立つことになる

と思います。 
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施 策 の 柱 評価委員会委員からの講評 

１ 家庭教育の支援 

 

【藤井委員】 

全体の 13 事業中、概ね目標を達成した事業（自己評価 B）

が 11 事業となっており、各施策の柱を支える事業が順調に進

められていることが分かりました。他方で、施策の柱２「学

校・家庭・地域等の連携・協働の推進」の 1 つの事業が自己評

価 C となっており、昨年度と同様の評価でしたが、もう１つの

事業においては、昨年度の自己評価 C から自己評価 A となって

いました。こちらの事業は目標値を上回ったことにより自己評

価 A となっていますので、実施方法が工夫されているととも

に、養護教諭を含めた連携の可能性を感じました。「課題を踏ま

えた今後の取組」に記載されていますように、依頼のない教育

機関のニーズのすくいあげなど、より広く子どもの成長を支え

ることを期待しています。 

事業全体を通して、学校・家庭・地域の連携を進める重要な

取り組みとなりますので、関係諸機関や団体間のつながりを通

して、充実した事業となることを願っています。 

 

【渡邊委員】 

基本方針 3 の事業実績全般を踏まえて、各施策の柱を支える

事業がきちんと実施されていると評価いたします。多くの事業

が感染症対策を講じながら事業を着実に推進してきた様子が確

認できました。 

一方で、スタッフや担い手の不足を課題として挙げる事業も

多く、今後の活動を継続するためにも参加者のモチベーション

を含めた人手不足への対策をお願いしたいと思います。 

 

【越委員】 

基本方針 3 の 13 の事業の内、11 事業が概ね目標を達成して

おり、１つ１つの事業がしっかり進められていることが分かり

ました。 

事業コード 327 の思春期健康教育事業では昨年度の C 評価か

ら A 評価に向上しており、課題とされていた対面以外での開催

方法の工夫や関係機関及び、学科への周知の拡充などを実施し

２ 

学校・家庭・地域

等の連携・協働の

推進 

子どもたちの健やかな成長を支えるため，学校・家庭・地域の連携・協働

を進めます 

基本方針３ 
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たことによる成果だと思います。課題とされている依頼のない

教育機関のニーズの把握を望みます。施策の柱である学校、家

庭、地域等の連携・協働は子どもたちの健やかな成長に欠かせ

ないものだと思います。より多くの人たちが共に学び、子ども

たちの支援ができるよう、講演会の事業周知を引続きお願いい

たします。 

 

【安藤委員】 

基本方針３の事業実績全般を踏まえ、各施策の柱の事業が概ね

目標を達成されていることを評価いたします。 

事業コード 315「地域の縁側事業」については、コロナ禍の影

響で思うように進められない状況があったと思いますが、交流会

の実施や新規団体の募集等、前向きに取り組まれていることを評

価いたします。 

ただし、課題にもあるように、一度中断してモチベーションが

下がったものを元に戻すのはなかなか困難です。無理をせず少し

ずつでも知名度を上げて、やる気を出していく施策が必要になる

と思います。 

事業コード 321「学校・家庭・地域連携協力体制推進事業」に

ついては、学校運営協議会の設置が進み、三者連携事業の位置づ

けや連携を各地域の特性、実情を見つつ、どう具体的に進めてい

くか等の模索も始まりました。一層の支援をお願いしたい。 
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施 策 の 柱 評価委員会委員からの講評 

 

１ 

人生１００年時

代を見据えた，生

涯学習の充実 

 

【藤井委員】 

全体の 26 事業（すべての担当課対象）中、概ね目標を達成

した事業（自己評価 B）が 22 事業となっており、各施策の柱

を支える事業が順調に進められていることが分かりました。昨

年度自己評価 Cだった事業が自己評価 Bとなったもののうち、

コロナ以前の状態に戻るだけではなく、ポストコロナに合わせ

た新しい開催方法を検討する方向があり、それはとても大切だ

と感じました。 

今後も、コロナ禍で培った方法を活用しつつ、事業を多様に

実施することを通して、多様な人々が学ぶことのできる環境が

充実することを期待しています。 

 

【渡邊委員】 

基本方針 4 の事業実績全般を踏まえて、各施策の柱を支える

事業がきちんと実施されていると評価いたします。 

多くの事業が自己評価 Bを達成する一方、事業コード 441

「歴史遺産保存整備活用事業」、446「ふじさわ宿交流館運営事

業」、447「藤澤浮世絵館運営事業」などは目標達成に苦労して

いる様子がうかがえます。特に 446 と 447 については、感染

症対策と両立させながら実現できる入館者数をもう一度精査す

ることも検討していただきたいと思います。これらの事業にお

ける歴史遺産・資料の保存の重要性は言うまでもありません

が、活用についても継続してもらいたいと思います。 

 

 

 

２ 

多様な学びを支

援する図書館活

動の推進 

３ 

健康で豊かなス

ポーツライフの

推進 

４ 

藤沢の文化財や

歴史資料の保存・

継承と活用 

人生１００年時代を見据えた生涯学習社会をめざします 

基本方針４ 
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５ 
文化芸術活動の

支援 

 

【越委員】 

基本方針 4 の 26 事業の内、22 事業が概ね目標を達成してお

り、例年 C評価が減少していることが分かりました。そんな

中、事業コード 446 ふじさわ宿交流館運営事業と 447 の藤澤

浮世絵館運営事業において、ここ数年 C評価が続いています。

評価理由としては、いずれも「目標である利用者数を達成でき

なかった」となっていますが、今後の課題を踏まえた取組みを

見ると毎年工夫をされ目標を達成しようと努力が伺えます。一

度行ったら満足というものではなく再利用者が増えるような取

組みがあると良いと思います。 

 

【安藤委員】 

基本方針４の事業実績全般を踏まえ、各施策の柱の事業が前期

に比べ目標達成の改善が見られることを評価いたします。 

事業コード 412「公民館運営事業」について、コロナ禍の収束

により、地域の各組織の活動も少しずつ活性化してきたように思

います。しかし、各組織はメンバーの高齢化に伴う後継者不足な

ど、様々な課題を抱えています。公民館が地域の中でのコーディ

ネート機能を活かし、地域の特性を活かした支援をしていただく

ことを期待いたします。 

 

 

  

121



 

 

 

 

 

 

 施 策 の 柱 評価委員会委員からの講評 

１ 教育の機会均等 

 

【藤井委員】 

全体の 20 事業中、概ね目標を達成した事業（自己評価 B）

が 19 事業となっており、各施策の柱を支える事業が順調に進

められていることが分かりました。昨年度自己評価 C だった事

業の 1 つは、自己評価 Bとなり、藤沢に関わりのある６つの技

能職団体が中学校で体験教室などを行ったことが分かりまし

た。 

基本方針５は、学びに向かうための背景を支援することに関

わりますので、各事業の実施を希望する学校や利用者などが事

業に参加できる準備や環境を整えて取り組むことが大切だと思

います。今後も、すべての子どもが安心して学びへ向かえるよ

うに各事業が充実することを期待しています。 

 

【渡邊委員】 

基本方針 5 の事業実績全般を踏まえて、各施策の柱を支える

事業がきちんと実施されていると評価いたします。 

多くの事業で自己評価 Bを達成し、自己評価 C となった事業

コード 526「自立支援推進事業（就労支援）」についても、就

労・増収者の目標を達成できなかったとは言え、数値自体は昨

年度を上回っており、引き続き若者の自立につながる支援をお

願いしたいと思います。 

外国につながりがある市民が増えている状況を踏まえれば、

共生社会を目指す事業の重要性が一層増すことと考えられます

ので、今後も継続的な取り組みを期待いたします。 

 

【越委員】 

基本方針 5 の 20 事業の内、19 事業が概ね目標を達成してお

り、１つ１つの事業が丁寧に進められていることが分かりまし

た。 

事業コード 522 の技能職業体験事業では 6 つの技能団体が市

内 5 校の中学校を訪問し、コロナ禍で中止になっていた技能の

披露や体験教室を実施されたことが確認できました。また施策

の柱である子ども・若者の社会的な自立を支援する教育という

ことでコロナ前には中学校で職業体験という授業がありまし

た。地域の商業施設や企業、保育園など様々な職場で勤労や職

２ 

子ども・若者の社

会的自立を支援

する教育の推進 

３ 

互いの違いを認

め合う共生社会

をめざし，多様な

ニーズに応じる

学習機会の提供 

すべての子ども・若者への学びのセーフティネットを構築します 

基本方針５ 
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業について学び、子どもたちにはとても大きな影響を与えてく

ださったと思っています。 

しかし、そのためには協力してくださる地域や企業が必要と

なります。522 の事業でも課題となっている「協力可能な団体

が減少している」ということから、協力団体を増やすための検

討を続けてください。 

 

【安藤委員】 

基本方針５の事業実績全般を踏まえ、各施策の柱の事業が概ね

目標を達成されていることを評価いたします。 

事業コード 515「幼児教育振興助成事業」～518「幼稚園等預

かり保育推進事業」について、女性の社会進出が増える中、共働

き家庭の育児の環境は、経済的にも厳しいものになってきまし

た。上記諸事業による保護者の負担軽減を図ることは必要不可欠

であると思います。預かり施設への経済的な援助とともに人材の

育成への支援もお願いいたします。 
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５ 重点事業に対する評価委員会委員からの講評 

 

 

 

 

 

評価委員会委員 講       評 

藤井 佳世 

 

施策の柱である「一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の推進」に

貢献していると思います。報告からは、小学校・中学校ともに、一人ひ

とりの子どもたちの学習支援を放課後や夏季休業中に個別対応として実

施しており、積極的に取り組まれていることが分かりました。また、中

学校での不登校生徒学習支援事業として、授業時間でも実施できるよう

に進めていることも分かりました。他方で、「藤沢市中学校学習支援事

業実施要綱」「藤沢市中学校不登校生徒学習支援事業実施要綱」に基づ

くと、学習指導員の教員免許所持者の確認が曖昧であることは気になり

ました。また、小学校での学習支援がすべての学校で実施できていない

とのことでしたので、規模拡大が実現されることを願っています。 

今後も、小学校・中学校における学習支援の充実に積極的に取り組

み、一人ひとりの学力の定着に貢献する学習支援を期待しています。 

 

渡邊 泰典 

 

「学習支援事業」は施策の柱「一人ひとりの教育的ニーズに応じた教

育の推進」に貢献していると評価いたします。 

質疑を通じて、児童生徒のニーズに合わせた体制整備が進んでいる様

子が確認できました。小学校に関しては令和 4 年度に試行し、5 年度か

ら実際に動き始めるとのことですが、大学で数理系科目を教えている中

で小学校の算数の理解がおろそかになったために算数・数学に苦手意識

を持つ学生を多数見ていることから、小学生のうちに疑問点を解消する

ことは特に重要だと思いますので、小学校学習支援事業のあり方にも大

いに期待したいと思います。 

 

越  美紀 

 

例年の課題となっている各校の学習指導員の確保について、主に各校

内での紹介ということで確かな人材の確保ができていることが分かりま

した。そして人数確保という観点から今後も引続き広報ふじさわや HP

などでたくさんの方の目に止まる掲載に努めていただくことを期待しま

す。 

学習支援の形式は児童生徒１人ひとりのニーズに合わせ、放課後や長

期休暇中だけでなく授業中にも支援したいという意向はとても良いと思

いました。 

中学校不登校生徒学習支援事業を設置したことで多種多様な学びの場

の１つとして、また学びだけではなく登校の意欲が育ち、登校のきっか

けになることを期待します。 

 

事業コード１４５・学習支援事業 

重点事業① 
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安藤 正俊 

 

学習支援事業については、中学校における不登校生徒への支援、ま

た、小学校における支援の試行など、きめ細かく実施されていることが

わかりました。学習指導員の確保については苦労が多いと思われます。

地域の人材の支援を受けやすくするためにも今広がりつつあるコミュニ

ティ・スクールを活用し、学校と地域とのコミュニケーションを活発に

することで情報を共有し、少しでも多くの人材の確保が出来るようにし

ていただきたい。 

 

講評を踏まえた今後の方向性 

教育指導課 

 

藤沢市小・中学校学習支援事業においては、放課後や長期休業中を利

用して児童生徒の学力の定着を図れるよう、引き続き取組んでまいりま

す。特に、小学校においては、本事業を実施する学校が拡大するよう、

授業時間中にも学習支援ができるような弾力的な運用について検討し、

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の推進に努めてまいります。 

 また、藤沢市中学校不登校生徒学習支援事業においては、不登校生徒

の学びの場や居場所づくりとして、さらなる支援を進めてまいります。 
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評価委員会委員 講       評 

藤井 佳世 

 

施策の柱である「学びを支える質の高い教育環境の整備」に貢献して

いると思います。報告からは、将来的にすべての小学校・中学校で、特

別支援学級の設置が目標とされていることが分かりました。また、事業

の実施において教室の確保だけではなく教員不足の課題もあることも分

かりました。通級指導教室においては、必要に応じて対応する方向であ

ることが分かりました。そのため、通級指導教室におきましては、多様

な声を拾い、すべての子どもが安心して学べる環境づくりを進めてほし

いと思います。 

今後も、特別支援教育の充実に積極的に取り組み、不安を解消する方

向へ向かう学びを支える学校づくりを期待しています。 

 

渡邊 泰典 

 

「特別支援教育整備事業」は施策の柱「学びを支える質の高い教育環

境の整備」に貢献していると評価いたします。 

質疑の中で明らかになったように、対象となる児童・生徒が増える傾

向にあり、今後ますます事業の重要性は増すと考えられます。一方で、

教室や教員の確保には課題があるとのことですので、単純に事業を拡大

していくというのは難しいとは思いますが、引き続き事業の充実をお願

いしたいと思います。 

 

越  美紀 

 

特別支援学級の設置について、毎年 2 校ずつを目標とされているこ

と、そしてそれが実績となっていることを大変素晴らしいと思いまし

た。特別支援学級の対象児童生徒が年々増えていること、また通級指導

教室の取組みにおいても聞こえや言葉に課題を持っている子どもが多い

ということから今後の更なる教員、教室不足が課題となることが想定さ

れますので、そこも視野に入れ、白浜養護学校の改善方策同様、藤沢市

学校適正規模・適正配置検討委員会での協議が必要となると思いまし

た。 

施策の柱である「学びを支える質の高い教育環境整備」ということか

ら、各校の特別支援学級の設置は通常級の児童生徒は勿論、保護者にと

っても大きな学びとなります。違いを認め合う環境で過ごすことで自然

に多様性を受け入れることができるようになること。そんな環境が当た

り前となるよう、教育環境の整備に期待します。 

 

事業コード２３１・特別支援教育整備事業 

重点事業② 
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安藤 正俊 

 

全国的に児童生徒数は減少傾向にあるが、特別支援学級に在籍する対

象の児童生徒は年々増えているとのお話がありました。 

増えた理由の分析は難しいと思いますが、今後の増加が考えられると

したら、より一層の特別支援学級の増設や対象の児童生徒の特性に合っ

た指導のできる教員養成に努力していただきたいと思います。 

 

講評を踏まえた今後の方向性 

教育指導課 

 

障がいのあるなしにかかわらず、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズ

に応じた支援を行う「藤沢の支援教育」のより一層の充実に向けて、全

ての児童生徒ができるだけ同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、

特別な支援を必要とする児童生徒に対しては、特別支援学校、特別支援

学級、通級指導教室等、様々な学びの場を整え、学習環境を選択できる

ようにしております。 

その中でも、特別支援学級をすべての小中学校に設置することを目指

し、引き続き教育環境の整備を進めていくとともに、支援教育に係る人

材の育成にも努めてまいります。 
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評価委員会委員 講       評 

藤井 佳世 

 

施策の柱である「互いの違いを認め合う共生社会をめざし、多様なニ

ーズに応じる学習機会の提供」に貢献していると思います。報告から

は、児童相談所や警察などのさまざまな機関と連携しながら、年に数回

のいじめ対策協議会を実施していることが分かりました。また、本事業

が教員にとっても意味のあったことが報告され、学校教育の安全を構築

することに関与していることが分かりました。他方で、リーフレット類

は配布するだけではなく、実際に目にとまり、連絡相談につながるため

の工夫も必要であると感じました。例えば、QR コードを掲載すること

や最初に連絡する（あるいはもっともつながりやすい）電話番号を大き

な文字にするなど、伝わりやすくする工夫です。 

今後も、すべての子ども・若者のセーフティを構築することに貢献

し、いじめ防止啓発に関する事業を継続的に行ってほしいと思います。 

 

渡邊 泰典 

 

「いじめ防止啓発関連事業」は施策の柱「互いの違いを認め合う共生

社会を目指し、多様なニーズに応じる学習機会の提供」に貢献している

と評価いたします。 

質疑を通じて多くの生徒を巻き込んだ活動が実施されている様子がわ

かりました。いじめの問題を中学生が自らの問題としてとらえる上で非

常に重要な試みだと考えますので、生徒の自主的な取り組みを奨励する

ことも含め、引き続き実施してもらいたいと思います。 

 

越  美紀 

 

いじめ防止啓発リーフレットの作成や配布、リーフレットの内容の検

討などを課題に取上げ、進めていることが実績報告書から分かりまし

た。 

このリーフレットが実際の学校現場において、きちんとした、意味の

ある使い方がされているか今一度、周知が必要と考えます。 

いじめ防止対策は学校や教育関連の様々な機関で取り組むことは勿論

ですが、地域や家庭教育も欠かせないものと思います。いじめ啓発の講

演会など年間、かなりの頻度で開催されていることが知りました。この

貴重な機会を児童生徒の一番身近にいる保護者への参加募集を積極的に

行うと良いと思います。 

また、課題を踏まえた今後の取組みに「Stop いじめ！中学生の集い

in ふじさわ」を通して小中の連携を図れるよう小学校への周知に努め

るとありますがとても興味のある、良い取組みだと思いますので是非と

も実現していただきたいと願います。 

 

事業コード５３１－１・いじめ防止啓発関連事業 

重点事業③ 
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安藤 正俊 

 

いじめ防止啓発パンフレットの配布や報告書「Stop いじめ！中学生

の集い in ふじさわ」の開催を通して市内の中学生がいじめについて話

し合う機会の提供等、多彩な活動が行われていることが分かりました。 

各学校の生徒会の報告をみてもそれぞれの視点で、自分たちの問題とし

て対策を立てている様子がみられ、今後もこのような施策を続けていく

ことが必要であると思います。 

 

講評を踏まえた今後の方向性 

教育指導課 

 

 いじめ防止啓発リーフレットについては、児童生徒及び保護者に活用

されるよう、新入学・人権週間等の時期にあわせて配付するとともに、

活用事例やワークシートも添付することで授業等で活用できるように送

付しているところです。今後も広く啓発につながるよう、内容や紙面の

工夫に努めてまいります。生徒主体の活動である「Stop いじめ！中学生

の集い in ふじさわ」での意見交換や情報共有の内容が、各校での実践に

結び付くよう支援するとともに、小中連携も今後の課題として取り組ん

でまいります。引き続き、学校、家庭、地域、教育委員会、関係機関等

が連携・協力し、いじめ防止対策を進め、魅力ある学校づくりを推進し

てまいります。 
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６ 評価委員会委員からの総括的講評 

 

評価委員会委員 総 括 的 講 評 

藤井 佳世 

 

今年度の教育振興基本計画評価委員会は、昨年度と同様、第 1 回で

３つの重点事業（事業コード 145, 231, 531-1）について、対面での

説明及び質疑を行いました。また、昨年度と同様、第 1 回委員会開催

前に、報告書と各課より関連資料を提出していただき、それらから取り

組みの詳細を知ることができました。 

第 1 回委員会におきましては、質疑応答を通して、各事業の内容を

具体的に知ることができ、各事業が適切に運営されていることが分かり

ました。また、事業対象者を拡大していく取組や課題の把握は、それま

で見えなかった問題や対象が現れてくることにつながると予想されるた

め、とてもよい方向であると思いました。 

 各事業は昨年度に比べると、目標の達成が概ね実現されており、コロ

ナ禍の影響が少なくなるとともに、実施方法の工夫がなされていると感

じました。各事業の自己評価の付け方についてですが、目標達成ができ

ていなくても、前年度比で増加していれば C から B へ変化した事業も

あれば、C のままの事業もありました。自己評価の付け方はそれぞれの

事業ごとでいいと思うのですが、事業目的に資する取り組みが拡大し充

実していれば、それに応じた評価をしてもいいように思いました。 

 今後も、変化に応じながら、各事業の多様なアプローチの実施を確実

なものとし、より包括的な事業運営を通して、藤沢の子どもを含めた市

民の教育学習環境が充実することを願っています。 

 

渡邊 泰典 

 

本年度も評価委員として関わることとなりました。令和 4 年度の事

業を振り返ると、令和 3 年度には目標未達となっていた事業の多くが

目標を達成し、新型コロナウイルス感染症の流行から社会がコロナ前の

状況へと戻ろうとする様子が確認できました。とは言え、感染症も完全

に克服されたとは言い難い状況ですから、今後も流行の波が繰り返され

ることが予想されます。感染症対策と必要な事業の両立を今までの経験

を生かしつつ実現していってもらいたいと思います。 

重点事業の評価については、こちらの質問に対し各課から多くの情報

を回答していただくことができ、事業に対する理解を深めることができ

ました。この場をお借りして感謝申し上げます。いじめ防止に関わる事

業では、生徒たち自身が積極的に取り組んでいることを知ることができ

ました。藤沢市を担う次世代を育てるという観点から、不十分な点がま

だあるとは言え、重要な取り組みと思いますので、今後にも期待したい

と思います。 

先述したように、総じてコロナ前の実施状況に戻そうとしている状況

だと思いますが、対面での取り組みが増えるにつれて事業に関わる人

材・時間の確保が問題となることが予想されます。ワークライフバラン

スとも関わる問題ですので、市民の働き方に関する啓発も含めた施策の

実施を期待いたします。 
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越  美紀 

 

今年度、評価委員としてはじめて関わらせていただき、たくさんの事

業が基本方針、そして施策の柱を元にしっかりと実施されていることが

分かりました。また子どもたちの教育に関連する事業も多く、各事業に

携わっている方々に感謝いたします。 

今回の重点事業(145.231.531-1)の実績報告の前に報告書や資料な

どを事前に準備してくださったおかげで、こちらも質問内容について考

えることができました。そして質疑応答では１つ１つ解りやすく回答し

てくださり、その回答を聞き、具体的な事業内容の見直しや事業の成果

向上のため、進めていることが分かりました。 

新型コロナウイルス感染症の位置づけが 5 類感染症になり、ここ 2.3

年に比べると、今後は実施の幅も広がっていくことが予想されます。コ

ロナ禍で見えてきた「必要なもの、そうでないもの」を吟味し、各事業

がそれぞれの目標を達成することを期待します。 

評価委員に携わることで子どもは家庭だけで育っているのではなく、

学校、地域、家庭の連携の元、多くの方々に支えられ育っていること、

あらためて実感いたしました。今後も各課の事業実績が藤沢市民の豊か

な学びの場につながるよう、願っています。 

 

安藤 正俊 

 

第 3 期計画も残すところ今年度を含め２年間となり、コロナ禍など

の予測できない影響も受けながら実施されてきました。コロナ禍の影響

を極力少なくなるよう、また回復するよう努力されている様子が感じら

れます。コロナ禍の影響がまだ当面続く中、各事業の実施は困難を伴う

ものも多いと思いますが、各事業それぞれの成果の確認や課題の整理を

行い、次期計画に繋げていけるよう準備もお願いいたします。また、各

事業が市民に対して機会を捉えて様々な場所で紹介され、理解が進むこ

とを期待いたします。 
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Ⅲ 教育委員会の概要 

 

１  教育委員会について  

  地方公共団体が、教育・学術・文化等に関する事務を行う場合は、その性質上

◇ 政治的中立を維持すること 

◇ 行政が安定していること 

◇ 住民の意思を反映すること    

などが求められます。  

これらに応えるため、都道府県及び市区町村には知事または市区町村長から独

立した行政委員会として、教育委員会が設置されています。  

藤沢市教育委員会は、教育長と４人の委員で組織され、教育についての方針・

施策は、この教育委員会での合議によって決められています。  

教育委員は、毎月の教育委員会定例会に出席し議案等を審議するだけでなく、

各種の会議や研修会にも出席しています。  

また、教育施設の視察や学校行事、地域の行事、市の主催行事等へ出席し、

教育を取り巻く状況の把握と市民の意見聴取に努めています。  

 

◆教育委員                  （２０２３ .４ .１現在）  

職 名 氏  名 任  期 

教育長 岩 本 將 宏 2023. 4. 1～2026.  3.31 

教育長職務代理者 種  田  多化子  2021.10. 1～2025. 9.30 

委 員 市 村 杏 奈 2019.10. 1～2023. 9.30 

委 員 飯 盛 義 徳 2021. 4.  1～2025. 3.31 

委 員 石  井  由  佳  2022.10. 1～2026. 9.30 

 

２  令和４年度の教育委員の活動実績  

（１）教育委員会  

藤沢市教育委員会では、毎月定例会議を開催しております。また、教育長

が必要と認めたときには臨時会議が開催されます。  

教育委員会定例会、臨時会 １２回 

   ○定例会（１２回）        ○臨時会（0回） 

     提出案件    ７２件      提出案件    0件 

    ・上程議案   ５５件      ・上程議案   0件 

    ・議題      ２件 

    ・教育長報告   ０件 

    ・請願      １件 

    ・その他    １４件 
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教育委員会定例会の様子  

 

（２）総合教育会議   ２回 

【主な議題】 

・ 未来を生きる子どもたちのために～『チーム学校・チーム教育委員会』の

取組について（困りごとを抱える子ども支援の取組）  

・ 社会教育関係事務のあり方について  

 

（３）その他会議  ２1回（書面開催含む） 

委員協議会、教科用図書採択審議委員会  等 

 

（４）委員研修会、研究協議会  ４回（書面・オンライン開催含む）  
市町村教育委員会オンライン協議会等 

 

（５）教育施設訪問・視察  ７か所  

大鋸小、俣野小、善行小、御所見中、長後中、白浜養護学校、 

八ヶ岳野外体験教室  

 

（６）学校行事  ２回  

小・特別支援学校体育大会、中学校体育祭  

 

（７）市の行事、大会等  ５件  
藤沢市教育文化貢献者感謝会、はたちのつどい、賀詞交歓会等  
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藤沢市教育振興基本計画評価委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 藤沢市教育振興基本計画を効果的かつ確実に推進していくため、藤沢市教育振興基 

本計画評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 教育委員会の事務の管理・執行状況についての点検・評価に関する事項 

（２） 藤沢市教育振興基本計画の進行管理に関する事項 

  

（組織） 

第３条 委員会は、学識経験者、保護者の代表等５人以内で組織する。 

２ 委員は教育委員会が委嘱し、又は解任する。 

３ 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 

４ 委員長は、委員の互選により定める。副委員長は委員長が指名する。  

５ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から３月３１日までとする。ただし、再任はさまたげない。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は委員長が招集する。 

２ 会議の進行は委員長が務める。 

３ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を求める

ことができる。 

５ 会議は、公開とする。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益又は公共

の利益を害する恐れがある場合、非公開とすることができる。 

 

（謝礼） 

第６条 委員会の委員謝礼額は、藤沢市非常勤の特別職職員の報酬等に関する規則（昭和 43年藤

沢市規則第 22号）第 2条第 2項の規定に準ずる額とする 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員 

会に諮って定める。 

  

附 則  

（施行期日） 

 この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。  
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 附 則 

 この要綱は、平成２５年６月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和元年６月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 
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